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建 設 常 任 委 員 会 記 録 

 

１．会議日時 

  平成２７年１０月１５日（木）午前９時５７分 開会 

                午後４時５５分 閉会 

 

１．場所 

  第二委員会室 

 

１．出席委員 

  委 員 長 野原 修 副委員長 藤浦雅彦 委  員 木村勝彦 

  委  員 中川嘉彦 委  員 弘  豊 

 

１．欠席委員 

  なし 

 

１．説明のため出席した者 

  市 長 森山一正  

  都市整備部長 吉田和生  同部次長 土井正治   

都市計画課長 江草敏浩  同課参事 小寺健二郎  同課参事 秋庭伸正     

公園みどり課長 竹下博和  建築課長 寺田満夫 

土木下水道部長 山口 繁  同部次長兼道路管理課長 山本博毅  

同部参事兼下水道業務課長 野村眞二   

道路交通課長 永田 享  下水道事業課長 樫本宏充   

水道部長 渡辺勝彦  同部次長兼総務課長 石川裕司 

同部参事 池上敦実  営業課長 小明哲也  水道施設課長 末永利彦 

 

１．出席した議会事務局職員 

  事務局次長 橋本英樹 同局書記 川原 恵 

 

１．審査案件（審査順） 

  認定第 １号 平成２６年度摂津市一般会計歳入歳出決算認定の件所管分 

  認定第 ５号 平成２６年度摂津市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認

定の件 

  認定第 ２号 平成２６年度摂津市水道事業会計決算認定の件 

  議案第５６号 平成２６年度摂津市水道事業会計剰余金処分の件 
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（午前９時５７分 開会） 

○野原修委員長 ただいまから建設常任

委員会を開会します。 

 理事者から挨拶を受けます。 

 森山市長。 

○森山市長 おはようございます。 

 朝夕めっきり冷え込んでまいりました

けれども、そんな中、本日は建設常任委員

会をお持ちいただきまして大変ありがと

うございます。 

 まず、最初に、正副委員長様にはこのた

びご就任おめでとうございます。また１年

間どうぞよろしくお願いいたします。 

 本日は平成２６年度の決算についてご

審査を賜るわけでございますけれども、ど

うぞ慎重審査の上、ご認定いただきますよ

う、よろしくお願いいたします。一旦、退

席させていただきます。 

○野原修委員長 挨拶が終わりました。 

 本日の委員会記録署名委員は木村委員

を指名します。 

 審査の順序につきましては、お手元に配

付しております案のとおり行うことに異

議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○野原修委員長 異議なしと認め、そのよ

うに決定します。 

 暫時休憩します。 

（午前 ９時５８分 休憩） 

（午前１０時    再開） 

○野原修委員長 再開します。 

 認定第１号所管分の審査を行います。 

 補足説明を求めます。 

 山口土木下水道部長。 

○山口土木下水道部長 おはようござい

ます。 

 それでは、認定第１号、平成２６年度摂

津市一般会計歳入歳出決算のうち、土木下

水道部にかかる部分につきまして、目を追

って、その主なものについて補足説明をさ

せていただきます。 

 決算事項別明細書に従いまして、まず歳

入から説明させていただきます。 

 一般会計決算書３２ページをお開き願

います。 

 款１３使用料及び手数料、項１使用料、

目４農林水産業使用料、節１水路使用料は、

大阪ガス株式会社ほか３件の法定外水路

占用料でございます。 

 目５土木使用料、節１道路使用料は関西

電力株式会社などほか４９件の道路占用

料でございます。 

 節４駐車場使用料は、千里丘駅東、フォ

ルテ摂津、摂津駅前、南摂津駅前及び阪急

摂津市駅前の各自動車及び自転車駐車場

の使用料と駐車場用地使用料でございま

す。そのうち駐車場用地使用料は千里丘駅

西自転車駐車場並びに正雀駅南第１自転

車駐車場敷地内ほか１件の関西電力株式

会社の電柱使用料でございます。 

 ３４ページ、項２手数料、目１、節１総

務手数料のうち、下から２行目の諸証明手

数料は道路幅員証明３８件の手数料でご

ざいます。 

 目２衛生手数料、節５し尿処理手数料は、

し尿及び浄化槽汚泥の処理手数料でござ

います。 

 目３農林水産業手数料、節２明示手数料

は水路敷地境界明示２１件の手数料でご

ざいます。 

 ３６ページ、目４土木手数料、節１明示

手数料で、上から１行目は道路敷地境界等

明示７８件の手数料でございます。 

 ３８ページ、款１４国庫支出金、項２国

庫補助金、目４土木費国庫補助金、節１地

籍調査費補助金は都市再生地籍調査委託
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補助金でございます。 

 節２道路橋りょう費補助金は社会資本

整備総合交付金で、道路舗装でございます。 

 ４６ページをお開き願います。 

 款１５府支出金、項２府補助金、目３衛

生費府補助金、節２権限移譲交付金は、下

水道業務課分の浄化槽法にかかる届出受

理などの事務の権限移譲にかかる交付金

でございます。 

 ４８ページ、目６土木費府補助金、節２

地籍調査費補助金は、都市再生地籍調査委

託補助金でございます。 

 ５０ページ、項３委託金、目２土木費委

託金、節１土木管理費委託金は、大阪府か

らの河川環境整備工事委託金と鶴野橋外

ポンプ管理委託金及び自転車等移動保管

業務委託金でございます。 

 款１６財産収入、項１財産運用収入、目

１財産貸付収入、節１土地建物貸付収入は、

上から２行目、土地貸付収入１件でござい

ます。 

 ６０ページをお開き願います。 

 款１９諸収入、項４、目２雑入、節１雑

収入で、当部に関係いたしますものは、道

路管理課では電力売却収入と道路占用料

相当額支払金で、その下、道路交通課では

自転車等移動保管料、自転車等鉄屑処分金、

放置自転車対策協力金と定期駐車カード

再発行料でございます。その下、下水道事

業課では、損害賠償保険金、水路占用料相

当額支払金でございます。 

 以上が歳入の主な内容でございます。 

 引き続きまして、歳出についてご説明申

し上げます。 

 事務報告書につきましては、道路管理課

は２２１ページから、道路交通課は２３１

ページから、下水道業務課は２４７ページ

から、下水道事業課は２５３ページから記

載いたしておりますので、併せてご参照賜

りますようお願い申し上げます。 

 １３８ページをお開き願います。 

 款４衛生費、項２清掃費、目１清掃総務

費、節９旅費は、し尿収集事務などの事務

にかかる旅費でございます。 

 １４０ページ、目３し尿処理費につきま

しては、その執行率８９．７％でございま

す。詳細につきましては決算概要の１０２

ページから１０３ページに記載いたして

おりますので、併せてご参照願います。 

 その主な内容といたしまして、節１３委

託料では、し尿収集運搬委託料などでござ

います。 

 節１９負担金、補助及び交付金では、し

尿及び浄化槽汚泥の処理にかかる負担金

でございます。 

 １４２ページ、節２２補償、補填及び賠

償金では、し尿汲み取りから公共下水道へ

の切り替えに伴うし尿収集業者への補償

金でございます。 

 １４６ページをお開き願います。 

 款５農林水産業費、項１農業費、目４農

業水路費につきましては、その執行率９７．

０％でございます。詳細につきましては、

決算概要の１０６ページから１０７ペー

ジに記載いたしておりますので、併せてご

参照願います。 

 その主な内容といたしましては、節８報

償費では、地元農業関係者による水路の樋

守及びゲートの管理にかかる報償金でご

ざいます。 

 節１１需用費では、農業用施設にかかる

光熱水費及び修繕料などでございます。 

 節１３委託料では、河原樋及び五久樋ポ

ンプ場などの管理業務委託料でございま

す。 

 節１５工事請負費では、用水側溝改良工
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事でございます。 

 節１９負担金、補助及び交付金では、神

安土地改良区負担金ほか６件の負担金な

どでございます。 

 １５０ページをお開き願います。 

 款７土木費、項１土木管理費、目１土木

総務費つきましては、その執行率９７．

５％でございます。詳細につきましては、

決算概要の１１０ページから１１３ペー

ジに記載しておりますので、併せてご参照

願います。 

 その主な内容といたしましては、１５２

ページ、節１３委託料では、土木維持作業

業務などにかかる委託料でございます。 

 節１６原材料費では、土木維持作業にか

かる補修用材料費でございます。 

 節１８備品購入費では、土木維持作業に

かかる機械器具費などでございます。 

 節１９負担金、補助及び交付金では、日

本道路協会負担金ほか３件でございます。 

 節２８繰出金では、公共下水道事業特別

会計に対する繰出金でございます。 

 目２交通対策費につきましては、その執

行率９９．４％でございます。詳細につき

ましては、決算概要の１１２ページから１

１５ページに記載をいたしておりますの

で、併せてご参照願います。 

 その主な内容といたしましては、節１１

需用費では、放置自転車など保管事務所の

光熱水費と道路反射鏡定期修繕事業費な

どでございます。 

 節１３委託料では、平成１８年度から指

定管理者に駐車場管理を委託しておりま

す委託料と公共施設巡回バス運行管理業

務委託料ほか９件の委託料でございます。 

 １５４ページ、節１４使用料及び賃借料

では、ＪＲ西日本旅客鉄道株式会社より借

地しております千里丘駅東自転車駐車場

ほか３件の土地借上料でございます。 

 節１５工事請負費では、交通安全対策工

事としまして、夜間点滅式交差点鋲設置工

事及び道路反射鏡設置工事でございます。 

 節１９負担金、補助及び交付金では、市

内循環バス運行補助金、近鉄バスＩＣカー

ドシステム導入補助金などでございます。 

 項２道路橋りょう費、目１道路橋りょう

総務費につきましては、その執行率は９２．

６％でございます。詳細につきましては、

決算概要の１１４ページから１１７ペー

ジに記載をいたしておりますので、併せて

ご参照願います。 

 その主なものといたしましては、節１３

委託料では、千里丘駅前広場管理委託料、

モノレール駅前広場管理委託料、摂津市駅

駅前広場管理委託料及び都市再生地籍調

査業務委託料と現況平面図等修正及び認

定道路網図作成委託料などでございます。 

 目２道路維持費につきましても、その執

行率９５．７％でございます。詳細につき

ましては、決算概要の１１６ページから１

１７ページに記載をいたしておりますの

で、併せてご参照願います。 

 その主な内容といたしましては、節１１

需用費の修繕料では、道路管理にかかる維

持管理経費などでございます。 

 節１３委託料では、街路樹剪定委託料、

１５６ページ、橋梁修繕実施設計委託料ほ

か４件でございます。 

 節１５工事請負費では、その主な内容と

いたしましては、鳥飼本町７９号線ほか１

８路線の道路維持工事でございます。 

 目３道路新設改良費につきましては、そ

の執行率８８．６％でございます。詳細に

つきましては、決算概要の１１８ページか

ら１１９ページに記載いたしております

ので、併せてご参照願います。 
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 その内容といたしましては、節１５工事

請負費では、鳥飼本町９０号線歩道改良工

事でございます。 

 目４交通安全対策費につきましては、そ

の執行率９８．６％でございます。詳細に

つきましては、決算概要の１１８ページか

ら１１９ページに記載いたしております

ので、併せてご参照願います。 

 その主な内容といたしましては、節１１

需用費では、正雀南千里丘線外２路線（阪

急正雀駅前）道路改良事業にかかる修繕料

でございます。 

 節１５工事請負費は、鳥飼上１４号線交

通バリアフリー整備工事などでございま

す。 

 続きまして、項３水路費、目１排水路費

につきましては、その執行率９５．７％で

ございます。詳細につきましては、決算概

要の１１８ぺージから１２１ページに記

載いたしておりますので、併せてご参照願

います。 

 その主な内容といたしましては、節１１

需用費では、排水路施設にかかる光熱水費

及び修繕料などでございます。 

 １５８ページ、節１３委託料では、味生

排水機場ほか市内各ポンプ場の設備保守

点検委託料や、排水管及び水路しゅんせつ

委託料などでございます。 

 節１５工事請負費では、横手川免水路安

全柵設置工事でございます。 

 節１９負担金、補助及び交付金では、番

田水門内水対策負担金、番田水路事業償還

金負担金及び安威川左岸ポンプ場維持管

理負担金でございます。 

 １７２ページをお開き願います。 

 款８、項１消防費、目３水防費につきま

しては、執行率９９．４％でございます。

詳細につきましては、決算概要の１３０ペ

ージから１３３ページに記載いたしてお

りますので、併せてご参照願います。 

 その主な内容といたしましては、節１６

原材料費では、水防資材の備蓄を図ってお

ります。 

 節１９負担金、補助及び交付金では、淀

川右岸水防事務組合に対する負担金及び

安威川ダムの建設にかかる水源地域対策

特別措置法第１２条に基づく負担金など

でございます。 

 以上、土木下水道部にかかわります平成

２６年度一般会計歳入歳出決算について

の補足説明とさせていただきます。 

○野原修委員長 吉田都市整備部長。 

○吉田都市整備部長 おはようございま

す。 

 認定第１号、平成２６年度一般会計歳入

歳出決算所管分のうち都市整備部にかか

わる部分につきまして、目を追って、その

主なものについて補足説明をさせていた

だきます。 

 まず歳入につきましてご説明を申し上

げます。 

 摂津市一般会計歳入歳出決算書の３２

ページをお開き願います。 

 款１３使用料及び手数料、項１使用料、

目５土木使用料、節３公園使用料は、関西

電力株式会社ほか８件の公園の占用料で

ございます。 

 次に、３６ページをお開き願います。 

 項２手数料、目４土木手数料、節１明示

手数料のうち、都市計画道路敷地境界明示

手数料でございます。 

 節２都市計画手数料は、用途地域証明な

どの、諸証明手数料でございます。 

 節３開発申請等手数料は、都市計画法第

２９条の規定による開発行為の許可に関

する事務にかかわる開発許可等手数料、開



- 6 - 

 

発不要証明手数料及び開発登録簿写発行

手数料でございます。 

 次に、３８ページから４０ページにかけ

まして、款１４国庫支出金、項２国庫補助

金、目４土木費国庫補助金、節３都市計画

費補助金は、社会資本整備総合交付金で、

新在家鳥飼上線道路整備事業にかかる土

地購入費に対する交付金と、震災対策推進

事業にかかわる耐震診断補助金及び耐震

改修補助金でございます。 

 次に、４６ページから４８ページにかけ

まして、款１５府支出金、項２府補助金、

目６土木費府補助金、節１都市計画費補助

金は、その内訳といたしまして、耐震診断

補助金、耐震改修補助金、府自然環境保全

条例事務取扱交付金及び府特定設備等安

全確保条例交付金でございます。 

 節３権限移譲交付金は、大阪版地方分権

推進制度実施要領に基づく権限移譲事務

交付金でございます。 

 次に、５０ページをお開き願います。 

 項３委託金、目２土木費委託金、節２都

市計画費委託金は、建築基準法施行事務取

扱委託金、都市計画法施行事務取扱委託金

及び大阪府福祉のまちづくり条例委任事

務委託金でございます。 

 款１６財産収入、項１財産運用収入、目

２利子及び配当金、節１利子及び配当金の

うち３段目の緑化基金利子でございます。 

 次に、５２ページをお開き願います。 

 款１７寄附金、項１寄附金、目１寄附金、

節１寄附金のうち、緑化事業寄附金でござ

います。 

 款１８繰入金、項２基金繰入金、目５緑

化基金繰入金、節１緑化基金繰入金は、 

緑化推進事業への緑化基金繰入金でござ

います。 

 次に、６０ページをお開き願います。 

 款１９諸収入、項４雑入、目２雑入、節

１雑収入は、都市計画課の都市計画図売却

収入及び鉄道運輸機構負担金と建築課の

建築確認申請者負担金でございます。 

 次に、引き続き歳出につきましてご説明

を申し上げます。 

 摂津市一般会計歳入歳出決算書の１５

８ページをお開き願います。また、決算概

要の１２０ページから１２４ページ並び

に事務報告書につきましては、都市計画課

は２０３ページから、公園みどり課は２１

１ページから、建築課につきましては２１

７ページから記載いたしておりますので、

併せてご参照を願います。 

 款７土木費、項４都市計画費、目１都市

計画総務費では、執行率９５．２％でござ

います。 

 節１報酬は、緑化推進嘱託員報酬及び都

市計画審議会委員報酬でございます。 

 節７賃金は、緑化推進員賃金及び建築指

導嘱託員賃金でございます。 

 次に、１６０ページにかけまして、節８

報償費、節９旅費及び節１１需用費は、事

務執行にかかわる経費でございます。 

 節１３委託料は、ＧＩＳシステム保守管

理委託料、地形図修正図化委託料、都市計

画マスタープラン策定委託料及びＰＣＢ

廃棄処分委託料でございます。 

 節１４使用料及び賃借料は、電子複写機

レンタル料及びＧＩＳシステム借上料で

ございます。 

 節１９負担金、補助及び交付金は、その

主な項目といたしまして、摂津市既存民間

建築物耐震診断補助金、耐震改修補助金、

ＪＲ千里丘駅エレベーター設置負担金及

びＪＲ千里丘駅エレベーター設置補助金

ほか１０件でございます。 

 節２５積立金は緑化基金積立金でござ
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います。 

 節２７公課費は、公用車の車検に伴いま

す自動車重量税でございます。 

 次に、１６２ページをお開き願います。 

 目２街路事業費では、執行率が８６．

６％でございます。詳細につきましては、

決算概要の１２２ページをご参照願いま

す。 

 節８報償費、節９旅費及び節１１需用費

は、都市景観事業に伴います都市景観アド

バイザー委員会及び新在家鳥飼上線道路

整備事業にかかる事務執行経費でござい

ます。 

 節１２役務費のうち、新在家鳥飼上線道

路整備事業に伴います手数料でございま

す。 

 節１３委託料のうち、新在家鳥飼上線道

路整備事業に伴います物件補償算定委託

料でございます。繰越明許費につきまして

は、新在家鳥飼上線道路整備事業にかかわ

ります繰越明許であり、その内容といたし

ましては、決算概要の３０ページに記載し

ております。繰越明許費、繰越計算書の上

から４段目の欄と決算概要の１２２ペー

ジの一番下の欄をご参照願います。 

 新在家鳥飼上線道路整備事業の物件補

償算定業務におきましては、権利者との協

議調整に時間を要しましたことから年度

内の完了が困難となり、平成２７年度への

明許繰越について可決いただいたところ

でございます。 

 節１７公有財産購入費は、新在家鳥飼上

線道路整備事業に伴います土地購入費で

ございます。 

 節１９負担金、補助及び交付金のうち、

都市景観形成活動助成金は、都市景観事業

における都市景観形成、市民団体に対する

助成金でございます。 

 節２２補償、補填及び賠償金は、新在家

鳥飼上線道路整備事業に伴います物件移

転補償費でございます。 

 続きまして、目３緑化推進費では、執行

率８４．４％となっております。詳細につ

きましては、決算概要の１２４ページをご

参照願います。 

 その主なものといたしましては、節１６

原材料費は、花いっぱい活動に対する助成

を初め、市内の花壇などの育苗用の肥料、

土、樹木などの購入費でございます。 

 節１９負担金、補助及び交付金は、摂 

津市緑化推進連絡会の活動に対する補助

金でございます。 

 続きまして、目４公園管理費では、執行

率９６．６％でございます。詳細につきま

しては、決算概要の１２４ページをご参照

願います。 

 決算書の１６４ページにかけまして、そ

の主なものといたしましては、節１１需用

費は、公園などの光熱水費及び修繕料など

でございます。 

 節１３委託料は、都市公園など、施設の

機能維持を図るための公園管理委託料、公

園等砂場消毒清掃委託料、公園遊具点検業

務委託料及び公園台帳作成委託料でござ

います。 

 節１６原材料費は、公園の維持管理にか

かる砂場の砂、板材などの補修用材料費で

ございます。 

 節１９負担金、補助及び交付金は、ちび

っこ広場を管理していただいております

自治会などの団体に対する管理補助金で

ございます。 

 節２７公課費は、公用車の車検に伴いま

す自動車重量税でございます。 

 以上で、認定第１号、平成２６年度摂津

市一般会計歳入歳出決算の所管分のうち、
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都市整備部にかかわります部分につきま

しての補足説明とさせていただきます。 

○野原修委員長 説明が終わりました。質

疑に入ります。 

 中川委員。 

〇中川嘉彦委員 おはようございます。 

 今回から建設常任委員になりました中

川嘉彦です。初めてですので、稚拙な質問

や的外れな質問が多々あると思いますけ

れども、それはご容赦いただきたいと思い

ます。 

 それでは、質問させていただきます。 

 まず公園みどり課から、順番もばらばら

で申し訳ないですけれども課ごとにやら

せていただきたいと思います。 

 私は、一般質問でも緑をもっと増やして

ほしいと質問させていただきました。摂津

市は、平成１０年３月に「はな・みどり・

みずのまち・さわやか摂津」を基本理念と

した摂津市緑の基本計画を策定していま

す。時代の流れの中でいろいろ変化があり、

改定がありました。このことを踏まえて、

平成２６年度は何に重点を置いてきたの

かポイントをお教え願います。今回の２６

年度の決算での緑化推進についての具体

的な成果と検証、評価をどういうふうにお

考えなのかお教えいただきたいと思いま

す。 

 次に、花壇等の維持管理充実事業ですが、

平成２４年２０７万６，５８４円、平成２

５年２９４万８７４円、平成２６年３３８

万１４０円と増加しています、金額が増え

ているから充実していることなのか、実際

にどのように捉え、何をもって充実を図る

のか、その辺をお教えいただきたいと思い

ます。 

 次に、花いっぱい活動助成事業８３万１，

０２３円の内容といろいろ事業がありま

すが、事業が重複しているように感じます。

その明細の中で肥料、土、花の苗、樹木と

いうのがいろいろな項目に出てきており

ますが、ほかの事業でいろいろなところで

購入しているのか、一括で購入しているの

か、どういうふうになっているのか。また、

どのような年度計画を立てて、どういう基

準があるのか、その辺もお教えいただきた

いと思います。 

 次に、花とみどりの相談所運営事業、緑

化推進事業の２６年度の実際の活動を簡

単にお教えいただきたいと思います。その

中で２５年度には、適切な助言をすると書

いてありましたけれども、２６年度、もし

誰が誰に何をどういうふうに助言があっ

たのか、また教えていただければと思いま

す。この執行率が７４．１％と６７．６％

になっています。その辺の状況をお教えい

ただきたいと思います。 

 次に、公園遊具補修事業の修繕料ですが、

平成２４年９８９万８，５９５円、平成２

５年９６９万５，６７５円、平成２６年９

１３万５，５０４円となっていますが、単

純に私自身がすごくこの金額は高い気が

します。何を根拠にというのはないんです

けれども、遊具は壊れやすいのかなという

のが率直な意見です。件数も平成２４年６

１件、平成２５年８０件、平成２６年４５

件となっており、毎年１，０００万円ぐら

いのお金がかかっています。抜本的に何か

対策、対応はないものなのか、お教えいた

だければと思います。 

 次に、公園維持管理事業、平成２４年１

億２３６万７，９１３円、平成２５年１億

１，３４８万８，６２０円、平成２６年１

億１，５２７万３，４１２円と、これも増

加しています。増加の要因、修繕料は１，

９３６万５，２１９円で１０１件となって
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います。これは事務報告書のほうにもあり

ましたけれども、この金額も遊具の補修と

同じで、金額がすごく大きく感じておりま

す。何の費用が一番かさむのか、いろいろ

な項目が出てますけれども、これに対して

も抜本的な具体的な対策はないのか。また、

公園遊具点検業務委託料１２７万３，３２

０円も支出しているんですけれども、この

２，０００万円近くかかるのも、１２７万

３，３２０円の支出して未然に予防しよう

としているにもかかわらずに２，０００万

円もかかるのは、何か未然に防止できない

のかなと思います。そこで、公園の修繕計

画はどうなっているのか、修繕順位とか基

準をどういう順位で公園を決めていくの

か、その辺の基準をお教えいただければと

思います。 

 また、次に公園管理委託料、公園等砂場

消毒清掃委託料、公園遊具点検業務委託料、

公園台帳作成委託料などいろいろ委託料

があります。それぞれ受託者がいるんです

けれども、単純な考えですけど、こういう

のを一つにまとめて発注することによっ

てスケールメリットなんかが得られない

のかなというところで、行政側の認識をお

教えいただきたいと思います。 

 次に、公園施設の砂場消毒清掃業務です

が、都市公園２５か所、ちびっこ広場４６

か所、計７１か所ですが、土木維持作業の

中で公園砂補充が平成２６年で１７件あ

ります。合わせると作業効率化ができるよ

うな気がするのですが、お考えをお教えい

ただきたいと思います。 

 次に、水景施設管理業務委託ですが、平

成２４年、平成２５年、平成２６年と直近

全て同じ業者が、また公園遊具点検業務委

託でも２４年、２５年、２６年同じ業者、

また都市公園等管理管理作業委託（剪定作

業）、これも２４年、２５年、２６年と７

業者一緒のようになっていると思います。

どういう基準で、どういう方法で受託者の

選考、入札があるのでしたら入札をしてい

るのかお教えいただきたいと思います。 

 次に、道路管理課なんですけれども、土

木維持作業事業の土木維持作業業務委託

料４，９９８万５，２８０円になっていま

す。これも３者あると思いますけれども、

これの発注及び選考基準を教えていただ

ければと思います。 

 また、この補修用材料費、機械器具費が

あります。これは維持業務とは別に直接合

材、例えば砕石、生コンなどを買っている

のか、そしてフィニッシャーとかローラー

でご自身でやっているのか、それか維持管

理業者に対して支給しているのか、相殺に

なるのか、その辺の内容をお教えていただ

ければと思います。 

 また、予算に対しても、平成２３年、２

４年、２５年は４，８００万円だったのに

対し、２６年度は若干ですが５，０００万

円と増えています。２６年度は何がどう違

っていたのかお教えいただければと思い

ます。 

 次に、道路補修工事を単体で発注するの

と、維持作業で出す違い。当然規模が大き

くなれば、例えば１，０００平米以上は単

体で出すとか、その辺の基準を加えて教え

ていただければと思います。 

 次に、道路交通課です。摂津市は他市に

先駆けて自転車安全利用倫理条例を制定

いたしました。そのことによる変化として、

自転車交通行政としての金額のめり張り

やら配分の変化、そういうのがあればどう

いうところに重点を置いてるとか、こうい

うところが減ったとかいうのがあれば教

えていただければと思います。 
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 次に、公共交通整備事業で近鉄バスＩＣ

カードシステム導入補助金、京阪バスロケ

ーションシステム導入補助金について、内

容を詳しくどういうものなのか教えてい

ただき、もしこれを導入することによって

市民はどういうふうに利便性だとか、幸せ

度がアップしたのか、そういう利便性向上

についてあればお教えいただきたいと思

います。 

 次に、全般なんですけれども、私も自転

車行政について関心を持って、いろいろ一

般質問を何回かさせていただきましたが、

今回の道路交通課としての何かポイント

があれば簡単で結構ですので教えていた

だければと思います。 

 次に、都市計画課です。阪急正雀駅前地

区整備支援事業で、前年度より、細かいで

すけど報償金が６万円カットされていま

すが、どうしてなのか教えていただきたい

と思います。 

 また、この事業が中期財政見通しの中で、

正雀駅前道路が概算で４億４，３００万円

となっています。このような中期財政見通

しに出ている都市計画で市民の方々の意

見というのはどういう形で取り入れられ

ていくものなのか、その辺を教えていただ

ければと思います。 

 あと、都市景観事業２５万６，８９５円

となっていますが、先ほど市民団体に助成

していると説明がありましたけれども、こ

の目的と意義をお教え願います。 

 また、大規模建築物等の建築行為届出件

数ですが、平成２４年２０件、平成２５年

２９件、平成２６年２８件となっています。

これは自分の感覚ですが、一概に言えませ

んが、魅力あるまちづくりをしていくと増

えていくものではないかと思うんです。比

例すると思うんです。その辺のお考え、認

識をお教えていただければと思います。 

 次に、都市計画審議会事業、都市計画マ

スタープラン策定事業は、都市計画の中で

も最重要事項をやることだと考えます。摂

津市全体の５年、１０年、２０年後のグラ

ウンドデザインを考える重要なものだと

思い、最もこの事業が大事だと思っており

ます。摂津市の魅力や市民に夢を与えるこ

とのできる唯一の部署と考えますが、どの

ようなお考えなのかお教えいただきたい

と思います。平成２６年度の活用内容と今

後の取り組みをお教えいただければと思

います。 

 阪急京都線連続立体交差事業は委託料

が発生しています。中期財政見通しの中で

９０億３，４００万円となっており、連続

立体交差事業の負担金が平成２５年。 

○野原修委員長 中川委員、これは駅特で

の所管になります。 

○中川嘉彦委員 失礼しました。これは省

かせていただきます。 

 以上です。よろしくお願いします。 

○野原修委員長 暫時休憩します。 

（午前１０時４３分 休憩） 

（午前１０時４４分 再開） 

○野原修委員長 再開します。 

 竹下課長。 

○竹下公園みどり課長 中川委員の公園

みどり課に関係しますご質問に答弁いた

します。 

 まず、一つ目の緑の基本計画の２６年度

の実績の件ですが、緑の基本計画につきま

しては、平成２６年３月に改定しておりま

す。鶴野苗圃を拠点としまして実践教室な

ど人材育成を主要事業としながら、各地域

の都市公園に苗圃を整備し、地元自治会が

種から苗を育て、周辺に花壇活動が展開し、

地域緑化が広がる取り組みを進めており
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ます。具体的な場所ですが、別府公園で実

践教室、いわゆる人材育成を図っておりま

して、園芸教室を２６年度は５回開いてお

ります。その中で地域の自治会さんと取り

組みながら協働で花壇の造成管理を行っ

ているところでございます。 

 二つ目の緑化推進事業の件ですが、これ

につきましては春と秋に誕生記念植樹祭

を開催しております関係経費を計上させ

てもらっております。 

 それから花壇等の維持管理充実事業、花

いっぱい活動助成事業と、花とみどりの相

談所運営事業の中身の件ですが、花壇等の

充実事業につきましては、直営で管理して

おります花壇の運営費用を計上させても

らっています。 

 花いっぱい活動助成事業につきまして

は、花壇活動に励まれておられる市民団体

さんに対して、花の苗であったりとか肥料

等を助成させてもらっております。 

 それから、花とみどりの相談所の活動で

ございますが、花とみどりの相談所でござ

いますので、いわゆるみどりに関係する相

談を順次受け付けております。ちなみに２

６年度の相談件数につきましては１１７

件でございます。 

 それから、年２３回にかけて実践教室を

市民公募の中で開いております。執行率に

つきましては、原材料というのは、そのと

きそのときに使われる量は変わってきま

すので、今年度は執行率が７４．１％だっ

たということでございます。 

 それと、公園の修繕で遊具の修繕費が高

いのではないかというお話ですが、これは

年１回専門業者のほうに点検委託業務を

発注しておりまして、その評価の中でＡか

らＤまでのランクをつけているのですが、

Ｄランクというのが非常に危ない遊具で

あるという判定が、２６年度でいいますと

３１件ございました。その３１件の修繕と

並びにＤランクの下にあるＣランクの遊

具が翌年になればＤランクになるかもわ

からないということもありますので、そう

いう予防も兼ねて幾つかの遊具について

修繕をいたしております。ですので、専門

業者を入れた形で点検業務をした上で修

繕を行っているという状況でございます。 

 それと、公園の維持管理事業の増加要因

につきましては、遊具外の施設の修繕でご

ざいまして、これにつきましては専門業者

のほうでは行っておりませんが、パトロー

ル業務の中で点検を行って、箇所が発見さ

れたところにつきまして、もちろん危ない

ところですね、例えばフェンスがもう倒れ

そうであるとか、休憩施設が非常に根本か

ら折れそうであるとか、そういう緊急性の

高いものから順番に対処していっている

状況でございます。まだまだこれから公園

自体の年数が２０年から３０年経過して

いる公園がございますので、我々としては

今後増えていくものと考えております。 

 それから、公園管理委託料でございます

が、これはさまざまな委託発注をしている

と。いわゆるスケールメリットを働かせて

一括発注をしてはどうかという委員のご

提案でございますが、この公園管理委託料

の中ではさまざまな業種がございまして、

例えば日常清掃でありますとシルバーさ

んで管理、日常清掃、トイレ等を管理して

いただいているというところと、あと例え

ば公園の樹木であれば、これはシルバーさ

んではなかなか対応ができないので専門

業者のほうに発注しております。この発注

の方法も、いわゆる市内の入札の指名業者

７者でございまして、各地域で造園の経験、

実績があるというところから見積り依頼
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をかけまして、単価契約を締結していると

いうところでございます。 

 それから、水景施設の委託業者が過去か

ら同じ業者が落札しているというところ

でございますが、これにつきましても我々

は見積り等々を、関係業者のほうから徴取

して、それを類推しながら設計書を作成し、

発注しているものでございます。同じ業者

が取っているというのは、これは実際に入

札をかけておりますので、いわゆるこの業

者の努力の部分というのが大きくあるの

かなというふうには思っております。 

 それから、砂場の消毒でございますが、

これは原材料との関係のことをおっしゃ

っていたのかなと思うのですが、砂場の消

毒につきましてはシルバー人材センター

で委託をしておりまして、いわゆる２か月

に１度、砂場の砂を撹拌して消毒している

ものでございます。砂場の補充につきまし

ては、砂ですから蒸発するわけではないん

ですが、割と砂場の砂がなくなっていると

いうことで、地元の自治会さんから砂場の

補充をお願いしたいと要望を受けており、

そういうときには道路管理課の維持係の

ほうにお願いしまして、砂場の補充をやっ

ているというところでございます。以上で

す。 

○野原修委員長 山本次長。 

○山本土木下水道部次長 それでは、中川

委員さんの質問にお答えさせていただき

ます。 

 土木維持作業業務委託料、平成２６年度

は４，９９８万５，２８０円となっている

ところの選定の経過ということでござい

ますけれども、この業務につきましては市

内の全般の主に公共的に使用している施

設の維持管理作業のために、トラック１台

と運転手、作業員１名もしくは２名という

組み合わせによりまして、入札により単価

契約をいたしております。その単価契約を

した組み合わせの部分で発注をいたして

おります。 

 それと、補修用材料費ということでござ

いますけれども、今申し上げました維持作

業の業務委託料は人と車の組み合わせだ

けなものですから、実際に行う作業につき

ましてコンクリートだとかアスファルト

だとか砂だとか、そういうものをうちのほ

うで用意してということで原材料として

入れてございます。平成２３年、２４年、

２５年と４，８００万円が上がってきた経

過ということですけれども、平成２５年に

４，８００万円いただいておったんですけ

れども、２５年には労務単価にかなり急激

な上昇がございました。それで、その年は

その単価の中でやりくりはしたんですけ

れども、１件当たりの単価契約をした価格

が上がりましたので、今までしてきた作業

分ができないということで２６年度２０

０万円の増額をいただいて５，０００万円、

今年度につきましてはさらにまた増額を

いただいて５，４５０万円という中で作業

を進めさせていただいているところでご

ざいます。 

 それと、道路維持作業と道路補修の違い

はということでございますけれども、維持

作業といいますのは舗装だとかそういう

ものも小規模なものはいたしますけれど

も、舗装以外に残土の回収でありますとか

清掃でありますとか、そういう作業もいろ

いろさせていただいております。道路補修

工事につきましては、全体に年度当初に路

線を決めまして工事発注をするという形

で、平成２６年度につきましては１９の路

線で１億１，２８１万７，８８０円という

形の中で進めさせていただいているもの
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でございます。以上でございます。 

○野原修委員長 永田課長。 

○永田道路交通課長 それでは、中川委員

のまず１点目の自転車に対する道路交通

課のほうで金額的なめり張り、重点的な項

目等についてのご質問にお答えさせてい

ただきます。 

 ２６年度においては、予算的に自転車対

策についての費用を重点的に増額してい

るという内容はございませんが、交通安全

啓発においてハード面、ソフト面があるん

ですけれども、ソフト面の中で交通安全啓

発について教室を開いたり、事務報告書に

も載せさせていただいてます小学校１０

の校区に対して３年生を対象とした交通

安全教室、それと教育委員会と連携をしま

した中学校を対象にしたスケアードスト

レートの技法による自転車に対する交通

安全対策、そういったものをさせていただ

いております。 

 それから、２点目の近鉄バスのＩＣカー

ド、京阪バスロケーションシステムの内容

についてでございますが、まず京阪バスに

つきましては民間の路線バスになります。

近鉄バスにつきましても路線バスもある

んですけれども、市が補助してます循環バ

ス、これも一部対象になっております。そ

の中でこの補助金につきましては、各バス

会社が、近鉄バスにつきましてはＩＣカー

ド、京阪バスに関してはロケーションシス

テムという内容になるのですが、この補助

金を市のほうから出させていただいてい

ます。この補助金につきましては、国土交

通省が定める地域公共交通確保維持改善

事業費補助金の適用を受けたことを条件

として、本市が補助金交付規程に基づいて

交付しております。金額の算定につきまし

ては、補助に伴う総額に対して国が３分の

１、残りにつきましては各営業所のバス台

数に応じて導入負担額を算出されており

ます。その中で大阪府下の市町村へは１０

分の１が補助金となっておりまして、本市

における営業所の全延長に対する市内の

運行距離の割合案分に対して補助金を出

しております。これによりまして、近鉄バ

スにつきましては６２万６，０００円、そ

れと京阪バスにつきましては３万２，００

０円で補助金を算出しております。 

 ＩＣカード及びバスロケーションシス

テムについてでございますが、バスロケー

ションシステムというのは、バスそれぞれ

に現在の位置情報を利用する方々へ開示

すると。その情報を皆さんが持っておられ

るスマートフォンとか端末機からリアル

タイムのバスの運行状況がわかるという

ことで、バス停留所における待ち時間の短

縮が図れるという利便性がありまして、利

用者にとってもバス停での長期な待ち時

間というのが短縮し利便性が図れるもの

なのかなと考えております。やっぱりバス

というのは自動車の交通渋滞に影響しま

すので、こういったロケーションシステム

というのは、バスを利用する人の増加にも

つながる対策の一環と思っております。 

 それと、近鉄バスのＩＣカードにつきま

しては、ＩＣチップの入ったカードを機械

に当てることによって乗降のスムーズ化

が図れるということで、バスの停車時間が

短く済み、市内の交通渋滞の緩和にも一つ

つながるものなのかなと考えておりまし

て、交通政策としてもこの補助金２件に対

しては補助させていただいている内容で

ございます。 

 それから、自転車行政のポイントについ

てのご質問に対してお答えさせていただ

きます。 
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 まず、自転車行政になりますと、自転車

の走行レーンが一つの観点かなと思うん

ですが、まず自転車走行レーン、空間につ

きましては、警察、公安委員会が指定する

法定表示、それと道路管理者のほうが表示

する法定外表示、この２パターンがありま

す。今現在、市内の自転車に対しては、歩

道を自転車通行可とする警察、公安委員会

のほうが指定してる歩道が府道なり市の

幹線、準幹線でほぼ通行可というような指

定はしております。 

 今、自転車は車両扱いということで、車

道を走りなさいというような法になって

きております。警察のほうに確認しました

ところ、法定的な車道での自転車レーンの

整備というのは、今現在は計画はないとい

うことであります。 

 となれば、市、行政、道路管理者のほう

がどういった対策をしていくかとなるん

ですが、表示に関しては警察も協議が必要

になってきます。 

 自転車を車道を走らせるということに

対して、やはり危険な空間を走らせるとい

うことになりますので、私どもも慎重に考

えてるところであります。 

 まず、市内の駅周辺等がやっぱり自転車

がよく走ってきますので、そこらあたりを

一つの整備計画に挙げたいなと思ってい

るんですが、市内の駅周辺はまだ道路の幅

員等、都市計画も未完成な部分もあります。

道路幅員も自転車レーンをとれるほどの

幅員はございません。 

 そういった中で、今後、できるところを

具体化して、警察と協議しまして、自転車

対策、これに努めてまいりたいと考えてお

ります。 

 それと、正雀駅前の中期財政計画につい

てでございますが、平成１８年ごろから事

業計画を立てまして、測量、設計、用地買

収等を行いまして、今現在、事業延長１６

５メートルのうちの約５０％を用地確保

させていただきました。地権者のご協力を

いただいて、用地買収は５０％できており

ます。 

 そこについて、平成２６年度は暫定的な

歩道整備ということで、府営住宅から正雀

南自転車駐輪場のところまでの約５０メ

ートルを暫定歩道とさせていただいてお

ります。 

 今後は、残り５０％について進めてまい

りたく中期財政にも見込んではいるんで

すが、何分、権利関係、特に残り５０％の

用地に関しては、国有地の水路敷きという

のが公図上、残っておりまして、土地の用

地確定測量というのがまだできていない

状況です。その作業を進めるに当たりまし

ては、地権者の協力がなければできません。

ただ、地権者の中には相続登記が長年され

てないところがありまして、権利関係が複

数になって、相続関係人が多くあります。

そこの中でまず代表者を立てていただい

て用地測量をはかっていきたいと考えて

いるんですけども、それも今、交渉中でご

ざいます。 

 ですので、中期財政の計画としては、若

干、先延ばしになる可能性がありますけれ

ども、引き続いて全体の事業が完成するこ

とを努力して取り組んでいきたいと考え

ております。 

 以上です。 

○野原修委員長 江草課長。 

○江草都市計画課長 中川委員の都市計

画課にかかるご質問にお答えさせていた

だきます。 

 まず、景観形成活動助成金につきまして

は、市民の皆様に景観に関心を持っていた
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だくきっかけを持っていただくという目

的があると考えております。 

 この目的を達して成果としては、いろい

ろ景観に関して考えていただくという形

が市民さんに浸透してまいっているのか

なと考えているところでございます。 

 この景観活動につきまして、今後の展開

についていろいろ検討してまいる時期に

来ていると考えているところでございま

す。 

 次に、大規模建築物の届出につきまして

でございますけど、大規模建築物は、現在、

全市におきまして一定の規模、高さとか、

建築の面積とか、それに該当するものに届

け出をいただいて、その建物を建てるとき

に、建物の色彩とか、緑化の配置とかにつ

いてのアドバイスについてアドバイザー

委員会等を実施して、建築者に助言をして

いるという状況で、大体３０件弱で推移し

ている状況で、今後、大きな開発等も吹田

操車場跡地等で出てきますし、最近ですと

鳥飼の区画整理事業の大きな区域内での

建て替え工事等も発生してますので、大規

模に限っては景観上、周囲に色彩、とっぴ

な色とかがありましたら影響が及びます

ので、その辺を中心に助言してまいりたい

と考えております。 

 吹田操車場跡地につきましては、今後、

景観についてはより強い誘導をしていく

ために、南千里丘と同じように、景観形成

地区という形で、景観についての基準を策

定してまいりたいと考えているところで

ございます。 

 都市計画マスタープランにつきまして

は、平成２４年、２５年、２６年の３か年

かけまして、平成２６年に都市計画マスタ

ープランを改定したところでございます。 

 都市計画マスタープランは、長期の摂津

のまちづくりを考える計画でございます

ので、平成２６年は、マスタープランを策

定して、初年度になりますので、マスター

プランで定めたまちづくりの方向性がず

れてないかというのを監視してまいりま

して、ある程度、蓄積できたところで、マ

スタープランの中でも示しているとおり、

中間、５年目程度を考えておりますけど、

それまでに蓄積した方向性を検証しまし

て、マスタープランの方向性が間違ってな

いかというのをまた検討して、まちづくり、

方向性を見誤らないような形で監視、誘導

してまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○野原修委員長 中川委員。 

○中川嘉彦委員 お答えいただきまして

ありがとうございます。 

 大体、１回目で済むように考えてたんで

すけれども、何点か自分の考えと、また質

問させていただければと思います。 

 まず、公園みどり課のほうで、私、この

間、一般質問させていただいて、緑がやっ

ぱり必要というふうに子どものころから

思ってて、この間の切り口としては建蔽率、

容積率というか、そういうような建築申請

の届け出のときに何とか義務的にできな

いかというふうに考えて質問させていた

だきました。 

 今回、花壇等の維持管理充実事業とか、

目に見えるところで花を植えて、市民の

方々も増えて、お金をつければいろんなと

ころに花壇を設置してというわかりやす

い事業だと思います。 

 こういう事業も大切だと思うんですけ

れども、全体的な大きな緑。ただ花を植え

るだけとかという意味じゃなくて、もうち

ょっと大きく、これだけじゃなく、違うほ

うにも傾注して考えていっていただけれ
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ばなと思います。 

 次に、花いっぱい活動の助成金、こうい

うふうに肥料、土、花、それをそれぞれに

助成してるというふうに言われましたけ

れども、それでしたら市が一括して購入し

て貸与するというほうが効率がいいとか、

経済的に経費分、安くなるんじゃないかな

というふうに単純に思うんですけど、その

辺はどうお考えなのか、簡単でいいので、

教えていただければと思います。 

 公園の補修事業ですが、ＡランクからＤ

ランク、危ないのが３１件、いろいろ順位

の中でやってますというふうにお話しい

ただきましたけれども、もともと経年劣化

とかいろいろあるんですけども、遊具の品

質保証というのはどういうものなのか、も

うちょっと詳しく。例えば、滑り台だった

ら２０年なのか、３０年なのか。どの程度

までメーカーが保証するのか。簡単に壊れ

るとは思いませんけれども、子どもが使う

用具ですから、十分安全の配慮の中でいろ

んな基準の安全審査をクリアしてきてる

製品が公園にあるとは思うんですけど、余

りにもそういうふうな遊具が壊れるとい

うのは、使い方とかもあるんでしょうけれ

ども、その辺の考え方をもうちょっとだけ

教えていただければと思います。 

 あと、砂場の消毒業務なんですけれども、

件数で割れば、単純にいって１回当たり３

万２，８００円ぐらいになると思うんです

よね。これは抗菌剤を入れてシルバーの方

が撹拌するよりは、それぐらいの金額があ

れば土木維持作業で砂を運搬してきたと

きに、砂ごと入れ替えられないかなと単純

にそう思ったんですけども、そういうこと

ができないでしょうか。そっちのほうが衛

生的だと思うんですけれども、教えていた

だけますでしょうか、もう一度。 

 あと、いろんな委託契約で業者が一緒と

いう部分はありましたけれども、当然、地

元の都合というのか、業者の数だとか、そ

ういうランクづけのこととかいろいろあ

るとは思いますけれども、一番は市民の有

益性が担保できるような形で進めていっ

ていただければと思います。 

 あと、予算で道路管理課ですけれども、

土木維持作業業務費用が２００万円上が

ったとのことで労務単価が今、上昇したと

いうふうな答弁があったと思います。入札

でもいろいろ労務単価の違い、実勢単価と

の違い、そういうので公共工事が民間にし

たらおいしくないとかというふうな意味

合いがあるのかもわからないです。結構、

不調が続いてるというふうなことが今、言

われてると思います。ちなみに、普通土木

作業員、ガードマン、平成２５年、２６年

で、例えば労務単価とかそういうのが積算

で数字があると思いますけど、幾らで、大

体どれぐらいの上昇率だったのか、教えて

いただけますでしょうか。 

 次に、道路交通課、公共交通整備事業、

内容はわかりました。鳥飼地域、鳥飼上、

中、そういうところの方々にはやっぱり公

共交通の鉄軌道が充実してない分、バスと

いうのがすごい生命線になります。そうい

うふうに位置情報とかがすぐわかって、待

ってる時間が短いとかというのは本当に

いいことだと思います。ですので、もう少

し公共交通事業、この辺に力を入れて、当

然、今もご努力されてるのはわかるんです

けれども、バス事業、市民の利便性向上に

努めていただければと思います。要望です。 

 あと、自転車行政について、いろんな形

で今、ご答弁いただきましたけれども、自

転車行政、自転車も一つ間違えれば、すご

い大惨事、凶器にもなります。ぜひ自動車



- 17 - 

 

のレーンの明示化、カラー化とか、そうい

うふうにしっかりと取り組みをしていた

だければと思います。 

 あと、都市計画課のほうなんですけれど

も、これは自分の理想というか、思いなん

ですけど、都市計画審議会、都市計画マス

タープラン、これは摂津市の将来というん

ですか、を決める大事なところだと思って

います。その中で２０年、３０年後の摂津

市というので、何か模型とかはできないん

ですか。イメージでほわっと。そういうの

があればわかりやすいなと。そういうのに

もお金とかがかかりますけれども、何が言

いたいかといったら、こういうためには、

こういうふうなものをしなければいけな

い、こういうふうな動きをしなければいけ

ないと思ってることと、そういうまちづく

りが一致できるような形になればいいな

ということで、都市計画の部署がもっと市

の中で全面的に前に出ていけるようなそ

ういうふうな部署であっていただきたい

と思います。要望です。 

 あと、土木維持作業のところで、土木維

持作業だけは発注の仕方が前期、後期とい

うふうに１年を通じて、業者さんの絡みも

あるのかもわからないですけど、分かれて

いるんですけど、前期、後期で分かれてい

る根拠とメリットを教えていただければ

と思います。 

 あとは、阪急正雀の駅前のことなんです

けれども、阪急正雀駅前は都市計画のそう

いうふうな絵だとか何もないところだと

いうふうにお聞きしてます。近くにはこれ

から吹田操車場跡地の開発が広がってい

きます。その中で正雀も、取り残されると

いうわけじゃないですけれども、千里丘地

区と比較するとかというわけじゃなく、操

車場跡地と一体になって、一つのまちなん

だということがもうちょっとわかりやす

く何かできるようなこと、対策とかそうい

うのが何かないのか、その辺、簡単で結構

ですので、難しいとは思いますけど、教え

ていただければと思います。 

 以上です。 

○野原修委員長 暫時休憩します。 

（午前１１時１８分 休憩） 

（午前１１時１９分 再開） 

○野原修委員長 再開します。 

 答弁を求めます。 

 竹下課長。 

○竹下公園みどり課長 中川委員さんの

２回目のご質問に対してお答えいたしま

す。 

 まず、１点目なんですが、花壇維持充実

事業と、それから花いっぱい活動事業、こ

の原材料を一括で発注してはどうかとい

うご提案だったかと思います。 

 これにつきましては、花壇等維持管理充

実事業は、いわゆる直営花壇でございまし

て、定期的に四季折々の花を直営の花壇に

植栽しているということです。 

 ですから、花いっぱい活動は市民団体さ

んがされますので、その申請があるたびご

とに我々が原材料を発注しているという

ことでございますので、なかなか一括した

発注は難しいのかなというふうに考えて

おります。 

 それから、公園の補修につきまして、遊

具の件、品質保証はございます。また、耐

用年数なんですが、いわゆる鉄部材、鋼製

部材については１５年、木製遊具について

は１０年を目安にしております。 

 これにつきましては、先ほど専門家によ

る点検と申し上げました。この専門家はど

ういう基準でもって点検をしているかと

いいますと、平成１８年に国が基準を定め
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ているんですが、それに基づいた形で点検

を行っておりまして、そこで瑕疵が発見さ

れた場合については、先ほどランクを申し

上げたとおりでございますので、修繕が必

要となる、危険遊具という形で判定されま

すので、対処いたしているところでござい

ます。 

 最後に砂場消毒と、維持係が砂場の補充

をするのと、砂場を補充したほうがきれい

なのではないかというお話であったかと

思いますが、砂場の補充につきましては、

先ほど申し上げましたように、定期的な砂

場の補充はいたしておりません。いわゆる

パトロールであったりとか、市民からの要

望であったりとかをお聞きした中で、砂場

の量が少なければ維持係のほうにお願い

して補充してもらっていると。 

 一方、砂場の消毒につきましては、先ほ

どもご答弁申し上げましたが、いわゆる定

期的な消毒をやっていると。２か月に１度

の消毒をやっているということでござい

ますので、確かに新しい砂を入れるときれ

いかと思います。ただ、全ての砂場にそん

だけ分だけの砂を補充するというのは、非

常に難しいかなというふうに考えており

ます。 

 以上です。 

○野原修委員長 山本次長。 

○山本土木下水道部次長 それでは、中川

委員さんの２回目の質問にお答えさせて

いただきます。 

 土木維持作業の単価上昇の話でござい

ますけれども、平成２５年度当初に設計を

行いまして、その中で単価契約はいたして

おります。その当時で、最初に契約したん

ですけれども、すぐに単価の急上昇がある

ということで是正をしなさいという通達

が回ってまいりました。そこで約１割程度

の単価の上昇が見られましたので変更契

約をいたしまして、当時でいきますと、組

み合わせにもよるんですけれども、１班で

１万円程度上がってしまったというよう

な状況がございましたので、次年度、平成

２６年度、２００万円を要求したものでご

ざいます。 

 また、前期、後期のメリットでございま

すけれども、そういう単価の上昇だとか、

価格変動にも対応することもできますし、

市内業者さん、前期、後期に分けることに

よって、機会を均等に分けることもできる

のかなというふうに思っているところで

ございます。 

 以上でございます。 

○野原修委員長 

 弘委員。 

○弘豊委員 おはようございます。 

 それでは、続けて質問のほうをさせてい

ただきたいと思います。 

 ２０１４年度の決算ということで、昨年

度、１年間、振り返ってみたんですけれど

も、大きくは消費税が５％から８％へそう

いったこともありましたし、そういった中

でさまざまな事業を、これまでと同じよう

な予算枠で執行していこうと思えば、やれ

ることが減っていくとかというようなこ

とになってはいないのかなというふうな

心配も一定持ったりしていたところであ

ります。 

 いろいろと聞いていきたいところもあ

るんですけれども、中身を絞ってきょうは

聞いておきたいと思います。 

 最初に、都市計画課にかかわっては、決

算概要では１２０ページのところ、ＪＲ西

口エレベーター設置事業で４，２４２万７，

６００円。ようやく長年、多くの市民の方

が要望していたエレベーターがＪＲのと
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ころについたということで、そのことに対

して喜んでおられる市民さんの声も聞い

ております。 

 今回、ＪＲとのさまざまな交渉や、やり

とりを通じて実現ということになったの

ですけれども、振り返ってこの事業につい

て担当課の思いというか、そんなんを聞か

せておいていただけたらと思っておりま

す。 

 続いて、公園みどり課にかかわる部分で、

先ほど中川委員のほうからも少し指摘が

ありましたけれども、公園維持管理事業の

うち水景施設管理業務委託なんですけれ

ども、例年、同じ業者さんに発注になって

るということで、業者さんの努力でそうな

ってるのかなということもおっしゃられ

ましたが、例年は４００万円台で、推移し

てたと思うんですけれども、ことしに限っ

ては、事務報告書を見ると、５５４万４０

０円ですか、ということで挙がってます。

境川のせせらぎ緑道や、また鶴野の駅前の

公園、あとせんだん公園やしば公園という

ようなところでの４か所での水景施設と

いうことかと思うんですけれども、何かこ

の委託料が上がるようなそういう要素が

昨年度あったのかなということを、確認の

ため、聞かせておいてもらいたいと思いま

す。 

 あと、同じ公園維持管理事業なんですけ

れども、ちびっこ広場の箇所数が前年の９

５か所から９７か所に増えてるのかなと

いうことですけども、どこで増えたのか、

確認で聞かせてください。 

 次に、建築課にかかわる部分ですが、決

算概要では１２０ページ、震災対策推進事

業で今回は４７０万１，０００円というこ

とです。なかなか耐震診断や補強工事や助

成金の執行額というか、件数についての伸

びが大きくはこの年度も増えてないとい

うことなんですけれども、取り組みの中身

について一回、この際、聞いておきたいと

思います。 

 あと、道路管理課にかかわる部分では、

概要で１１６ページ、橋梁長寿命化修繕事

業ということで、３，９６４万８，９６０

円となっております。その中身で、事務報

告を見ておりましたら、委託料のところ、

橋梁定期点検業務の委託で、当初委託金額

から変更後の委託金額ということで、委託

料の欄、２段に分かれて書かれております。

また、同じように、修繕料でも、柳田橋耐

震補強工事、工事の概要では、橋脚巻立て

工ということになるんですか、これも当初

請負金額と変更後の請負金額ということ

で、どちらも１００万円から２００万円、

差があるんですけれども、当初の委託とそ

の後の変更というこの流れというか、そう

いうものについて、確認のため、聞いてお

きたいと思います。 

 続いて、道路交通課にかかわる部分です。

２０１４年度は自転車、自動車の駐車場の

管理を指定管理委託に切り替えが行われ

た年でした。とりわけフォルテ以外の駐輪

場、駐車場については、今回、公募で事業

者を選定して、民間業者に委託が決まった

ということでありましたけれども、そんな

中で指定管理の委託費、それから自転車や

自動車の駐車場の使用の状況、またもし市

民の皆さんからの声とかということで、こ

の変更にかかわって特徴的な声なんかが

挙がってるようでしたら、そういったこと

を聞いておきたいと思います。 

 あと、市内循環バス運行補助事業、先ほ

ど中川委員のほうから質問もありました

けれども、また公共施設巡回バスの運行事

業にもかかわってくる分かと思いますけ
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れども、やっぱり走らせるバスの利用の利

便性を向上させていくということで、さま

ざまこの間、取り組みがやられてるという

ふうに思います。先ほどあったＩＣカード

システムやロケーションシステムという

ことで、民間バス会社がこういうことを導

入して、これで利用の増加につながってい

ってるのかどうかということと、また循環

バスのほうでは年度末に正雀のほう、新し

く道路が府営住宅のほうに回り込んでと

いうことで、バス停の設置も行われており

ます。そういった中でのバスの利用状況の

変化がどうなのか。また、巡回バスについ

ても、ルートの変更をこの間、行われてき

たり、またバス停にベンチをつけてほしい

ということで、幾つかそういったことでの

改善もあったのかなというふうに認識し

ているんですが、そういった中での利用の

状態が今どうなのかということでお聞き

しておきたいと思います。 

 あと、もう１点、下水道業務課にかかわ

る分です。決算概要の１１２ページです。

公共下水道事業特別会計繰出事業という

ことで、２１億５，６００万円です。昨年

度から始まってる第５次行政改革実施計

画の中で、将来的にはこの繰り出しのうち

法定外の繰り出しはやめるということも

計画に挙がってて、検討がされていってる

のかなというふうに思うんですけれども、

２１億５，６００万円の中で法定外と、い

わゆる法定の繰り出し、そこの内訳、どう

いった金額になるのかお聞かせ願いたい

と思います。 

 以上、お願いいたします。 

○野原修委員長 答弁を求めます。 

 江草課長。 

○江草都市計画課長 弘委員の千里丘西

口エレベーターのご質問にお答えさせて

いただきます。 

 千里丘西口のエレベーターにつきまし

ては、長年の懸案でありまして、西口につ

きましてはエスカレーターしかない状態

が長きにわたって続いておりました。エレ

ベーターにつきましては、大変場所が狭い

とか、鉄道に近接しているとかといういろ

いろな問題もございまして、ＪＲ西日本、

ＪＲ貨物との協議も多々行ったところで

ございます。 

 私につきましては、平成２６年度の最後

の工事の部分だけですけど、それまでの都

市計画課の担当、全て大変苦労してまいっ

たところでございます。 

 工事につきましては、近接工事で工事の

期間が長期にわたりまして、開業につきま

しては昨年の１２月２７日、仕事納め後と

いうことになりましたけど、今現状、供用

開始した後を見させていただきますと、お

年寄りだけではなくて、乳母車を押されて

る若い世代とか、多くの方に使っていただ

いている状況がございまして、大変有意義

な事業だったと考えているところでござ

います。 

 以上です。 

○野原修委員長 竹下課長。 

○竹下公園みどり課長 弘委員さんの１

回目の公園みどり課に関係します質問に

対してお答え申し上げます。 

 まず、公園維持管理事業の水景施設業務

の委託の件でございますが、例年と比べて

増額になってるというお問いだったと思

います。 

 これにつきましては、先ほど道路管理の

ほうから答弁がありましたように、労務単

価の上昇でございます。労務単価が急激に

上昇したことによりまして、設計金額全体

が上がったものでございます。 
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 それから、消費税の引き上げも影響した

ところでありまして、その応分の金額分だ

け増額になったというところでございま

す。 

 それから、ちびっこ広場が２か所増えて

いると。具体的な場所についてはというお

問いだったと思いますが、前年度より一津

屋３丁目の大規模開発がございました。そ

れから、庄屋１丁目の大規模開発がござい

ました。この二つの開発で提供された公園

でございます。 

 以上です。 

○野原修委員長 寺田課長。 

○寺田建築課長 それでは、耐震化促進の

取り組みについて、弘委員さんの４点目の

質問にお答えいたします。 

 まず、耐震化促進の取り組みの内容につ

きましては、平成１８年に耐震改修促進法

の改正がなされております。それを受けま

して、全国の自治体のほうで耐震改修促進

計画を位置づけて、民間の住宅、建築物に

つきましても、公共施設と変わらず、耐震

化に取り組むことという位置づけを一定

なされております。 

 それを受けまして、本市におきましても

平成２０年３月に市の耐震改修促進計画

を定めているところでございます。 

 この目標といたしましては、平成２７年

度末、今年度末ではございますが、耐震化

率９０％を目標にしているところでござ

いますが、今現時点におきましては、なか

なか達成がしづらい、困難であるという認

識でございます。 

 民間の住宅に対しましては、耐震診断と

耐震改修に対しまして、一定、建物の所有

者等に対します改修の費用の一部を助成

するということで、補助の制度を耐震診断

に関しましては平成１９年度から、耐震改

修につきましては平成２０年度から補助

制度を構築いたし、目下、積極的に取り組

んでいるところでございます。 

 ただ、弘委員おっしゃるように、耐震診

断は受けてはいただけるが、耐震改修にな

かなかハードルが高いというところでご

ざいまして、平成２６年度におきましても、

平成２５年度に比べて比較的に少ないと

いう状況が確認されているところでござ

います。 

 要因といたしましては、やはり経済的な

要因。なおかつ、平成２６年度は、先ほど

おっしゃったとおり、消費税の増税、それ

から先ほどもありました労務費の上昇等、

あと資材単価の上昇も昨年度はございま

して、そういうところから耐震診断は受け

てはいただけるんですが、耐震改修につな

がらないという状況で、我々、事務を担当

しております建築課のほうといたしまし

ても、ジレンマに陥っているところでござ

います。 

 耐震化の必要性に気づいていただくた

めに、我々、大阪府さん並びにＮＰＯ法人

さんとも連携、協力いたしながら、市民啓

発の活動にも取り組んでおります。その中

で重点的に地区を選定いたしまして、市民

フォーラムということで開催もいたし、そ

の中で耐震の補助制度の説明も併せて実

施しながら、市民啓発活動のより一層の充

実に努めてまいりたいと。 

 併せて市の広報並びにホームページ

等々でも告知をいたすような形で取り組

んでいるところでございます。 

 今年度、平成２７年度から２８年度にか

けまして、耐震改修促進計画の見直し作業

にとりかかっているところでございます。

平成２７年度の作業といたしましては、そ

ういう既存の今までやってまいりました
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補助金等の施策について、一定、検証も図

りながら、平成２８年度には計画の見直し

を進めてまいりたいと考えております。 

 これに当たりましては、有識者の方にも

入っていただいた会議も設置をいたしな

がら、その中で検証作業を進めてまいりた

い。ただ、これは行政が一方的に推し進め

る施策ではございません。市民ないしは建

物をご所有されている方のご理解、ご協力

がないとなかなか進まない状況でもござ

いますので、今年度、建物の所有者向けに、

一定、耐震化の促進のための意向調査、意

識、どういうようなものを意識としてお持

ちなのかということもアンケートの取り

組みをさせていただきたいというふうに

考えております。 

 以上でございます。 

○野原修委員長 永田課長。 

○永田道路交通課長 それでは、弘委員の

まず指定管理に伴う、フォルテ以外に民間

業者が委託したモノレール、摂津市駅、千

里丘駅東の委託費、それと収入の状況につ

いてご答弁させていただきます。 

 まず、フォルテ以外の民間事業者による

指定管理者は、アマノマネジメントサービ

スが委託を請け負っておりまして、まずモ

ノレール自動車及び自転車の管理委託料

につきましては、３，９０３万７，６８０

円。前年度に比べて３０万ほど委託料は減

っております。摂津市駅及び千里丘駅東に

つきましては、１，８８０万円の管理委託

料で、前年よりも２３万ほど減額となって

おり、それぞれ経費の削減が図れた、消費

税がアップしたにもかかわらず、管理委託

料の軽減が図られたというような内容に

なっております。 

 また、収入につきましては、まずモノレ

ール自動車・自転車につきましては、自動

車が３８２万２，７５０円、自転車が３，

４９８万２，１００円。これは前年度に比

べて２２０万ほど減った状況です。 

 それと、摂津市駅自転車駐車場について

は１，１３８万５，８００円、それと千里

丘駅東については７４７万５，９００円。

これも昨年度に比べて、トータルで減少し

ております。 

 経費削減は民間の努力に努めてきたと

ころですけども、使用料につきましては利

用者次第なところもあります。また、モノ

レール南摂津の自転車に関しましては、周

辺の大型店舗が備えている駐輪場がある

んですが、そちらのほうに流れているよう

な傾向もございました。 

 また、昨年より減額になっているのは、

自動車駐車場、特に南摂津自動車駐車場に

関してなんですが、昨年は周辺の民間企業

の建て替えとかそういった業者、あるいは

摂津市の耐震工事、味生小学校の耐震工事

とか、その辺の業者の方々がお使いになら

れたということで、去年は今までよりも収

入が多かった。それに比べてことしはちょ

っと減ったというような状況です。 

 全体的に見ますと、収支バランスとして

はほぼ管理費と使用料についてはプラス

マイナスゼロ、若干、マイナスにはなって

おりますが、そのような状況になっており

ます。 

 また、市民の声につきましては、特にア

マノの職員に対して接遇態度が悪いとか

苦情とか要望とかそういった声は聞いて

おりません。 

 それと、循環バス、巡回バス補助、利便

性、それから正雀駅乗り入れ後の利用状況

等についてでございます。 

 まず、循環バスにつきましては、平成２

５年３月１８日に千里丘駅発着の基点と
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した運行ルートに変更しております。その

後、直接、千里丘からの乗り継ぎなしで乗

車できるということから、時間も短縮した

ことで、利用客が増加しているような状況

で、平成２４年から２５年に関しては、年

間１，５００人、利用客が増加しておりま

す。平成２５年から２６年に関しては、年

間５００人、さらに利用客が増加している

状況です。 

 １便当たりも、平成２４年度は２．８人

から、平成２５年度が３．４人、平成２６

年度については３．６人と、年々、増加し

ております。 

 また、平成２７年、ことし３月１６日か

ら十三高槻線正雀工区の側道の開放に併

せて、正雀駅前のデイハウスまで運行ルー

トを延伸したこと、それと朝・夕の時間帯、

１時間延長したことで、利用客が今現在さ

らに伸びている状況で、今年度の４月から

８月まで、同月の前年に比べて１，７００

人ほど利用客が増加し、前年比３０％ほど

伸びている状況であります。 

 １便当たりも、平成２６年度３．６人か

ら、今年度途中ではございますが５．４人

と増加しております。 

 また、巡回バスにつきましては、平成２

５年８月１日に鳥飼西スポーツ広場のほ

うにルートを延伸したことで、それによっ

て運行距離が長くなって、巡回バスは路線

バスを補完するバスとして、朝・夕除いた

時間帯で運行しているかげんで便数が４

便に減ってしまいました。その分、年間の

利用客は、平成２６年度においては減少し

ております。ただ、１便当たりは、平成２

４年度が６．２人、平成２５年度は６．４

人、それと平成２６年度については６．２

人とほぼ横ばい状態であります。同じく今

年度につきましては、徐々に回復傾向にあ

りまして、８月末現在では１便当たり７．

５人というような状況になっております。 

 それから、バス停のベンチについてでご

ざいますが、まず市内を走っている阪急バ

スと、巡回バスであるセッピィ号も含めて、

阪急バスのほう、あるいは循環バスである

近鉄バス、民間のバス事業者のほうへはバ

ス停のベンチについて要望をしておりま

す。その中で、まず巡回バスにつきまして

は、これは市のほうが委託している運行バ

スですので、平成２６年度は流用させてい

ただいて、新鳥飼体育館の前にそこの施設

を所管している部署と協議して話が整い

ましたので、新鳥飼公民館につきましては、

公道から施設までが若干、距離があります

ので、どうしても施設の中で待っていると

乗り遅れてしまうというような声もあり

ましたので、他の科目から流用させていた

だいて、公民館の前については１基、ベン

チを設置させていただきました。 

 それとはまた別で、阪急バス自身の路線

バスの運行経路において、これは平成２７

年度になるんですが、文化ホール前のとこ

ろで、歩道幅員がベンチを設置して残りの

幅員が規定以上の幅員がとれるというこ

とで、阪急バスのほうがベンチを新たに設

置した次第であります。 

 また、近鉄のほうにも循環バス、これは

府道等にバス停がありまして、かなり広い

幅員になってはいるんですけども、近鉄バ

スとしての回答はなかなかいい回答がも

らえなかったんですけども、今後もバス利

用者の休憩といいますか、待ち時間の利便

性といいますか、それを向上するのに近鉄

バスのほうにはさらにまた要望してまい

りたいと考えております。 

 以上です。 

○野原修委員長 山本次長。 
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○山本土木下水道部次長 それでは、弘委

員さんの１回目の質問にお答えさせてい

ただきます。 

 決算概要１１６ページの橋梁長寿命化

修繕事業３，９６４万８，９６０円のうち、

委託料と修繕料の変更増という内容であ

ったかと思いますけれども、橋梁点検業務

委託料につきましては、平成２５年に橋梁

長寿命化修繕計画を策定いたしておりま

すけれども、対象外である小規模な橋梁に

ついても、順次、点検が必要ではないかと

いうことで、平成２６年度に５年に１回の

定期点検が行えるようにということで予

算をいただきました。 

 ただ、その後、平成２６年に自治体に点

検を義務づけます道路の維持修繕に関す

る省令が制定されました。その後、７月１

日に施行されたんですけど、その内容は、

５年に一度の頻度で定期点検という内容

はあっておったんですけれども、点検要領

につきまして、近接目視という形で非常に

厳しい内容での点検をしなさいという内

容がうたってございました。そして、私ど

も、考えていた点検の内容でいきますと、

想定した３２橋ほどしたかったんですけ

れども、それだけ賄えることができなかっ

たと。設計時点では１５橋しか設計できま

せんでした。入札によりまして、入札、落

札減がございましたので、請負業者さんと

相談の結果、倍というまでにはいきません

でしたけれども、次年度以降の負担を少し

でも減らしたいということで、２２橋に増

やさせていただいて、行ったものでござい

ます。 

 修繕工事、柳田橋の耐震化なんですけれ

ども、これにつきましては橋脚の耐震補強

をいたします。ただ、高水敷にございまし

たので、実際、掘ってみて橋脚の内容も確

認いたしながら補強するんですけれども、

想定と資料から見るのと若干、形状が変わ

ってたと。その中での補強の量が若干変わ

ったと。埋戻しだとか、土量が若干変わっ

たというのと、あと一番大きいのが、当時、

影響部分だけの、高水敷、ジョギングロー

ドの舗装復旧をするつもりでいたんです

けれども、最終年度、今年度ですけれども、

両方終わればジョギングロードの舗装も

復旧しようというふうに考えていたとこ

ろでございますけれども、平成２７年度に

影響のない範囲で先に補修しておくほう

がジョギングロード利用者のためにもい

いですし、危険がないようにという形で舗

装復旧を大きく増やしたということでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○野原修委員長 野村参事。 

○野村土木下水道部参事 それでは、下水

道業務課にかかわりますご質問にお答え

させていただきます。 

 公共下水道特別会計への繰出金、２１億

５，６００万円の内訳というお問いでござ

いました。内訳といたしまして、基準内に

かかわる部分が１７億５，０１７万２，０

００円、そして基準外の部分が４億５８２

万８，０００円となっております。 

 以上です。 

○野原修委員長 暫時休憩します。 

（午前１１時５５分 休憩） 

（午後 ０時５８分 再開） 

○野原修委員長 再開します。 

 弘委員。 

○弘豊委員 午前中に引き続き、２回目の

質問をさせていただきます。 

 最初に質問しましたＪＲ千里丘駅西口

エレベーターの設置にかかわってですけ

れども、これは、今ご説明もありましたよ
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うに、大変ご努力もいただいて、やはり市

民の皆さんにも本当に喜ばれている事業

だなあと思っています。 

 私、議員になる以前は、吹田市のほうで

障害者の施設で働いておりまして、そこで

直接担当していた肢体不自由の車椅子の

方が、これができるまではＪＲの茨木部分

の踏切を青葉丘のほうからずっとあれを

渡って来ていたということで、大変もう怖

い思いをして、電車利用していたというこ

とからしましたら、今回のことは本当に喜

ばしいですし、また引き続き、バリアフリ

ーのまちづくりという点では、ほかにもま

だまだ、そのエレベーターだけではなく、

段差であったりとか、また危険箇所であっ

たりとか、そういったものも今後解決して

いく、そういった方向の取っかかりになれ

ばと思っております。この点は結構です。 

 公園みどりの部分ですけれども、水景施

設の管理業務にかかわってですね、今回、

増税や労務単価の引き上げといった形で

増えているということでしたら、これまで

は大体４００万円前後でということで動

いていたのが、今後５００万円、６００万

円という形になっていくのかなと思われ

ます。 

 事業全体としては、公園維持管理事業と

いうことで１億１，５２７万円の中のとい

うことでありますけれども、その中で行っ

ているさまざまな事業が、一つ一つがこう

いった形で増えていくということになっ

たら、やっぱりこの枠の中でどれだけでき

るのかということにもなってしまいかね

ないですね。 

 今、行革で、もうここが頭打ち、その中

でやれることをやるみたいなことで、もし

考えていったら、さっき、ちびっこ広場で

も２か所増えましたということでありま

すけれども、そういったことに対応できな

くなってしまうんじゃないかと、そんな心

配を感じるわけです。 

 そういった点では、今後については、や

はり公園についてもそうですし、また、こ

の後の道路なんかについてもそうですし、

予算の増額ということがどうしても必要

になってくるのかなと思うんですけれど

も、そこらあたりのところ、また後のとこ

ろで部長からまとめて答弁いただけたら

と思うんですけれども、考え方についてお

聞かせください。 

 次に、建築課にかかわって、震災対策の

推進事業についてお聞きしました。前も、

この促進計画で国が示しているところに

よると９０％、到底、ちょっと実態とはそ

ぐわないような数字なんですけれども、今

後、その計画を見直ししてというふうなこ

とでの取り組みなんですけれども、この議

論のやりとりしていて、私自身もそうです

けれども、なかなか展望が見えないという

ような、状況であります。 

 そういった点では、やっぱり国に対して

も今の自治体の実態、また、その中から見

えてくること、いろんなことについて、や

っぱり現場の声を上げていくことという

のが大事なのかなというふうに思ってお

ります。 

 この平成２７年度に入ってからフォー

ラムをやられてということですよね。参加

された方の感想を聞いたら、とてもいい参

考になりましたということも言っておら

れましたけれども、その方が、じゃあ、耐

震補強に実際に取り組まれるのか、どうか

といったら、集合住宅に住まわれているか

ら、実際、その方、当事者は、こういった

対象ではないんですけれども、やっぱり多

くの市民の人に関心持って見てもらうと
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いうことも大事ですし、また、実際、その

耐震診断を受けて、問題あるなというのが

わかりながら工事にいけない、そういう人

たちに対する聞き取りというか、どういっ

たことが必要なのかなということ、今後継

続して取り組み進めていってもらえるよ

うに要望しておきたいと思います。 

 続いて、道路交通のほうですけれども、

自動車・自転車の駐車場・駐輪場にかかわ

ってです。 

 指定管理の新たなアマノさんとの契約

の中で、今の実態については把握しました。

ただ、実際、その担当課としての評価です

ね。市民の方からは特に声というふうなこ

とを聞いてませんよということ、答弁の中

でありましたけれども、これまで人を置い

てやっていたモノレールの下の駐車場な

んかでしたら、南摂津のところは、あそこ

は無人になったんですよね。そんな中で、

その機械の不具合とかで対応を業者のほ

うから走ってきてもらわないといけない

ような、そんなケースも年内には何度も起

きているというふうに思うんです。 

 また、例えば、そのモノレールの昨年度

ですね、火災が発生したことがありました

よね。南摂津のもうちょっと南側ですか。

ああいうのが駅のところで起きた際に、緊

急に対応しなあかんようなケースとかも

出てくることがあるんじゃないのかなと

いうふうに思うんです。そういった不安な

んかもやっぱりありますので、この間の状

況というのは、きちっと評価をしておいて

いただくことも大事かなと思っておりま

す。 

 それで、指定管理の今回の選定をする際

ですね、選定委員会開かれて、今回は公募

でということでやられました。この駐車

場・駐輪場にかかわっては、選定基準四つ

設けて、一つには、市民の平等な利用が確

保されていること。また、二つ目には、施

設の効用を最大限に発揮し、管理経費の縮

減が図られること。ここは今回やられてい

るのかなというふうにも聞きましたけれ

ども、三つ目には、事業計画に沿った管理

を安定して行う能力があること。四つ目に、

その他という項目で、地元雇用の機会拡大

であったり、類似施設の運営実績とかいう

ことで、そういった選定基準の中で今回、

ここのアマノさんが、一番点数が高かった

ということで受託されております。 

 そこのところがやっぱり年度終えて、毎

年、この指定管理者については事業報告を

出していただいて、それに対する評価です

ね、モニタリングも行っていくということ

が指定管理者の手引きなり指針なりにあ

ったかと思うんですが、そこらあたり踏ま

えて、この平成２６年度、ここの事業実績

をどう評価しているのかということを少

しコメントですね、いただきたいなと思っ

ております。 

 続いて、もう一点、道路交通にかかわっ

ては、バスにかかわる部分です。 

 先ほど、バスの利便性を向上させていく

ことで、利用者も増えていくんだというふ

うな、そういったことの数字が示されたの

かなと思っております。 

 また、利用者の声、やっぱりしっかり聞

き取って、そういうベンチが必要だ、そう

いうのがなかったら、なかなか利用したく

てもできないような実態があるというふ

うな、そういったこと、引き続き対応をし

ていっていただきたいと思っております

し、また、今のご答弁は、巡回バスと循環

バスのところで利用の実績ということを

お答えいただきましたが、民間のところで

すね。近鉄バスさんや京阪バスさんや、き
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ょうは、そこの実態まで要らないですけれ

ども、またそこでもやはり利用が増えてい

くような、そういう市としての支援なり役

割なり、果たせるように要望しておきたい

と思います。 

 また、ベンチの点では、新しくできた正

雀の府営住宅の周りですよね。十三高槻線

のあたりだったら、かなり幅員もあります

し、スペース的には可能なのかなと思いま

す。 

 また、府営住宅北側の部分などでの乗り

降り、結構、今回増えているんじゃないか

というふうに思うんです。駅から降りてこ

られてバス停で待って、それでバスに乗っ

ていくというふうな、そういうことでした

ら、あそこやっぱりそういう待ち受けにな

るスペースというふうなところが必要で

はないのかなというふうにも思います。 

 今だったら、あそこはデイハウスました

があって、ちょっと花壇のところに腰かけ

たりとかするようなことができたりもす

るのかなと思いますけれども、今後、あそ

この場所がどういうふうな形になるのか

なということも、これは今後のことになり

ますけれども、あそこの点でも、そういっ

た利用者の利便の向上というふうなこと

で、ベンチの設置も検討していただけたら

というふうに、これも要望しておきます。 

 道路管理にかかわってです。 

 橋梁長寿命化修繕事業のことをお聞き

しました。ご答弁の中で、それぞれの委託

料や修繕料や、当初の見込みとその後の変

更の実態については理解をしました。 

 そういった点で、当初予算で組んでいた

額からいいますと、今回、変更後に増えて

いるかといったら、そうではないわけです

ね。当初予算の中で、これ枠内で行ってい

るということなんですけれども、点検必要

な橋梁が３２か所ということの中で当初

１５か所について、点検のほうの委託につ

いては予想していて、２２か所まで年度内

でやれるようになりましたと。 

 また、今後のところ、これはもう平成２

７年度のところで議論がされたのか、予算

のところでもそういう話あったような気

も今しておりますけれども、そういった点

では、きちんとこれが行われていくように

進行していっていただきたいなというこ

とと、また、修繕料のところでは若干、ジ

ョギングロードの部分がというふうなこ

ととか、つけ加えておっしゃられましたが、

それがその工事の当初の契約の部分には

入っていなかったということだったら、そ

れでよいのかなという気もね、話を聞いて、

しました。そういった点では、当初のその

契約の内容が適当だったのかどうかとい

うことですね。改めてちょっと精査する必

要があるんじゃないかというふうに思い

ます。 

 大体の流れとしては、１回目の答弁で理

解するんですけれども、そこのところが適

切なのかどうかということの点、２回目、

教えていただきたいと思います。 

 最後に、下水道業務のところでの公共下

水道事業特別会計の繰り出しなんですけ

れども、法定枠のところで１７億円ほど、

それから、法定外で４億５８２万円と、そ

ういった説明でありました。 

 この法定外繰出の部分ですね。これを今

後なくしていくようなことが検討されて

いると聞くわけなんですけれども、これを

やっぱり今出している、これまで出してい

る、そういった意義ですよね。その点につ

いて、どうしてこれまでこれを行ってきて

いるのかということを改めてなんですけ

れども、お聞かせいただきたいのと、なく
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したときの影響はどうなるのかというこ

と、お聞きしておきたいと思います。 

 ２回目、以上です。 

○野原修委員長 答弁求めます。 

 山本次長。 

○山本土木下水道部次長 それでは、弘委

員さんの２回目のご質問にお答えさせて

いただきます。 

 まず、点検の分なんですけれども、当初、

１６９橋のうち３９橋を長寿命化しまし

た。残り１３０橋を５年に一度ということ

でいくと、平均して３２橋程度になるんで

すけれども、その３２橋をするのに当時の

点検の方法でいくと、５００万円の予算で

いけるだろうと見ておったんですけれど

も、近接目視という非常に厳しい内容での

点検ということになりまして、設計上は１

５橋で、落札減によりまして、残りのお金

５００万円いっぱいまでということもあ

ろうかと思いますけれども、業者さんの作

業料だとかいうこともございまして、２２

橋までは増額の中でいけるだろうという

ご相談をさせていただいて、予算もござい

ましたので、可能な限り、増やさせていた

だいて、次年度以降の分を何とか軽減しよ

うということでさせていただいたもので

ございます。 

 また、柳田橋の分につきましては、工事

車両はどうしても高水敷、ジョギングロー

ドの部分を通行して工事車両が通ります

ので、それを傷めた、最終年度で２か年か

かってやりますので、平成２７年度に全部、

影響があったところについては直すつも

りでおったんですけれども、かなりまた経

年の劣化もございましたので、平成２７年

度に使わない、影響を及ぼさないところに

ついては、早期にしたほうが利用者の利便

性だとか、安全性も図られるということで、

予算もございました中で５００平米以上

ですけれども、ジョギングロードの復旧を

平成２６年度に入れさせていただいたも

のでございます。 

 以上でございます。 

○野原修委員長 永田課長。 

○永田道路交通課長 それでは、弘委員の

２回目の質問にお答えさせていただきま

す。 

 まず、アマノマネジメントサービスの評

価についてでございますが、モノレール摂

津駅ほか南摂津駅、その施設の中の場内の

機能を最大限に利用して、例えば摂津駅で

いきますと、自転車と自動車の配分を変え

て、周辺の自動車駐車場が増加する中で、

自転車及びバイク等の配置区分を増やし

たりとか、そういった場内での再配分なん

かも検討して実行しておる関係で、摂津駅

については、収入を増やしているような状

況でございます。 

 先ほどもお話させていただきましたが、

管理委託料につきましては、今までのシル

バー人材センターのほうが施設管理して

いた分につきまして、消費税も上がりなが

ら、経費が削減しているということについ

ても評価したいなと考えております。 

 また、南摂津、機械化に伴って、平成２

６年度、いろいろとトラブルといいますか、

苦情といいますか、あったのではなかろう

かというお問いなんですが、確かに南摂津

の駅周辺の自動車・自転車が機械化したこ

とによって、利用者がやっぱりふなれな点

がありましたので、多少、機械の操作方法、

あと入出庫時のゲート、あるいは精算機の

標示等について、エラーがあった分につい

てトラブルがあったんですが、オンコール

サービスセンター、オンコール方式によっ

てサービスセンターのほうと連絡体制は
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２４時間ではとっておるんですが、たまた

ま平成２６年度において１件あったんで

すが、どうしても利用者がそのまま電話機

を切って、サービスセンター、コールセン

ターのほうは対応できなくて、緊急で警備

会社のほうを出動させたという事案があ

ったんですけれども、たまたまが続いて、

警備会社のほうも優先順位の高い警備の

ほうが先行で入った次第で、利用者にとっ

てはちょっと迷惑かけたというふうな事

案が一つありました。 

 それについて今後はないようにアマノ

の職員の緊急体制も含めて、改善はしてお

るところでございます。 

 また、施設以外の不測の事態に、対応に

ついては、例を挙げて申されたモノレール

については、そういった連携体制はとって

おりませんので、なかなかそういった対応

は難しい反面はあるんですが、危機感を持

って、今後も施設管理に取り組んでまいり

たいと考えております。 

 また、選定の際の基準として、事業計画

に沿った安定した経営につきましては、今

のところ、指定管理者のほうからも毎月業

務報告も提出があり、収入に対しての入金

等、その辺は問題なく処理ができておりま

すので、特に問題なく、安定しているとい

うことと、それとまた地元雇用に関してな

んですが、まず、その選定のときにも公募

者、業者には言っておったんですけれども、

やっぱり地元優先的な雇用を考えるよう

にということで、結果、今回、アマノが平

成２６年度から指定管理で行っておるん

ですが、市内の６０歳以上をまずメーンと

して、雇用を基準に置いているような状況

でございます。 

 あと、平成２６年度の評価については、

年度も終わりまして、施設管理者のほうか

らの評価、あるいは、所管課の評価も出し

ておりますが、その評価については、今、

政策推進課のほうが取りまとめしている

ということで、１１月に公表ということで

ありますので、この場では差し控えさせて

いただきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○野原修委員長 野村参事。 

○野村土木下水道部参事 それでは、下水

道業務課にかかわります２回目のご質問

にお答えいたします。 

 法定外繰出の意義と、なくしたときの影

響ということでございますが、下水道の特

別会計につきましては、委員もご承知のと

おり、歳出に見合う歳入の確保というのが

大原則になっておると思います。 

 その中で歳入につきましては、下水道の

使用料であったり、資本費平準化債を発行

しつつ、この収支の均衡を図るために一般

会計からの繰り出しというのを行ってお

ります。 

 繰り出しにつきましても、先ほど来あり

ますルールにのっとった部分、基準内の部

分と基準外の部分がございますが、この部

分につきましては、この間の社会経済情勢

等いろいろ考えた中での市民負担、極力お

願いしていかなければならないものはお

願いしていきつつ、一般会計のほうで負担

といいますか、できる部分は可能な限りや

っていくということで、この間やってきた

ものと考えております。 

 そして、この基準外の繰出金がなくなっ

たときの影響ということになりますと、当

然、基準外の部分になりますので、この部

分を歳入の確保の努力を行わないといけ

ないという部分と反面、歳出の部分の精査

の部分も、両面から行っていった中で、こ

の繰り出しがなくなった部分を補ってい
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く努力をしていかなければならないのか

なと思っております。 

 以上です。 

○野原修委員長 吉田部長。 

○吉田都市整備部長 それでは、部長のほ

うでというご意見というか、ご質問をいた

だいていますので、私のほうから公園の関

係で、行革が進めば、今後どうなっていく

んだと、予算確保できるのかということで

ございますけれども、はっきり申し上げま

して、行革が予算を削るための行革では私

らは、ないと思っています。やはり必要な

ところに必要なお金を配分し、使い分けて

いくというのが、限られた予算の中でござ

いますので、当然であると思います。 

 ただ、そこで問題なのが公園の管理を一

つの例で挙げさせていただきましたら、公

園の遊具をＤ判定でお金がつかなった場

合、使用停止にします。使えないようにし

ます。これは、公園はできます。ただ、扶

助費のように介護費とか医療費とか、そう

いう生命にかかわるような予算を停止す

るわけにはいきません。ということは必然

ながら、予算の順位は決まってこようとい

うふうに、我々は認識はいたしております。

必要な緊急性も含めまして、そういうとこ

から先に予算がつけられていくんだろう

なあとは思います。 

 公園の遊具を使用中止・停止にして、公

園を使えなくしても、その事でお亡くなり

になることはございません。ただ、扶助費

なんかは、直結した生命の部分もございま

すので、そのあたりの重さは違うのかなあ

と思いますけれども、我々公園なり道路な

り管理をしている担当所管にすれば、毎日

が冷や汗をかいている状態で、みんな頑張

っております。なぜならば、少しでも瑕疵

あれば事故が起こる。それは行政責任とい

う部分の、また違う面での責任を我々は毎

日負っております。 

 そういうことからいうと、今後の予算に

行革は絡みますけれども、やはり遊具、公

共施設も含めまして、安全・安心に使って

いただくということからいうと、我々所管

も頑張って予算を確保していきたいとい

うふうに思いますし、関係する建設の委員

さん方のご支援を賜ればというふうに思

っています。 

 以上です。 

○野原修委員長 弘委員。 

○弘豊委員 そうしたら、今お答えいただ

いた部分、行革の関係でということで今お

っしゃいましたけれども、予算を削るだけ

が行革じゃないと。もちろんそういうよう

なことで進めていってもらわないといけ

ないなと思っております。 

 ただ、この間、議論の中で毎度毎度出て

くるのがスクラップ・アンド・ビルドみた

いな形で、この予算を生み出すためには、

どこかを削って持ってくるみたいな、そう

いったことですね。 

 それで課の中でいうと、なかなか一つ一

つの事業といいますか、道路だったら道路、

公園だったら公園、その枠の中で、その中

で動いているようなね、そういう認識に私

ら、この間、建設の委員になってから３年

ですけれども、そういうふうに見ておった

わけですけれども、今後でいうと、今言わ

れたような、医療や介護や扶助費のほうを

生み出すために、こちらが回さないかんみ

たいな、そういう思いというふうなことも

持ちつつやっているということで受け取

っていいわけなんですかね。 

 そういうことではなくて、ちょっとそこ

らあたり、充実させていく、必要な努力と

いうふうなことは、やっていきますという
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思いも持ってということではね、ぜひぜひ

全体のパイとか全体のキャパとか、もちろ

んそういったところがネックになってく

る部分もあろうかと思いますけれども、必

要な安全・安心を守っていく、そこのとこ

ろ、取り組みもお願いしておきたいと思い

ます。 

 あと、駐車場・駐輪場の関係、指定管理

のその評価、モニタリングの部分は、政策

のほうで今後ということで、その点、了解

するわけですけれども、担当課の認識の部

分で今回、消費税も上がる中で一定、これ

までの枠内で指定管理料を抑えることが

できているということ。ただ、それで十分

なのかなというふうなことも、やはり思う

わけです。 

 利用の実態については、必ずしも伸びて

いるということにはなっていませんし、そ

の点、その利便性のところに問題ないのか

なということも引き続き、きちっと精査し

ていく必要はあるというふうに思ってお

ります。 

 また、この議論があるときに、シルバー

でこれまで雇用の確保をしてきた部分が、

ばっさりと人数減らされてしまうんじゃ

ないかという懸念、私お伝えしたことがあ

ったかと思いますけれども、今の時点では

一定、それ守られていますよということで

すけれども、しかし、人数的には随分と減

っているということはあります。 

 それと裏腹に、やはりアマノさんも民間

の企業ですから、一定そこで収益上げない

といけない、そこの企業利益ということも、

この中には盛り込まれているんだろうな

というふうにも思うわけで、この事業自体

は人件費がやっぱり一番大きなところじ

ゃないですか。そんな中で一定の利益上げ

ようと思ったら、そこを削らないとという

ことは、そういうのは一般的な見方として

ね、あるかと思うんです。 

 そういった点では、そこらあたり、もち

ろん指定管理料を低く抑えたいというふ

うな、そういった今の実質的に、資本の実

績に見合うような、そういう部分でという

ふうなことで、これまで議論があった部分

と、さまざまな基準の中で、今回は選ばれ

ているということでありますから、引き続

き厳しい目で、これは今後も、その事業に

対して評価もしていっていただきたいと

思っております。 

 あと、下水の特別会計の繰り出しという

ところでは、やっぱり今の議論の中では不

安だなというふうに、どうしても思います。

この平成２６年度だけでも法定外でいっ

たら４億円ですね。こういうのが単年度収

入として入ってこないということになっ

たときに、これは下水の特会でもう一回議

論したらいいのかなと思いますけれども、

これ、料金の上乗せということが出てこざ

るを得ないような、そういう状況。ただ、

それを一定そうさせない、そうしないとい

うことというのは、この間、やっぱり市民

の暮らしの状況、水道料金と下水道料金の

問題についても、その点については議論、

大分してきたんじゃないかなというふう

に思います。 

 この一般会計のところでは、もう議論、

これ以上はしませんけれども、この部分に

ついて今後まだ検討、スケジュール上にの

ってる段階ですから、このあり方について、

また対策について、またしっかりと考えて

いただきたいということだけお伝えして

おいて、私のほうからは以上とします。 

○野原修委員長 ほかに質問。 

 木村委員。 

○木村勝彦委員 安威川ダムに対しては



- 32 - 

 

１９９万８,０００円、負担金、負担をし

ておるんですけれども、平成２６年度の実

績というのか、進捗状況を一遍聞かせても

らいたいと思います。 

 と申しますのも、安威川ダムについては、

沿川の自治体で唯一摂津市が促進決議を

されているわけですね。これは、この前に

も私は、この場で申し上げていますけれど

も、平成１１年の鳥飼野々３丁目の１１１

戸の床上浸水が起こったときに、私は、当

時の森川市長と一緒に大阪府に交渉に行

きました。 

 これは、神崎川から逆流してきた水が鳥

飼野々３丁目であふれた。だから、番田水

門を設置してもらうように要望に行った

ときに、府の担当者は、木村さん、何ぼ逆

流防止のゲートをつけても、上からどんど

ん水が来ますよと。内水排除の問題も出て

きますよと。そういうことでは、どう考え

ておられますかということをおっしゃっ

たので、私は常々、その地域のほうから、

安威川下流域の正雀本町地域については

特に、安威川、山田川、正雀川に囲まれて、

そこが決壊してしまうとプールの状態に

なってしまうから、やっぱりこの辺は、ダ

ムの建設はぜひとも必要やと。 

 ダムについては、脱ダム宣言とか反対、

賛成、いろんな意見が分かれますけれども

ね。私は大阪府に対して、促進決議上げま

すということをその場で約束しました。議

会に持ち帰って、議会のほうで促進決議を

上げることができました。 

 そういうことで今、工事が進んでおると

思うんですけれども、やっぱり早くしても

らわないとね、ここ３年間で安威川は危険

水域を超えたときも１回ありましたし、２

回は、その近いところまで来ましたし、そ

ういう点では、やっぱり安威川についても、

しゅんせつをせないかんと。川底が相当上

がってるんだから、やっぱりしゅんせつを

してほしいということを申し上げても、市

のほうから茨木土木に言ってもらっても、

何年計画でやってるからというふうな形

で、なかなかやってくれない。 

 今でもやっぱり干潮時でなしに、中潮の

ときでも島ができてしまうというような

状況でね。一向に改善されへんことについ

ては、地域は非常に危機感を持っておられ

ます。 

 そういう点では早いこと、安威川ダム建

設がやっぱり促進できるように、そしてま

た、安威川の水路のしゅんせつをすること

によって、河川の排水をよくするような対

策を講じてもらうということになってい

かんと、いかんと思いますのでね。その辺

の進捗状況について、摂津市の担当課とし

て、どのように捉えておられるのか、お聞

きをしたいと思います。 

 この場で質問するのは、ちょっとちゅう

ちょしたんですけれども、歳入面で入って

おりますから、水路占用の問題です。 

 これは、具体的な例を申し上げますと、

新在家ボウリング場の跡地に関西電力が

ビルを建てた。その工事を大林組がやって

おられるという中で、他人の擁壁に５０か

所近い穴をあけて、支柱を立てられたと。

それも地権者に対して何の断りもなしに、

５０か所も穴あけてしまうということは、

これはもう言語道断であります。当然、そ

の地権者は怒っておられます。 

 占用許可を与えたときに、地域とのトラ

ブルは、誠意を持って対応するようにとい

うことは一札入っているはずですけど。そ

れがなかなか守られておらない。地権者に

断りがあったら、ある程度理解はするけれ

ども、断りもなしに５０カ所も穴あけてし
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まうということはどういうことやという

ことで、相当お怒りになっています。 

 その水路の占用許可も、この１０月で切

れるということで、やっぱりこの問題は早

く解決をしないと、にっちもさっちもいか

んと思うんですけれども、膠着状態に陥っ

ている。そういう占用許可を与えた摂津市

として、業者にどのような指導をされてき

ておるのか。その辺のことについて、お答

え願いたいと思います。 

 もう一つは、先ほどから議論されておる

自動車駐車場の使用料の問題ですけれど

も、過去４年間で５３６万８，１００円の

減収ということになっておると思うんで

すね。一方、自転車駐車場の使用料は、平

成２３年度から増収傾向でありますけれ

ども、平成２６年度で約６０万円の減収と

なっています。 

 次に、利用台数を見ると、自動車で昨年

度と比較すると、３，６００台の減少。自

転車では、１万台の減少となっています。

このことについて、どのように現状分析さ

れておるのか、お聞かせ願いたいと思いま

す。 

 以上、３点。 

○野原修委員長 答弁求めます。 

 樫本課長。 

○樫本下水道事業課長 木村委員の下水

道事業課にかかる質問についてお答えさ

せていただきます。 

 まず、安威川ダムの今の整備の状況等に

ついてのご質問に答えさせていただきま

す。 

 まず、平成２６年３月に、安威川ダムの

本体工事を大阪府と業者で契約がなされ

ております。昨年１１月に、起工式も行わ

れ、今、順調に本体工事の作業が進められ

ているということであります。 

 今現在の状況は、既に転流工が完成しま

して、安威川の水につきましては、全部そ

ちらのほうに流れていく状況になってお

ります。それで、今までの河床部分につい

ては、今、本体工事をつくるための岩盤ま

での掘削を作業中ということを聞いてお

ります。 

 現在の予定では、平成３２年度ダム本体

完成には、遅れはないと伺っております。 

 次に、安威川のしゅんせつに係りますご

質問についてお答えさせていただきます。 

 委員から、今までもたびたびのご要望を

いただいております。私どもも、それに応

えるべく大阪府にも、大正川の合流部分か

ら摂津市域側につきましては、人口の集積

地区でもございますので、一たび氾濫が起

きますと非常に大きな問題になるという

ことで、大阪府にたびたび要望をさせてい

ただいております。 

 その都度、その都度返ってくるのが、や

はり現在の安威川全体を見たときの堆積

の状況につきまして、本市のこの該当部分

の堆積につきまして、しゅんせつをするほ

どでは、まだないという返事をいただいて

おります。 

 一応この安威川につきましても５年に

一度、全川におきまして、堆積の状況の調

査を行っております。それと、随時パトロ

ールをしながら、堆積の変化を調べており

まして、それで非常に堆積が多くなりまし

たら、そこにつきましては、しゅんせつを

やっていくということも聞いております。 

 ただ、この５年に一度の調査につきまし

ても来年、調査をするということも聞いて

いるところでございます。私どもとしまし

ては、何度も何度も事ある機会に、しゅん

せつの要望を今後も続けていきたいと考

えております。 
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 次に、水路占用の件についてのご質問に

お答えさせていただきます。 

 今、該当の新在家２丁目の部分に関して

なんですが、平成２７年６月１日から１０

月３１日までの期間におきまして、仮設物

の水路占用の許可を出しております。 

 この仮設の工事にかかる場合の作業を

行うときに、委員指摘のとおり、占用の許

可外の個人さんの構造物に穴をあけると

いう行為が発生しました。これにつきまし

ては、６月末に発生しておりまして、この

ときは対面の被害を受けられている方か

ら私どもへの通報もございまして、私ども

も現場に確認しに行った経過がございま

す。 

 その際に、この河川占用につきまして、

いろいろ占用を出すときの許可条件がご

ざいます。今回の許可申請書につきまして

は、１８の項目がございます。その中の一

つにつきまして、第１６条で「第三者から

の苦情については、占用者によって一切処

理すること」という、この文言がございま

す。 

 私どもでは、許可範囲外の施工をされて、

第三者に対しての被害を与えたというこ

とですので、この被害を与えた方の苦情に

つきましては、やはり占用者のほうで責任

を持って対処しなさいということを指示

しております。何度も事あるごとに、この

占用者のほうに情報を聞きながら、どのよ

うな状況かというのを把握した中で、今ま

で進めていっているというような次第で

ございます。 

 以上です。 

○野原修委員長 永田課長。 

○永田道路交通課長 それでは、木村委員

の自転車・自動車駐車場の使用料等に関す

る質問に対してお答えさせていただきま

す。 

 まず、指定管理でフォルテ摂津は、都市

開発が指定管理で受けておりまして、あと

のフォルテ以外については、アマノマネジ

メントサービスが指定管理で管理をして

おるという状況の中で、先ほども弘委員に

もご説明をさせていただきましたが、まず、

アマノにつきましては、モノレール自動

車・自転車、あるいは、摂津市駅、千里丘

駅前の収支バランスとしてはプラスマイ

ナス・ゼロ、若干マイナスではございます。

１７万円ぐらいのマイナスでございます。 

 フォルテに関しましては、平成２５年度

までのシルバーが管理していた自転車駐

車場、摂津都市開発に指定管理として管理

会社が変わったことで、人件費の単価等が

上がったことで、管理費が増額しておりま

す。 

 駐車使用料に関してもフォルテについ

ては、前年度と比べて、自転車は増えてお

るんですけれども、自動車は、さほど伸び

ていないいうことで、差額としては１，８

００万円ほどの、管理委託料費のほうが多

いような状況になっております。 

 このような状況の中で、やはり使用料を、

収入を増やすために、まず、フォルテの自

動車駐車場に対して、収入を増やすために

は使用料を上げるとなりますと、周辺の自

動車駐車場の使用料等の関係で上げると、

また台数が減っていく状況にもなろうか

と思います。 

 逆に、単価を下げますと、民間の自動車

駐車場も圧迫するようなことが出てきま

すので、現在のところ、こういった利用料

金で管理しているような状況でございま

すが、やはり日々、その収入を増やすよう

な何かしら対策等は、今後も指定管理者と

も協議して、対策を講じていかなければい
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けないとは思っております。 

 ただ、フォルテに関しては、その中でも

シルバーから労務単価が、民間ということ

で上がったにもかかわらず、人件費は抑え

ながらやっているような状況でありまし

て、今後も経費を削減するような努力、そ

れと利用者が多く利用できるような、自転

車・自動車駐車場に努めてまいりたいと考

えております。 

 以上でございます。 

○野原修委員長 木村委員。 

○木村勝彦委員 安威川ダムの問題ね、の

んきなこと言ってもらったら困るんやけ

どね。やはりあの鬼怒川の災害、最近起こ

りましたね。あれは従前から、切れるなら

ここだろうということを予測されとった

とこが切れとるわけですわ。だから、市内

ではこの３年間で３回も、そういう警戒水

位に達している状況の中で大阪府がしゅ

んせつについて、まだ積極的に動かないと

いうことになれば、もし災害が起こったと

きに誰が責任とるんだと。当然やっぱり大

阪府になってきますわな。 

 我々が再々指摘をし、行政からも、しゅ

んせつの要請を出していった中で、なおか

つやってくれなかったから、こういう事故

が起こってしまったという災害について、

補償せないかんのは大阪府になるはずや。

だから、そういう点で、やっぱり現状を踏

まえた判断を大阪府がせんとね、机上の数

字だけ触って、先延ばしにしているという

ことについて、私は非常に遺憾だと思いま

す。 

 だから、そういう点では市民から、もし

被害が起こったとき誰が責任とってくれ

るのと言われてますよと。これは摂津市が

責任とるわけでもないし、大阪府が当然責

任とらないかんのやから、それについて、

やっぱり摂津市として腹を据えて大阪府

と交渉しないと、現実に、摂津市役所の正

面玄関に鬼怒川の水害の義援金の募集の

垂れ幕下がってますけれども、今度は、う

ちが下げてもらわないかんことになって

くる可能性も十分あるわけですからね。 

 だから、そういう点では、やっぱり今の

異常気象について、やっぱり十分認識をし

て、ゲリラ豪雨とかいろんな問題があって、

各地でそういう水害が発生しているとき

に、大阪府がもっと積極的に、やっぱりこ

の問題に取り組んでもらうということの

要請を、担当だけではなしに、やっぱり市

長会とかそういうところでも、市長からも

言ってもらうということにしないと、あす

は我が身になってくるからね。その辺、正

念据えてやってもらうということについ

ての決意を一遍お聞かせ願いたいと思い

ます。 

 水路の占用問題ですが、これ私も相談を

受けて、私自身も相談を受けられることと

受けられないことがありますからね。そう

いう民間の企業と個人のもめごとについ

て、我々が中に入るということはまずいで

すから、そういう点では、中に入る限界が

あるわけです。そこからいって、やっぱり

被害を受けられた方が無断で穴あけられ

て、木村さん、こんなことで私とこ許せま

すかということで、強硬に我々にも言って

きはる。それ、我々も処理せないかんとい

うことになってくると、業者と一遍話をせ

なしようがないということで話はしてま

すけれども、平行線で、金額の差が大き過

ぎて、調整する余地がないという状態にな

っているわけです。 

 だから、占用許可を与えた摂津市が、そ

ういう擁壁に無断で穴あけるようなこと

について、業者に対してどういう指導をし
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ていったのか、その辺のことをきっちりし

とかないと、我々としても、相談を受けて

も相談を解決できないという側面がある

ということも十分認識いただいて、市とし

て業者に対して強硬に、やっぱり指導して

もらうと。周辺のトラブルは、占用者が誠

意を持って解決するということも一項上

がっているんですから、それはやっぱりち

ゃんと履行してもらうように、担当のほう

でやってもらえるかどうか、その辺のこと

について、もう一回お聞かせ願いたいと思

います。 

 それと、駐輪場の問題ですが、これは指

定管理者に、摂津市から管理委託料を払う。

指定管理者のほうは、もうけることでもな

い。ただ管理料をいただいたらええわけや

から、その駐輪場・駐車場は赤字が出よう

が、利益が出ようが、指定管理者にとって

は何ら影響はないわけですね。結局、責任

は摂津市にあるわけやから。それには利益

が出てるからといって市も、行政として利

益を追求することはできませんけれども、

現実に今のところ赤字になってるのやか

ら、やっぱり財政の本質というのか、要諦

というのは、歳出を抑えることはもちろん

なんやけど、やっぱり収入を得るというこ

とも考えていかなあかんわけやから、そう

いう点では一時預かりと定期使用のバラ

ンスをどういうふうに保っているのかど

うか。 

 そしてまた歳出の削減は言うに及ばず

であるけれども、歳入の確保についてどう

いう努力をされておるのか。やっぱりその

辺のことをしていかないと、このまま放置

していったら赤字がどんどん続いていっ

て、赤字の補填をせないかんという状況に

なってきますから、収入の確保ということ

も、やっぱり行政として考えてもらわない

けません。その辺はどういう努力をされて

おるのか、指定管理者のほうで歳入の確保

を努力せえいうても、こんなもの畑違いの

ものだから、その辺について、行政として

の考え方を一遍聞かせてもらいたいと思

います。 

○野原修委員長 答弁求めます。 

 樫本課長。 

○樫本下水道事業課長 木村委員の２回

目のご質問にお答えさせてもらいます。 

 しゅんせつの件につきまして厳しいご

意見、重々承ります。私どもも、またその

ような機会につきまして、大阪府に対して

も強く、積極的にやっていただきますよう

にいろいろ、その責任のほうまでも言及し

ながら、今後も、きつく要求させてもらい

たいと思っております。 

 それから、先ほどの法定外水路の件に関

しまして、この他人の擁壁に穴あけたこと

に関しましては当然もう占用申請者自身

の間違えたものでありまして、これは完全

に受けられた方、被害者の方は全く責任が

ないものでございます。その辺につきまし

て、私どもは、占用の申請者のほうには、

きつく注意はしております。それにつきま

して、申請者のほうも重々反省はしている

ところとなっております。 

 それで、補償の件に関しましても、私ど

もは交渉があった後に必ず報告をするこ

ととか、また、どうなっているかというこ

とを連絡は密にはさせてもらってます。ま

た、交渉の内容についても、ある一定の内

容は聞かせてもらっています。被害者と加

害者の間に認識の開きが大分大きいもの

ですので、そこについての歩み寄りという

のが、なかなか今、見出せない状況であろ

うかという状況になっております。 

 私どもにつきましても、申請者のほうに
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責任が１００％あるものですので、歩み寄

ってでも、ご理解を得るようにしてくださ

いということは言ってはいるんですけれ

ども、何分やはり具体的な数字とか、そう

いうことまで、私どももなかなか言えるよ

うなところではございません。占用の期限

が今月末に切れますので、これを一定の時

期のめどとして、必ず解決のほう向かうよ

うに、積極的に動きなさいということを指

示しているところでございます。 

 以上です。 

○野原修委員長 永田課長。 

○永田道路交通課長 それでは、木村委員

の２回目の質問にお答えさせていただき

ます。 

 まず、駐車場のあり方で、一時あるいは

定期、この辺の契約について、どんな努力

をしているのか。あるいは歳入の確保、ど

のような努力をしているのかというお問

いであったかとは思いますが、まず、指定

管理が変わったことで、モノレールの摂津

駅のほうで自動車と自転車の利用状況の

推移を見ながら検証しまして、自転車ある

いはバイク、この定期置き場とか一時利用

の場所を、周辺の自動車駐車場の整備が増

えてきた中で、自動車の駐車場区画をバイ

ク置き場とするなどして、収入の確保増に

つなげる努力をして平成２６年度、そのお

かげをもって昨年、平成２５年度よりも摂

津駅に関しては増収しております。 

 フォルテに関しましても都市開発と自

動車の、どうしても収入が少ない分、何か

しら自動車と自転車の配分等が変えられ

ないかという協議もして、フォルテに関し

ては、地下１階、地下２階という構造もあ

りまして、地下１階の部分についてが半分、

自転車駐輪場というスペースになってい

まして、これを拡大することができないか

等も、いろんなケースを指定管理のほうか

ら提案させまして、いろいろ検証したんで

すけれども、なかなかやっぱり利用者の安

全面だとか、フォルテの建物自身の構造的

な問題から、今現在は、その再配分につい

てのことができてはおりません。 

 今後も場内の構造的なものも含めまし

て、もっと何かしら対策を講じることがで

きないか、今後も指定管理者と協議・検討

して取り組んでいきたいと考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○野原修委員長 安威川ダムの緊急性の

決意ということで、山口部長のほうから、

その辺の決意を述べていただきたいと思

います。 

 山口部長。 

○山口土木下水道部長 安威川のほうは

ですね、私ども平成２４年、平成２５年、

平成２６年と３年間にわたりまして、安威

川のしゅんせつの要望を大阪府の本庁の

ほうにも出向いて行っております。また、

副市長も行って、安威川のしゅんせつに関

しては強く強く要望しております。 

 また、安威川ダムの関係は、平成３２年

には完成はしますけれども、まだことしは

平成２７年です。あと５年ありますので、

しゅんせつは、ぜひとも早急にとっていた

だかなければならないということで、この

１１月、１２月に再度大阪府のほうに強く

要望等も行ってまいりたいと思っており

ますので、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○野原修委員長 木村委員。 

○木村勝彦委員 過去４年間で５００万

円以上の指定管理の駐輪場や駐車場の赤

字がね、５００万円以上出てるわけですわ。

やっぱりこれをどう解消していくか、財源
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の確保をどうするかということは、やっぱ

り真剣に考えていかないと、指定管理にし

て委託料を払ったら、その業者は何の腹も

痛めへんのやから、痛めるのは行政だから、

その５００万円をどうカバーしてフォロ

ーしていくかということをね、やっぱり真

剣に考えていかないと、このまま放置しと

ったら、やっぱり税金の無駄遣いというこ

とにもなってしまいますしね、そういう点

では真剣に、この問題について検討しても

らいたいと思います。 

 安威川ダムの問題は従来から盛んに、私

は主張しとったんですけれども、ある府会

議員のほうからは、しゅんせつの財源確保

しましたと。どこやねんと言ったら大正川

やと。大正川違うがなと。本川のやっぱり

安威川をしゅんせつをせなあかんよと言

ってるやないかということで、私は非常に

立腹をしとるんですけどね。 

 やっぱりそういう点では、鬼怒川の事故

を教訓にして、切れるだろうと言うてたら、

これは切れてるがな。我々は、もう警戒水

位に達してるのやから、だからもう切れる

可能性が非常に高いんやから、これ何とか

改善せんといかんということで、正念据え

てやってもらわんとね、いつまでたっても

年次計画があるからとかへったくれだと

か言ってやってたんでは、らち明かん。や

っぱり市民の生命、財産を守る安心・安全

のまちづくりするということは、市長初め、

我々議会も常々言うてることやから、その

安全・安心が確保されるということになっ

とったらいいけれども、今の状況では、と

てもやないけど、なっとるということには

なっていないと思います。 

 そういう点では、この問題については、

今度は摂津市が義援金をいただかないか

んというような看板をよその市で下げて

もらうようなことにならんように真剣に、

この問題については取り組んでもらいた

いと思います。 

 今、駐輪場のほうもそういうふうに、政

治の要諦は治山治水ということもありま

すけれども、もう一つは、やっぱり財源の

確保、やっぱり経費の削減を抑えることは

もちろんやけど、まず財源の確保から、ま

ず優先していくのやから、その財源確保の

ために、どういう努力するかということを

やっぱり真剣に考えてもらわないとね。こ

のまま赤字をずっと、４年間で５００万円、

今後４年間でまた何ぼ赤字が出る、これは

わからへんというふうなことでは困りま

すので、その辺のことについては真剣に、

やっぱり対応していってもらうというこ

とを要望して終わります。 

○野原修委員長 続いて、藤浦委員。 

○藤浦雅彦委員 何点か質問をさせてい

ただきたいと思います。先ほどの議論を聞

いていまして、どうしても腑に落ちんこと

があるので、一つ聞いておきたいと思いま

す。 

 先ほど、柳田橋の耐震補強工事に伴いま

して、金額が変わったということで、ジョ

ギングロードが傷んだので補修をした。そ

の費用がどうものせられたような議論を

されていましたけれどもね。これ私見てい

ました。ダンプがブーッと入り口からおり

ていって、普通ならそういう弱いところは

何か養生をしていくんですけれども、養生

もせえへんかったら、やっぱり道が、アス

ファルトが壊れたなと思って見てました

んです。これは当然、その業者が補修せな

あかん責任があるなあというふうに見て

たんですけれども、どうもそうではないよ

うな議論になっていましたのでね。 

 これ、どういうことなのか。最初から、
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そこを通るから、もうそれは傷むから、そ

の費用を見とかなあかんということにな

っとったのか。それとも途中で業者のほう

が、いや、壊れまして、何とかしてくださ

いと言うてきはったのかね。その辺、いき

さつをまず教えていただきたいと思いま

す。 

 それから、２点目ですが、し尿収集運搬

委託料についてです。決算書１４０ページ

に書いていますが、目３し尿処理費です。

この委託料は、予算のときにも言いました

が、約４，０１５万円ということで予算執

行されています。予算現額では４，１７５

万円ということで、大体１６０万円ぐらい

減額になっていますね。これは、平成２５

年の途中からクリーンセンターが閉鎖を

されましたので、そのし尿の持って行き先

が、豊能町のほうに持っていって処理して

もらうということで変わりました。運搬の、

距離が長くなった、トンネルを通らなあか

んとか、時間が長くなったということで、

平成２６年度のときには、ちょっと高くな

りますという改正が行われましたね。 

 それはそれで一定理解したわけですけ

ど、実際に、決算において若干減額されて

いるということも含めて、どのようなこと

になったのかということです。 

 それから、３点目は、同じく、し尿処理

負担金と浄化槽汚泥処理負担金について

です。同じく決算書１４０ページに載って

いますが、このし尿処理負担金については、

約２，７１８万円ということで決算されて

います。予算では３，０００万円とされて

いました。２８２万円減額されていますけ

れども、これも同じく、この豊能町で処理

してもらうということになりました。 

 その処理費用ということで、平成２５年

度決算では半年だけの費用ということで、

一定ちょっと計算式が違うんですが、この

平成２６年度は１年間ということで、実際

に執行されましたけど、決算を終えて、こ

の差額も含めて、どういうことになってい

るのか。 

 それから、もう一つは、浄化槽汚泥の負

担金ですね。こちらのほうは茨木市のほう

で受けていただくということになりまし

て、これも平成２５年度で半分、平成２６

年度で１年間通じてということでござい

ました。 

 ここでは、当初予算は３，５７０万円で

あったものが３，９０８万円と、３３８万

円ほど高くなっています。これについても、

どのような中身だったのか、説明をお願い

したいと思います。 

 それから、４点目になりますが、狭隘道

路の整備事業についてです。これもいつも、

何回も言って申しわけないんですけれど

も、またちょっと言わせていただきたいと

思います。 

 平成２６年度の予算のときも、当時は山

本次長が担当されていましたけれども、水

も漏らさぬ取り組みをお願いしますとい

うことで随分言ってきましてね。ただ、ど

うしても漏れるんだと。漏れた分について

も形状的にはね、何とか市が指定している

形状にお願いしますということで頼んで

いきますというふうなことで決意も言っ

ていただきましたが、平成２６年度を、通

して、実績どうであったかということにつ

いて総括をお願いしたいと思います。 

 以上です。 

○野原修委員長 答弁求めます。 

 野村参事。 

○野村土木下水道部参事 それでは、下水

道業務課に係りますご質問にお答えさせ

ていただきます。 
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 まず、１点目、し尿収集運搬委託料につ

いてでございます。決算額としまして、４，

０１４万５，２１６円となっておりまして、

予算現額から見ますと若干、１５０万円ほ

どの不用額が出ているという状況でござ

います。 

 この中身でございますが、し尿の収集の

世帯数でございますけれども、平成２５年

度末で３９７世帯、これが平成２６年度末

におきましては３８９世帯、これ一般の世

帯ですけれども、若干減になっております。 

 し尿の収集量にいたしましても、平成２

５年度が１，２７９．７キロリットル、平

成２６年度が１，０７１．１キロリットル

ということで、若干減っているということ

が、この運搬の距離としては豊能町までと

いうことで長くなっておりますけど、収集

量が若干減ったというのが、ここの数字に

出てきていると思われます。 

 次に、２点目、し尿処理の負担金、豊能

町にお願いしている分でございます。委員

からのご質問のとおり、平成２５年度につ

きましては、１０月から３月を豊能町にお

願いしておりまして、平成２６年度は１年

間通してということでございます。 

 処理量といたしましては、先ほどのとお

り、若干減ってはおるんですけれども、負

担金の考え方といたしまして、豊能町の施

設の維持管理費を豊能町と摂津市のし尿

の合計処理量で割り出した処理単価を出

しまして、それをもって案分しておるとい

う状況になっております。 

 次に、浄化槽汚泥の処理負担でございま

す。これにつきましても平成２６年度から

１年間丸々という形になっております。浄

化槽汚泥の処理量につきましては、平成２

５年度が２，４４４．８キロリットル、平

成２６年度が２，２９９．０キロリットル

ということで、若干減っております。その

処理単価につきましては、平成２５年度・

２６年度同額ということで、茨木市さんに

お願いしておりましたので、その分で処理

量が減ったことにより若干、負担金のほう

も減っているという状況でございます。 

 以上です。 

○野原修委員長 山本次長。 

○山本土木下水道部次長 それでは、藤浦

委員さんの１回目の質問にお答えさせて

いただきます。 

 柳田橋の舗装の復旧の件でございます

けれども、どうしても河川の高水敷、今、

通常通っておりますのは管理用の草刈り

だとか、そういう車両でございます。ただ、

耐震補強となりますと、かなり重機も通り

ます。ということで、ジョギングロード、

そんなに厚い舗装はされておりません。重

機が通りますと傷むであろうというのは

十分わかってございました。わかってござ

いまして、通った後、最終、終わったとき

に復旧というふうには考えてございまし

た。ただ、右岸側と左岸側に、橋脚は２脚

ございまして右岸側を工事したんですけ

れども、そこから途中で分かれて渡るとこ

までは今回直しておいても次年度といい

ますか、ことし平成２７年度に左岸側を施

工するときにも重機が通らなければ傷む

ことがないだろうということで、先もって

復旧したということで、当初からその分を

考えて入れておけばということもあるん

ですけれども、当時としては、どういう使

い方にするかというのが計画上、なかなか

明確になってございませんでしたので、最

終、影響のない範囲まで先にやろうという

ことで復旧したものでございます。当初か

ら予想はしておりました。 

 狭隘道路の助成金でございますけれど
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も、平成２６年度におきまして、事前協議

１６件、平成２５年と同等ございました。

助成件数は若干増えまして、３件ありまし

て、金額にしますと、前年度よりも１４０

万円ほど増えまして、２８４万９，０００

円の助成は行っております。また、営業目

的だとか、販売目的などを含めまして、自

主管理もございまして、８件が助成の条件

を満たさないものがございました。 

 ただ、常に建築確認で来られるときは、

この項目に入ってまいりますので、都市整

備部の建築課とそれぞれ分担しもって、お

話しさせていただいて、何とか広げようと

いうところで、これだけあるということは、

それだけ広がったところが出てるんだと

いうふうに思っておりますので、今後とも

何とか進めてまいりたいと思っておりま

す。 

 以上でございます。 

○野原修委員長 藤浦委員。 

○藤浦雅彦委員 ２回目ですが、さっきの

大正川の舗装の件は、これ以上は言いませ

んけれども、通常は、そういう工事で傷ん

だ場合は工事業者が補償をするというの

が、考え方としては当然のこと。傷むんだ

ったら傷まないように養生するというの

が当然の考え方やと思うんです。最初から

その分を、費用を見ていましたと言われた

ら、それ以上は言えませんけれども、考え

方としては、そうやと思うんですよ。工事

する側がやっぱり考えて、傷まないように

養生して、もし傷めたら補償するというこ

とになると思うんですけどね。これは、こ

こまでにしておきますが、この業者さんは、

実は前にも、せせらぎ緑道の、工事をされ

て、半年ぐらいして水が漏れました。その

ときも最終的には瑕疵になりましたけど

ね。いろいろいきさつがあった経緯があり

ます。これは、これぐらいにしておきます。 

 それから、２番目のし尿収集運搬委託料

のことについてでありますけれども、年々

これは減らしていくということで、当然、

相手側とも協議をされているということ

でね。これ減ったら補償するんですね。１

件については２万７２９円、補償料を払う

という、前に協定を結ばれていたと思うん

ですけれども、平成２６年度は２９万２０

６円、執行されていますので、減ったのが

ちょうど１４件ですね。これ平成２５年度

で減ったんですな。平成２５年度で減った

分を平成２６年度に補償するということ

だと思いますが、平成２６年度では今、単

純に件数でいうと８件減ったということ

になるのかもわかりませんけれども、これ

はもう、この単価というのはこれからもず

っと不変なものになるのかということと、

先ほどちょっと言いましたけど、どれぐら

い平成２６年度で減ったのかということ

と教えてください。 

 それから、３番目ですが、先ほど茨木の

件を答弁していただきましたか。私、聞き

漏らしましたか。浄化槽汚泥の処理の関係

で、乖離が３３８万円になっていますよと

話しましたけれども、答弁をしてください。 

 この件は、豊能町と茨木市と最初にスタ

ートする前に、いろいろ協議をされたとい

うことになっていますね。だんだんこれも

減らしていきますと。年間当たり２００ト

ンぐらい減らしましょうというふうな協

議だと前にも答弁をいただいていますけ

れども、平成２６年度の減少量、両方合わ

せてどれぐらいに達成できたのかという

ことです。 

 それから、４番目の狭隘道路の整備事業

です。何回も毎回毎回質問して申しわけな

いと思うんですけどね。１６件相談があっ
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たと。実際に補助できたのが３件だったと。

ということは、１３件は補助対象にならな

かったということで、そのうち８件は、い

ろいろ状況に応じてもらえたのではない

かということですわね、お聞きをすると。

ということになりますと、単純に聞くと、

５件は全くそれに応じてもらえなかった

ということになるのですかね。 

 なかなか厳しい状況やなあと思うんで

すね。やっぱり前も申したと思いますけれ

ども、絶対にもう、おまえ、これはあかん

と、もうこれしかあかんというふうな強い

態度でね、臨むことが大事だと思うんです、

こういうのをなし遂げていこうと思うと

ね。そういうことは、この業界というのは

ね、あそこの市は、こういう態度だとか、

あそこの市は、こんな態度やということで、

もうすぐ情報共有をしてしまいますので、

もうあそこはうるさいというたら、もう従

わざるを得ないというふうに流れていく

ような業界ですのでね。ぜひそれは本当に、

もうお願いするというよりも、もう命をか

けてやるぐらいのつもりでね、やっていた

だきたいと思うんです。茨木なんか結構そ

ういう、引き合いに出しますけど、もう絶

対引かへんのですわ。僕らも実際やってい

たころね、絶対まけてくれない。もうさせ

んといてくださいと言いますからね、そん

なん言ったら。それぐらいの強い思いで、

この狭隘道路を広げていこうということ

はね、やっていただきたいと思いますので、

これは要望しておきます。 

 以上です。 

○野原修委員長 答弁求めます。 

 野村参事。 

○野村土木下水道部参事 それでは、下水

道業務課に係ります２回目のご質問にお

答えさせていただきます。 

 まず最初に、１回目のご質問で答弁が漏

れておりました増額補正の部分でござい

ます。この部分につきましては、浄化槽汚

泥について、公共下水道への接続が多かっ

たということで、最終処理をする部分につ

いて、処理量が増える見込みがあったとい

うことで増額させていただいたというも

のでございます。 

 ２回目のご質問の中身でございます。ま

ず、し尿運搬処理委託料の中の減った分に

ついての補償の部分の考え方と減った件

数ということでございます。これにつきま

しては、下水道に接続されたことにより減

少した件数ということになりまして、そち

らのほうは２件ということになっており

ます。 

 この補償の額についてでございますが、

先ほど委員からもご指摘がございました

ように、以前から、今の額につきましては、

平成１９年のときに、補償の中身を改正し

た協定書が結ばれておりまして、この当時

の補償の単価の出し方でございますが、当

時のし尿の収集運搬にかかる委託料を当

時、収集していた世帯数で割った１世帯当

たりの単価という形で出されているのか

なというのが協定書から読み取れる、そう

いう形になっております。 

 この額でございますが、年々世帯数が減

ってきている中において、今のところ、こ

の額を変更せずに維持していけたらなあ

と考えております。 

 それから、し尿の処理量と浄化槽汚泥の

処理量についてですが、近隣市、豊能町並

びに茨木市に処理をお願いしている部分

について、年々減っていっているところの

予定数どおりいっているかどうかいうと

ころでございますが、ここ数年の状況を見

ますと、平成２４年度が、し尿でいいます
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と、処理量が１，４０５キロリットル、先

ほど言いました平成２５年度が１，２７９．

７キロリットル、平成２６年度が１，０７

１．１キロリットルということで、平成２

４年から見ますと、２年間で約３３０キロ

リットルほど減っております。 

 浄化槽汚泥のほうでございますが、平成

２４年度を見ますと２，４３５キロリット

ルで、平成２５年度が２，４４４．８キロ

リットル、平成２６年度が２，２９９キロ

リットルということで、こちらのほうが１

４０キロリットル弱ということですか、と

いうことで、両方合わせて４７０キロリッ

トル弱ぐらいということで減っておりま

すが、この分について下水道の整備地域も

含めて、従来から接続されていないところ

には啓発等を行いながら、見込み数を目指

して努力をしてきておりますので、今後も

その対応を頑張って続けていきたいと考

えております。 

 以上です。 

○野原修委員長 藤浦委員。 

○藤浦雅彦委員 し尿の運搬委託と両方

そうですけれども、これは極力、これから

ゼロに向かって、いろいろ取り組みもされ

ていくと思いますので、これはもうしっか

り鋭意取り組んでいただきたいというこ

とで、具体的な話は、下水特会のほうでも

させていただきたいと思いますが、鋭意努

力をお願いしたいと思います。 

 ちょっとこれは、クリーンセンターの解

体費用も、この平成２６年度で入って、も

うきれいに解体してなくなってしまいま

した。吹田側の正雀処理場のほうも、もう

ほとんど解体してなくなってしまいまし

たけれども、摂津側のほうは今言うたよう

に、その処理を豊能町と茨木のほうにお願

いするという対応になりましたし、また、

吹田のほうは吹田のほうで、これ切り替え

をしたけれども、不明水がたくさんあって、

全部潰すことはできません。地下のタンク

を一時置かせてくださいという話があり

ましたね。 

 表面上は、今何ももうないですよ。ただ、

地下には多分タンクがあるんだろうと思

いますが、随分、吹田の話で申しわけない

んですが、もし吹田の取り組みで、その不

明水対策なんか、何か報告があるとか、

着々と進んでいますよということで、この

情報が入っているのであればね、どういう

状況になっているのか、この際、最後に教

えていただきたいと思います。 

 以上です。 

○野原修委員長 わかりますか。 

 樫本課長。 

○樫本下水道事業課長 一応、下水の施設

に関しましては、下水道業務課のほうなん

ですけれども、こういう水の流れとかにつ

いては下水道事業課のほうの担当になり

ますので、私のほうから担当ということで

質問にお答えさせてもらいます。一応、私

どもでも不明水のほうがあるということ

は聞いておりまして、また、その施設を一

部残すということまでは聞いておるんで

すけれども、スパン的にはもう少し長くか

かるということは聞いておりますので、い

ろいろ吹田市の話を聞いた中で、そこにつ

いてはまだ置いた状態で、これから考えて

いくというような形しか、伺っておりませ

ん。特段ことし一年、何か進んだとか、そ

ういうことについての報告は、私の耳には

届いていないような状態になっておりま

す。 

○野原修委員長 以上で質問を終わりま

す。 

 暫時休憩します。 
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（午後２時２４分 休憩） 

（午後２時２８分 再開） 

○野原修委員長 再開します。 

 認定第５号の審査を行います。 

 補足説明を求めます。 

 山口土木下水道部長。 

○山口土木下水道部長 それでは、認定第

５号、平成２６年度摂津市公共下水道事業

特別会計歳入歳出決算につきまして、目を

追って、主なものについて、補足説明をさ

せていただきます。 

 決算事項別明細書に従いまして、まず、

歳入から説明させていただきます。 

 特別会計決算書の７４ページをお開き

願います。 

 款１分担金及び負担金、項１負担金、目

１公債費負担金は、吹田市及び茨木市の下

水が本市の公共下水道管に流入している

ことから、当該公共下水道管の建設費にか

かる起債の償還に合わせ、両市より負担金

を収入しているものでございます。 

 目２受益者負担金は、公共下水道の供用

開始面積に応じて、賦課徴収する負担金で

ございます。なお、不納欠損額は、時効な

どにより債権が消滅したものでございま

す。 

 款２使用料及び手数料、項１使用料、目

１下水道使用料は、下水道使用料及び下水

道敷地占用料でございます。なお、不納欠

損額は、時効などにより債権が消滅したも

のでございます。 

 項２手数料、目１下水道手数料は、指定

工事店登録手数料、責任技術者登録手数料

及び水路敷地境界明示手数料でございま

す。 

 款３国庫支出金、項１国庫補助金、目１

下水道事業費国庫補助金は、社会資本整備

総合交付金でございます。 

 款４繰入金、項１、目１一般会計繰入金

は、一般会計からの繰入金でございます。 

 款５諸収入、項１資金貸付金返還収入、

目１水洗便所改造資金貸付金返還収入は、

水洗便所改造資金貸付金にかかる返還金

でございます。 

 項２、目１雑入は、安威川流域下水道負

担金精算返戻金、雨水幹線建設負担金、訴

訟費用取戻金及び日本下水道事業団負担

金精算返戻金でございます。 

 ７６ページをお開き願います。 

 款６、項１市債、目１下水道債は、公共

下水道事業債、流域下水道事業債、資本費

平準化債、及び公営企業借換債でございま

す。 

 なお、借入先は、財務省、銀行などとな

っております。 

 詳細につきましては、決算概要の２２４

ページから、２２５ページに記載いたして

おりますので、ご参照お願いします。 

 款７、項１、目１繰越金は、前年度繰越

金でございます。 

 以上が、歳入の主な内容でございます。 

 引き続き、歳出につきまして、ご説明申

し上げます。 

 詳細につきましては、決算概要の２２８

ページから、２３３ページに記載いたして

おりますので、ご参照をお願いします。 

 ７８ページをお開き願います。 

 款１下水道費、項１、目１下水道総務費

につきましては、その執行率９８．７％で

ございます。 

 主な内容といたしましては、節２給料か

ら、節４共済費までは、下水道業務課、及

び、下水道事業課職員７名と、短時間勤務

職員１名の人件費でございます。 

 節１９負担金、補助及び交付金は、日本

下水道協会などに対する負担金でござい
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ます。 

 節２７公課費は、消費税及び地方消費税

でございます。 

 項２下水道事業費、目１下水道管理費に

つきましては、その執行率９８．７％でご

ざいます。 

 主な内容といたしましては、節７賃金は、

下水道施設の維持管理にかかる臨時職員

賃金でございます。 

 節８報償費は、受益者負担金の納付にか

かる前納報奨金でございます。 

 節１１需用費は、下水道施設の維持管理

にかかる光熱水費、修繕料などでございま

す。 

 ８０ページをお開き願います。 

 節１２役務費は、ポンプ場などの維持管

理にかかる通信運搬費、水洗便所改造資金

貸付金返還訴訟にかかる手数料、下水道施

設及び公用車の保険料でございます。 

 節１３委託料は、下水道使用料徴収事務

委託料、及び下水道施設の維持管理にかか

る委託料などでございます。 

 なお、委託及び工事内容の詳細につきま

しては、事務報告書の２４９ページと、２

５７ページから２６３ページをご参照願

います。 

 節１６原材料費は、マンホール蓋などの

材料費でございます。 

 節１９負担金、補助及び交付金は、安威

川流域下水道の維持管理にかかる負担金

と、水洗便所改造費用に対する助成金など

でございます。 

 節２１貸付金は、水洗便所改造費用に対

する貸付金でございます。 

 目２下水道整備費につきましては、その

執行率８９．０％でございます。 

 主な内容といたしましては、節２給料か

ら、８２ページに続きまして、節４共済費

までは、下水道事業課職員６名と短時間勤

務職員１名の人件費でございます。 

 節１１需用費は、公共下水道整備事業執

行にかかる設計図書の印刷製本費などで

ございます。 

 節１３委託料は、工事設計外委託料、及

び測量委託料などでございます。 

 なお、委託内容につきましては、事務報

告書の２６４ページをご参照願います。 

 節１５工事請負費は、１１件の公共下水

道工事などの請負費であり、約１キロメー

トルの管渠を布設いたしております。 

 なお、工事内容につきましては、事務報

告書の２６５ページから２６７ページを

ご参照願います。 

 節１９負担金、補助及び交付金は、安威

川流域下水道施設の建設にかかる負担金

でございます。 

 節２２補償、補填及び賠償金は、公共下

水道工事に伴う水道管などの移設費でご

ざいます。 

 款２、項１公債費、目１元金につきまし

ては、その執行率９９．９％でございます。 

 その内容といたしましては、節２３償還

金、利子及び割引料は、公共下水道事業債、

流域下水道事業債、公営企業借換債、及び

資本費平準化債の元金償還金でございま

す。 

 目２利子につきましては、その執行率９

９．９％でございます。 

 その内容といたしましては、節２３償還

金、利子及び割引料は、公共下水道事業債、

流域下水道事業債、公営企業借換債、及び

資本費平準化債の利子償還金でございま

す。 

 なお、市債現在高及び償還の状況につき

ましては、決算概要の２２６ページから、

２２７ページに記載をいたしております
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ので、ご参照願います。 

 款３、項１、目１予備費は執行いたして

おりません。 

 なお、８５ページに、実質収支に関する

内容を記載しておりますので、ご参照願い

ます。 

 以上、平成２６年度摂津市公共下水道事

業特別会計歳入歳出決算についての補足

説明とさせていただきます。 

○野原修委員長 説明が終わり、質疑に入

ります。 

 中川委員。 

○中川嘉彦委員 それでは、質問させてい

ただきます。 

 下水道整備費のうちの工事請負費１億

８，７０５万９，２４０円、今、ご説明の

中で、１１件約１キロということでお聞き

しましたけれども、これは、先ほど、答弁

もあったこの中で、労務費が上がっている

という中で、執行率、整備全体では、８９％

という話でしたけれども、当初、予定して

いたものが、きっちりとこなせたのか。実

際にそれを見ると１，０００万円ぐらいは

余っているのですけれども、その辺で、当

初予定していた工事件数が、きっちりでき

たのか、お教えいただきたいと思います。 

 また、この下水道管は、水道管もそうで

すけれども、やっぱり、老朽管問題で敷設

の布設替えというのが、今、近々の課題に

なっていると思います。 

 教えていただけるのであれば、今、どれ

くらい、何年たっている老朽管の下水管が

何キロあって、これから、どういうふうな

スパンで、どういうふうに整備を進めてい

くのか、いろいろ建設常任委員会であった

とは思いますけれども、もう一度、今、平

成２６年度として、どこまでになるのか、

教えていただきたいと思います。 

 次に、側溝に雨水がたまって排水して、

集水桝がある、こういうふうな集水桝など

とか側溝をつくるに当たっては、国や国交

省が府の基準で時間あたり何ミリという

のが、その指針に従って道路の構造設計と

か集水桝の設計はされていると思うので

すけど、この安威川水域で摂津市は、６つ

の河川に囲まれて、ここ何年警戒水域まで

きているということで、一番気にされるの

は、決壊もそうですけれども、内水氾濫、

要するに、水がたまってしまうと、いかに

効率よく早く外に放出するかというのが

大事なことではないかなと思っておりま

す。 

 その時間確率の降雨量、それを、変更す

るに当たっては、どれだけコストがかかっ

てどうなるのか、そういう試算をされたこ

とがあるのか、どれだけコストがかかるの

か、もし、また、どういう取り組みを今後

していこうとお思いなのか、それを教えて

いただければと思います。 

 以上です。 

○野原修委員長 答弁を求めます。 

 樫本課長。 

○樫本下水道事業課長 中川委員のご質

問にお答えさせていただきます。 

 まず、下水道整備費で工事請負費の件な

のですけれども、これにつきましては、当

初の計画通りの場所で、下水道工事は竣工

しております。 

 それから、老朽管についてのご質問につ

いて、お答えさせていただきます。 

 下水道管につきましても、老朽化に対し

て長寿命化を施しなさいというのは、国の

ほうから言われているところでございま

す。 

 私どもも、これにつきまして、管渠内調

査など例年させていただきまして、その状
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態についての把握には努めております。 

 本市は、昭和４４年に公共下水道事業と

して、管等が利用されております。 

 これで、ちょうど４７年ほど前、若干５

０年経たないのですけれども、それぐらい

になって、もうそろそろコンクリート管の

耐用年数と言われる５０年には、差しかか

ってきているという状態にはなっており

ます。 

 ４０年以上の管渠につきましては、合流

管では、約１０キロほど、分流雨水では、

約０．３キロで、大体１０．３キロメート

ルほどになっております。 

 ３０年以上になりますと、それが合流管

では３８キロ、分流の雨水では４キロほど

の大体４２キロ程度というのが、概算とし

ては、今、持ち合わせているところでござ

います。 

 私どもとしましては、管渠の調査をしな

がら、古いところから管渠の調査をして状

態を測りながら、今後、それに対してどの

ような補修を、あるいは、長寿命化をやっ

ていこうかということを、場所を決めなが

ら進めていきたいと、今、考えているとこ

ろでございます。 

 それから、次に、１時間当たりの降雨量、

計画について、どの程度で考えているのか

ということにつきましては、１時間当たり

４８．４ミリで計画しております。 

 これにつきまして、例えば、この数量を

変える場合はどうなるのかということな

のですが、私どもには、雨水とか汚水の処

理を全て大阪府の施設である中央水みら

いセンターとか、あるいは、摂津ポンプ場

で処理をしております。 

 こういうのは、全て流域公共下水道とい

う形になっておりまして、摂津市独自で全

部排除しているわけではございません。 

 ですので、この計画の雨量につきまして

も、この流域にかかわる全市の分が、全部

その４８．４ミリの中で計画をされており

ますので、この数字を変えるとなりますと、

コスト計算はできないほど莫大な金額に

なることが予想されます。 

 その辺、かなりの労力と財政力が要るの

ではなかろうかと思っております。 

 ならば、どうすればいいのかというよう

なことを、ご質問であったと思いますけれ

ども、いろいろ考えてはいるのですけど、

これというのはなかなかないのですけど、

やはり、水をどこかでためるとか、そうい

うようなことを考えながらやっていかざ

るを得ないのかなと。つまり、最後の処理

のところまで持っていくにつきましては、

やはり、摂津市独自で持っていくところは

ございませんので、持っていくことに関し

ての制限があります。 

 ならば、どうするかといれば、やはり、

摂津市域の中で、どこかでためていく、雨

水、急激に降った水についてはためていく

というようなことも考えていかなければ

いけないのかなと思っております。 

 何分、その市域のところで広い土地とい

うのはなかなかありませんので、なかなか

思ったようなことは難しいとは思っては

いるのですけれども、方法としては、それ

ぐらいのことが一番手短な方法ではなか

ろうかというように考えております。 

 以上です。 

○野原修委員長 中川委員。 

○中川嘉彦委員 最初に建設工事のほう

ですけれども、第４次総合計画の中でも、

下水道事業の経営健全化を図るという中

でのバランスが大事だと思います。 

 工事をすればいいと、進めていくのも大

事ですけれども、やっぱり、全体のバラン
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スというのも大事なので、その辺は、しっ

かりと進めていただきたいと思います。 

 ということは、この大体２億円弱ぐらい

が、毎年、コンスタントにこれから、予算

組みとして変わりなく、２億円ぐらいは支

出されるというようなとらえ方でよろし

いでしょうか。 

 そういうふうに、ある程度、年次を決め

て、大体、金額の差がないような形で計画

を立てていっていただきたいということ

を、つけ添えておきます。 

 もう一つのほうですけれども、降水量、

時間当たりに対して、それを全部、もうち

ょっと、例えば、６０ミリとか大きい話に

すると、全体のところから変わってくると、

莫大なお金がかかると、もちろんそうだと

思います。 

 ただ、今、いろいろ摂津市というか、日

本全体で異常気象、ゲリラ豪雨、まして、

安威川は、警戒水域まで、本当に回数が頻

繁になっていると、そういうことを考えれ

ば、側溝だとか、そういうふうなことをい

じることなく、考えれば、今、方策が検討

中ということですけれども、その地下貯留

だとか、どういうふうにして、排出してい

くか、それを地下貯留にするにも、莫大な

お金がかかってくると思います。 

 多分、これには、そんな一朝一夕にどん

といい名案はないとは思いますけれども、

何分、市民の安心安全にかかわることです

ので、早急に対応と対策を一緒になって考

えていっていただきたいと思います。 

 以上です。 

 二つとも要望でいいです。 

○野原修委員長 弘委員。 

○弘豊委員 数点質問させていただきた

いと思います。 

 一つ目には、この年度、消費税が５パー

セントから８パーセントにということに

なりまして、使用料のほうでも、その分が

前年と比べて増えているということであ

ります。 

 この決算書を見てみましたら、１９億５，

２６５万５，６６１円とあらわれておりま

すけれども、当初予算での見込みと比べて

も、ちょっと多いんかなと思っております。 

 その辺、使用料収入の点で、この間の変

化はどういうふうに見ておられるのか、お

聞きしておきたいと思います。 

 それから、支出のほうでも、先ほど、一

般会計の議論でも少し述べましたけれど

も、消費税増税した影響というのは、出て

きているのではないかなと思っておりま

す。 

 そういった面、ちょっと漠としますけれ

ども、全体的に見て、それがどういうふう

に下水道、この取り替えのほうで影響とし

てあらわれてきているのかという分析の

ほうをお聞かせ願えたらと思います。 

 続いて、収入の点でもう１点。 

 一般会計繰入金、これは、２１億５，６

００万円ということで出ております。 

 先ほど、一般会計からの繰り出しがここ

で繰り入れということで、挙がってきてい

るわけですが、この分と収入でいくともう

一つ大きなのが、下水道債ということで、

１９億９，２２０万円ということになって

おります。  

 こうした収入が、歳出のほうでは、これ

までのさっきの分、公債費の償還事業に充

てられているということかと思うのです

けれども、そこのバランスといいますか、

そういった点で、どのように見ておられる

のか、この点、一つ確認で聞いておきたい

と思います。 

 それから、歳出の部分ですけれども、先
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ほどの中川委員の質問ともちょっと重な

るかなというふうには思ったのですが、確

認で聞いておきたいと思います。 

 下水道事業課にかかわるほうで、概要で

は、２３０ページになるかと思います。 

 公共下水道整備事業で、執行額は２億４，

９８５万１，９４８円ということですが、

当初予算では、これは、３億３，５０４万

１，０００円で挙がっていたかと思うので

す。 

 ここらあたり、当初で見込んでいた工事

は、やれたというふうにさっきはおっしゃ

ったのか、工事差金としては大きいなとい

うことになりますので、この点、お聞きし

ておきたいと思います。 

 それと、下水道業務課にかかわる部分の

歳出のほうでは、この間、何度かお聞きし

ておりますけれども、水洗便所の普及事業

ということで、今回、執行額は概要２２８

ページになりますが、２１７万９，８２０

円ということであります。 

 水洗化の動き、この間、何度か報告して

もらっていますけれども、この２０１４年

度分のここの実績についての評価と、今後、

対応とお考え、５点についてお聞かせくだ

さい。 

 以上。 

○野原修委員長 答弁を求めます。 

 樫本課長。 

○樫本下水道事業課長 弘委員の下水道

事業課にかかるご質問について、お答えさ

せてもらいます。 

 公共下水道整備事業が減額されたこと

についてのご質問について、お答えさせて

いただきます。 

 この公共下水道整備事業につきまして

は、工事費のほかに、公有財産の購入費や、

補償や補填、賠償金などが含まれておりま

す。 

 三箇牧雨水幹線につきましては、変わら

なかったのですけれども、土地の購入とか、

あるいは、移転補償につきまして、大分、

差額が出てきたものですので、この分が、

減額になったことにより、差が出てきてお

ります。 

 主な内容といたしましては、三箇牧の雨

水幹線にかかる分の土地の購入とかの分

が、予定よりもちょっと遅れた形になって

おりますので、その分で差異が出てきたと

いう形になっております。 

 以上です。 

○野原修委員長 野村参事。 

○野村土木下水道部参事 それでは、下水

道業務課にかかわりますご質問にお答え

させていただきます。 

 まず、１番目に、下水道使用料にかかわ

る部分で、消費税アップによる当初の見込

みの部分の評価ということでございます。 

 当初予算ベースで見ますと、決算額は、

約６，０００万円ほど多くなっております。 

 当初予算につきましては、前年度の当初

予算額に消費税のアップ分をオンした形

になっております。 

 ただ、決算額で、前年度の決算との比較

をしますと、平成２５年度の下水道使用料

が１９億７，３８４万４，８２９円という

ことですので、平成２６年度の１９億５，

２６５万５，６６１円を比較しますと、約

２，１００万の収入減という形になってお

ります。 

 この部分についてでございますが、我々

の見方といたしましては、消費税アップに

よる減というよりは、近年、企業でも家庭

でも、節水の意識が非常に強いと、家電製

品なんかでも、やっぱり、節水というのが、

前面に出された商品も結構出ているとい
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うことで、そのあたりの影響が、この前年

との使用料の減には、出ているのかなとい

うように考えております。 

 ２点目に、消費税増税の影響ということ

でございます。 

 確かに、消費税増税によって、先ほどの

答弁でありました工事とかいろいろな部

分が乗っかってくるわけですけれども、下

水道事業特会として消費税を納める部分

につきましては、平成２６年度のアップ分

については、平成２７年度に消費税の納税

という形になりますので、平成２６年度の

消費税の分については、平成２５年度分と

いう形になりますので、特段、関連はしな

いと思われます。 

 ３点目でございます。 

 一般会計のときにもご質問いただきま

した。特会のほうでは繰入金という形の部

分等での関係でございますけれども、特会

に限らず、先ほども申し上げましたとおり、

歳出を賄うには歳入の確保というのが、大

原則になりますので、そこを、どのような

形で収支のバランスを取っていくかとい

うところが、大きなところになるのかなと

思います。 

 その中では、繰入金もそうですが、平準

化債等もそうです。我々としては、収入の

確保の策を考えながら、また、支出面につ

いては、なかなか精査する部分というのが

少ないのでございますけれども、歳入にお

きまして、使用料という部分では、下水道

の整備されている地域への接続の啓発で

あるとかを含めながら、歳入確保を、いろ

いろな方法で手段で図っていくというの

が、一つかなと考えております。 

 そして、水洗便所の部分の普及事業に関

してでございます。 

 この中には、主にあるのは、水洗便所改

造の助成金であったり、貸付金の部分であ

ろうかなと思われます。 

 助成金につきましては、平成２６年度の

数字を見ますと、７２件ということで、前

年度、平成２５年度から見ますと、平成２

５年度が１１９件ですので、下がっておる

と、貸付金につきましても、平成２５年度

と平成２６年度の比較を見ますと、平成２

６年度が８件の貸付に対して、平成２５年

度が１０件だったと。 

 貸付金につきましては、昨今の接続工事

の費用につきましては、ほぼ、平均的な額

でということで貸付金が出ておりますの

で、接続される中では、この貸付を必ず利

用されるとは限らないという中で来てお

りますので、貸付金の増減というよりは、

接続の啓発を、今後も頑張ってやっていく

と。 

 助成金については、それに附随するもの

ということで、こういう制度があるという

ことを、どんどん啓発しながら、下水道の

接続の向上に努めていきたいと考えてお

ります。 

 以上です。 

○野原修委員長 暫時休憩します。 

（午後３時    休憩） 

（午後３時２０分 再開） 

○野原修委員長 再開します。 

 弘委員。 

○弘豊委員 それでは、２回目の質問させ

ていただきたいと思います。 

 １回目の質問が抽象的な部分もあって、

わかりにくかったかもわかりません。 

 下水道使用料の点で、予算よりかは多い

ですけれども、昨年と比較すると減額だと

いうことでありました。 

 ただ、前年と比べたときには、消費税分

が５％から８％へということだから、その
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比較で若干の減といったこと、使用する総

量としては大分減ったのかなみたいなこ

とを今、聞いて感じたんですが、水道と併

せてこの下水の使用料の徴収ということ

になっていってますけれども、水道のほう

もそんなに大きな減だったかなというこ

とで見たら、そうでもないように感じるん

ですが、そこのところ、年々減少していく

というふうなことではもちろんなくて、一

定こういったラインでというようなこと

があるかと思うんですが、先ほど一般会計

の議論の際に、法定外の繰り入れがなくな

ったらどういう影響が出てくるんだとい

う話の中で、歳入を増やしていく努力、ま

た、支出の面でいろいろと話があったかと

思うんですけれども、そこらあたりのとこ

ろ、見通しといいますか、どんなふうに感

じておられるのかということが聞いてお

きたかった点なんです。 

 それと、もう一点は、歳出の部分での消

費税の影響はというふうに聞いた分なん

ですけれども、この点については、例えば、

水道だったら原材料に消費税がかかって、

支払ってる分については、後々納める際に、

その分、相殺して納めるという形になって

くるかと思うんですけれども、下水の特会

見てみましたら、使用料でいただいた分の

税金の消費税の分は、そのまま歳出のとこ

ろで出ていくというふうになってたと思

うんです。 

 下水の事業を行っていくにかかわって

は、いろいろと下水管の整備、補修、その

他あるかと思うんですけれども、そういっ

た分は原材料とかいうことにはならなく

て、そのまま工事費に消費税かかった分と

いうのが業者さんにお支払いするという

ふうな、それで業者さんのほうから国に上

がっていくということなのかなというこ

とで言いましたら、今後、事業とかでいろ

いろと出た歳出、そういったものを使用料

と後々相殺していくということになりま

したら、使用料が上がる要因というのが二

重に利用する市民にかかっていくのかな

と思うんですけれども、そこらあたりのと

ころの認識ですね、そういったことでよい

のかどうか、お聞きしたいと思います。 

 あと、事業課のほうにかかわって、先ほ

ど整備費のところで、主に八町のところの

土地購入が持ち越しになったということ

ですから、今回の予算からの差額が次の２

７年度に回ってるという理解でいいわけ

ですね。 

 あと、最後に、水洗便所の普及事業のと

ころですけれども、今回７２件の水洗化に

移られてということでお聞きしました。ク

リーンセンターもなくなって、先ほど一般

会計の議論の中でも茨木、豊能にそれぞれ

という中で、やっぱりここのところ極力経

費が大きなものになると、使用料の収入も

そこでは入ってこないという中で、水洗化

の普及というのがどうしても急いでやっ

ていくことが必要だねというような議論

がこの間何度もあったと思うんですけれ

ども、その取り組みの状況として、２６年

度十分なものだったのかということが気

になりますし、以前からここの補助金なり、

貸し付けの制度はこれまでもしておりま

すように、借りたものを返すというような

ことですから、もう利用せずに助成金をそ

のままお支払いするというようなことが

多いのかなと思うんですが、この補助の制

度やっぱり見直しが必要なんじゃないか

と改めて思うんですが、そこらあたりの見

解についてお聞きしたいと思います。 

 以上、２回目の質問です。 

○野原修委員長 答弁求めます。 
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 野村参事。 

○野村土木下水道部参事 ２回目のご質

問にお答えいたします。 

 まず、下水道の使用料についてでござい

ますが、一般会計の繰り入れの基準外がな

くなったときの影響ということでござい

ます。 

 一般会計の決算のご審査いただいたと

きにもご答弁させていただいた中身で、２

６年度の決算でいえば約４億円ほどの基

準外の繰り入れですと。これが将来なくな

ったときの影響ということで、まず今の状

況でなくなったときということで考えま

すと、やっぱりその部分を単純に言います

と、２６年度の決算の状況でいいますと、

４億円がなくなるということは４億円歳

出でカットできるか、あとは、また歳入で

別で確保するかという形になろうかと思

います。 

 委員からありましたように、仮に使用料

の部分で考えますと、端数切り上げて大ざ

っぱな数字になりますけども、２６年の決

算の使用料が１９億５，０００万円ですの

で約２０億円とした場合に、そのまま仮に

基準外が乗っかったとしたときには２４

億円の使用料が必要になるということは

約２０％という形になってしまうんです

が、そこにつきましては、我々これまでか

らやってきているその下水道会計の健全

化という中で資本費の平準化債を入れた

りすることで、今でいいますと、その基準

外の繰り入れを入れることによって市民

負担については、その時々の社会経済情勢

を見ながらということで、いろいろ手を打

ってきているわけでございます。 

 そういう中でいいますと、基準外が丸々

なくなったときの手だてということにつ

いては、ロードマップの中でも書かせても

らってはおるんですけども、基準内と基準

外、当然その振り分けるべき基準というの

があるわけなんですけども、その部分につ

いては、今、まさに財政と協議を行ってる

中ですので、そういう面も含めまして、使

用料への影響というのは極力抑えたいな

とは思っておりますが、使用料の増につい

ては、使用料改定だけではなくて水洗化率

の向上というのも考えられますので、いろ

んな手だてを打っていかないといけない

のかなと思います。 

 そして、２番目に、消費税の増税によっ

て使用料への影響ということでございま

すが、確かに、消費税が今回の場合ですと

５％から８％に上がったということで、そ

の上がった部分について、それぞれの歳出

科目には影響してくるという中身で申し

ますと、下水道使用料に影響というのは全

くないのかというと、やっぱり影響は正直

してるのかなという部分は思っておりま

す。 

 ただ、使用料だけに目を置くわけじゃな

く、先ほども言いました、いろんな歳入の

部分でそのあたりをならしていくという

たら変ですけど、そういうふうな形でもっ

ていければと考えております。 

 それから、３点目に、水洗便所の貸付金

のご質問がございました。 

 先ほども触れさせていただきました、今、

平均的な工事費というのが今の貸付金の

額にニアリーの額なのかなというところ

を考えますと、それ以上の額というのは難

しいのではないかなと考えます。 

 また、貸付金ですので、先ほど委員から

もありましたとおり、後には返還していく

という義務も生じてきますので、そのあた

りも含めて、貸付金については３年で返還

していただくというような形で行ってお
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りますので、その中身で極力負担のかから

ない適正な額というのがやっぱり今の額

ではないかと考えております。 

 以上です。 

○野原修委員長 弘委員。 

○弘豊委員 もう３回目で、要望にとどめ

ておきたいと思います。使用料の問題は、

この２６年度で、やっぱり消費税分の部分

が引き上がるということで、市民にとって

は影響も大きかったというふうに当初予

算のときの議論でも行っております。 

 加えて、その前の年には上下水道の福祉

減免もなくなっていますから、いろいろと

暮らしで大変な時期に負担が大きくなっ

てきているという認識は、担当課の皆さん

にも持っていただいているというふうに

は思っております。 

 そんな中で、今やられてる今後の行革の

議論の中で、企業会計に進んでいく、全体

的には国のほうでも全国的な流れもそう

なのかなと思うけれども、本当にそれでや

っていけるのかということですよね。市民

にどういう影響が出てくるのかというこ

とがどうしても心配事として今、少し出さ

せていただきました。 

 単純にその基準外の繰り入れなくした

分が料金に上がるというようなことじゃ

ない。ただこれまでの大きな負債の部分で

すよね、この年度でも公債費償還で元金部

分だけで３８億円と、利子の分だけで１１

億円といった部分が支出で出ていくそう

いった中で、また新たな下水道債、資本費

平準化債ということでも今回、全体の下水

道債で１９億９，２２０万円ですね、これ

上がってるけれども、ここのところをまた

借金したお金で借金返済していくという

流れがある中で、そこらあたりの見通しが

なかなか理解しにくいなという部分があ

るんです。 

 そういった点では、この１年半、あとそ

れぐらいになりますかね、企業会計に向け

てという議論の中で、やはりその中でも市

民の暮らしへの影響ということをしっか

りと見ながら話し議論していっていただ

きたいなというふうに要望しておきたい

と思います。 

 また、水洗便所普及事業の関係で、公共

下水道接続率、普及率増やしていくんだと

いうことをずっと議論があって、一般廃棄

物の処理基本計画なんかでも今後の当面

の計画を出していただいてます。それでも

１００％というようなことにはなかなか

到達しにくい部分もちろんあろうかと思

いますけれども、やっぱりそこに近づけて

いく努力ですね、今後とも担当の中でご努

力いただきたいと思っております。 

 私のほうからは以上です。 

○野原修委員長 ほか。 

 木村委員。 

○木村勝彦委員 １点だけお聞きします。 

 下水道整備費、安威川以南の雨水幹線の

整備状況について、今現在どのようになっ

ておるのかということで、安威川以北が公

共下水の普及率が限りなく１００パーセ

ントに近いという状況の中で、安威川以南

との格差の問題がありますし、市民にとっ

ては、やっぱりその格差を解消してほしい

というのは安威川以南の市民の願いだと

思うんです。 

 もともとやっぱり安威川以南というの

は淀川のデルタ地帯みたいなところで、水

害の危険性が多くはらんでおりますし、そ

ういう点では、一日も早い雨水幹線の整備

が求められております。取り組み状況につ

いてお知らせください。 

○野原修委員長 樫本課長。 



- 54 - 

 

○樫本下水道事業課長 木村委員のご質

問にお答えさせていただきます。 

 現在、安威川以南におきまして公共下水

道として普及率は約３４．６％で、委員ご

指摘のとおり、安威川以北の合流式につき

ましては、ほぼ完了しているところからし

ますと、極端に差があるのは事実でござい

ます。 

 雨水管も私どもは計画的に整備を進め

ているところで、特に安威川以南に関しま

しては、二つの大きな雨水幹線の計画を立

てて事業を進めていく形ではやってるん

ですけれども、やはりどうしても雨水でも

汚水でもそうですが、下水につきましては、

下流側から工事を施工するということが

原則となっておりまして、一番の幹に当た

る部分がその辺の部分になってくる、特に

東別府は、ほぼ一番の幹になってくる状態

になっておりますので、どうしてもそちら

のほうを先に整備した状態で枝管がだん

だん伸びていくというのが整備の順番と

しては基本になっております。 

 ただ、ほかの地区につきましては、もう

既に幹線ができているところもございま

す。一昨年に鳥飼地区の雨水の整備も進め

て、今年度につきましても、一部雨水の整

備も進め、できるところにつきましては、

随時やれるところからやっていきたいと。 

 今後につきましても、そういうところを

見つけながら雨水の整備についてやって

いきたいと思っております。 

 以上です。 

○野原修委員長 木村委員。 

○木村勝彦委員 やっぱり安心・安全のま

ちづくりというのは、そういう災害がない

まちですからね、そういう点では、市民の

安心・安心を守るために公共下水、とりわ

け今の異常気象、ゲリラ豪雨等で災害が各

地で発生しているように、摂津市でもその

危険性というのが大いに大きくなってお

りますので、そういう点では、やっぱり一

日も早い完成を目指すために、事業を進め

ていくということにしてもらいたいと思

うんですけども、その辺の認識についてお

伺いします。 

○野原修委員長 樫本課長 

○樫本下水道事業課長 木村委員の２回

目のご質問にお答えさせてもらいます。 

 指摘のとおりだと私どもも考えており

ます。先ほどもご質問にお答えさせてもら

ったとおり、計画の管渠につきましては、

管渠を入れることに関しては当初の計画

どおりにはできたということになってお

るんですけども、随時そういうことの費用

においても、特に雨水に関しましては、今

後これはまた手続の問題はあるんですけ

れども、事前に４月年度当初にお示しさせ

ていただいた整備以外のところでまたそ

ういうようなことが発生したときには、で

きたらこういう機会をいただきましてご

説明させていただいて、場合によっては、

また新たな雨水を入れさせていただくと

かいうようなことの対応も今後考えてい

きたいと思っておりますので、よろしくお

願いいたします。 

○野原修委員長 藤浦委員。 

○藤浦雅彦委員 何点か質問させていた

だきたいと思います。 

 まず最初に、先ほども議論をされていま

すが、下水道特会そのものですね、２６年

度実質収支は９９０万円という黒字にな

りました。が、しかし、予定どおりになっ

たのかどうか、ちょっと不思議なところが

ありまして、例えば、先ほど議論がありま

した下水道使用料は１８億９，０００万円

の予算現額だったけども１９億５，２８２
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万円ということで、予定現額よりも実際に

は収入を決算をされていますが、だからと

いって、その差額が収支になったわけでは

なくて、出ていく分も同じように出ていっ

てるので、出ていく分も予定外で入ってく

る分も予定外と、こういうふうな感じにな

っているのかなと思うんですけどね、２５

年度も大体似たような感じで収支になっ

てまして、とんとんになってましたけども、

それも含めて会計として全体的に担当課

としてどうであったと総括されているの

か、最初にお願いしたいと思います。 

 それから、公債費です。決算書８２ペー

ジに、当初予算現額では約４７億７，４０

０万円公債費の支払いということになっ

ていますが、実際の執行は４９億７，５１

０万円となっていました。その辺で、どう

いうことになったのか、中身の説明をお願

いします。 

 それから、３点目に、先ほども議論があ

りました公共下水道事業の中で雨水幹線

の布設についてですけども、予算のときも

話を聞きました。一番最初に雨水幹線を入

れるというふうに聞いたときは２５年で

設計やって２６年から２８年で工事があ

りますということで、２８年度で、来年度

で完成ということで最初は認識したんで

すけど、いろいろ障害物が出てきて、例え

ば、ＪＲ東海の下をくぐるのにいろいろと

交渉があって、ＪＲ東海の指示がいろいろ

あったりしてね、その問題解決せなあきま

せんねんとかいろいろあるようなので、２

８年はどうも完成は無理なようでござい

ますが、じゃあ、いつ入るんだと、本幹線

はということで、今の予定を教えていただ

きたいと思います。 

 それから、最後に、先ほどもありました

水洗便所の改造助成金ですが、２６年度は

７２件ということで、１件５，０００円で

すよね。なかなか５，０００円では水洗便

所にしようという気持にはならないよう

な金額です。以前からの議論で、一気に上

げて推進してしまおうというような議論

もあったりしてね、今、午前中のいろいろ

議論してまして、し尿運搬処理料とか金額

は出てますので、計算してみました。 

 例えば、浄化槽の処理費用、これは茨木

市でやってます。３，９０８万円、１，４

００件ぐらいですかね、今ね。割ると大体

３万円。だから１件３万円ぐらいのお金が

処理料としてかかってると。 

 それから、もう一方の汚水は運搬料だけ

で４，０１５万円。３８９件って言われて

ましたね。これ割ると１０万円です。 

 それから、処理料に２，７１８万円。こ

れは割ると７万円。だから１件減ると１７

万円年間で、簡単にものごっつう乱暴な計

算ですけどね、処理料が１７万円減るとい

うことであれば、少しそれを根拠として、

例えば、浄化槽の水洗に切り替えるときに

は助成額をこんだけ、それから、汚水のし

尿の分を今度は切り替えるときには少し

多目に、１７万円減額されるからそれなり

の金額を助成金として一定期間を助成す

るという考え方は筋が通ってるのではな

いかと思いますが、担当課としての考え方

を一度教えてください。 

 以上です。 

○野原修委員長 答弁求めます。 

 樫本課長。 

○樫本下水道事業課長 藤浦委員の下水

道事業課にかかる質問についてお答えさ

せていただきます。 

 雨水の幹線につきましての今までの整

備の進捗の状況についてのご質問にお答

えさせていただきます。 
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 先ほどもお話させていただいたとおり、

安威川以南の雨水幹線、今、懸案になって

おりますのは東別府地内の雨水をとる仮

称東別府雨水幹線と、あと、番田水路の水

門の設置で番田水路から流れてくる分と

八町の一部の地区をとる三箇牧の鳥飼雨

水幹線の、この２本が大きな雨水の工事と

して今までも述べてこさせてもらってい

たと思っております。 

 まず、東別府の雨水幹線なんですけれど

も、たびたびご説明させていただいており

ますとおり、いろいろ障害物等がございま

す。新幹線との交差もありました。それで

新幹線との交差があるので、それに対する

影響の委託をしないといけないと。これは

ＪＲ東海からの指示という形でさせてい

ただいたということで時間が延びたこと

もあります。 

 併せまして、ちょうど東別府４丁目のト

ライアルの北側にあります東別府排水路

というところにその雨水管を入れる予定

にはなっているんですけれども、そこに大

阪府営の工業用水の管がございます。それ

につきましても支障になるということで、

この移設についていろいろ協議をしてま

いりました。 

 結果的に私どもの水路ですので、私ども

の水路のところを占用しているので、向こ

うの負担で移設をするという結論に平成

２６年にやってきた次第でございまして、

そこで管理者同士での私どもと大阪府の

ほうとでは合意に達したというのが、まず

昨年度の大きな仕事になっております。 

 今年度につきましては、移設についても

結構大きな管ですので、また委託をしない

といけない、あるいはその新幹線の交差が

また同様にございますので、そこについて

もまたやらないといけないというような

ことがありますので、やはりその委託で２

年ぐらいかかって、施工で１年かかるとな

ってきますと、早くても平成３０年度以降

の施工の着手になるのかなというような

認識をしています。 

 それから、次に、三箇牧のほうなんです

けれども、これにつきましては、土地の購

入などにつきましての作業を進めており

ました。その辺につきましての支障につい

てはなくなってきてるんですけれども、つ

い近々の話になってはいるんですけども、

社会資本整備総合交付金のほうなんです

けれども、これがなかなか見通しが来年度

厳しいと、思ったとおりにもらえるかどう

かが厳しいということも聞いております。 

 ここにつきましては、摂津市だけで整備

費を出すのではなく、受益する面積が高槻

市が８７％ほど持っておりますので、費用

負担につきましても高槻市がその分の費

用を負担していただく形になっておりま

す。その中で、交付金が満額もらえなくな

ると、これは当然、高槻市のほうにも費用

負担を要求していかないとという形にな

っておりますので、私どもだけの費用で

云々という形ではいけない形になり、当然、

高槻市のほうとの協議も発生する中で、補

助のもらえない中でどうなるんやという

ようなことを今、協議を行っているところ

でありますので、これは高槻市、摂津市両

方ともお金を出すということで、両輪がな

いとなかなか事業としては進められない

ところもあります。 

 ただ、私どもとしましては、来年度から

進めたいと思ってはいるんですけれども、

そういう問題がありますので、ひょっとし

たらその辺はずれてしまうのかもしれな

いのかなと。まだ結論までには至ってない

んですけれども、今そういう事情になって
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いるところでございます。 

 以上です。 

○野原修委員長 野村参事。 

○野村土木下水道部参事 それでは、下水

道業務課にかかわりますご質問にお答え

させていただきます。 

 まず、平成２６年度の決算を総括してと

いうことでございます。 

 歳入面におきましては、先ほど来、出て

おります使用料収入につきましては前年

度より若干減少をしているということを

見ますと、使用水量が近年ほぼ横ばいの状

態で推移しておったものが、今後は横ばい、

ないしは穏やかな減少傾向で推移するの

ではないかなという見込みを今、持ってお

ります。 

 また、一般会計の繰入金につきましても、

本市の財政状況等から見ますと現状の繰

り入れ以上というのはなかなか難しいの

かなというところから考えますと、依然と

して資本費平準化債等の発行が必要な状

況ではないかと見ております。 

 また、歳出面につきましては、これも公

債費先ほども出ておりますけども、公債費

の占める割合が歳出全体のほぼ８０％と

いう状況でありまして、これに流域下水道

の維持管理負担金や建設資金等合わせま

すと、ほぼ歳出の９０％から９５％が、俗

に言う義務的な経費みたいな形になって

おりまして、非常に財政の硬直化というの

が顕著になってきているのではないかな

と考えております。 

 それに加えまして、先ほど来から出てお

ります下水道管の老朽化に伴う延命化で

あったり更新等の費用は今後発生してく

ると思われますので、この部分については、

引き続きコスト縮減できる部分について

は縮減に取り組んでいき、現在、準備して

おります企業会計の導入によって、より効

率的な財政運営を図っていきたいと考え

ております。 

 次に、公債費の執行額ということでござ

います。 

 この部分につきましては、２６年度補正

を行いまして、大阪府の施設整備資金貸付

金を繰上償還行ったということで、当初予

算額から見ると補正によってその分増額

している形になっております。 

 ３点目、水洗便所の助成金について、委

員のほうから、一気に上げて水洗化率の飛

躍的な向上を狙うのはどうかというご意

見を頂戴いたしました。 

 確かに、今残っているし尿や浄化槽の世

帯数をそれぞれにかかる経費から割って

いくと、委員からご提言ありました金額が

出てくるわけでございます。 

 ただ、その部分についてでございますが、

今現在、市内の下水道の普及率が９８．

９％、水洗化率が９５．３％となっている

中では、正直、まだ市街化調整区域等、下

水道管がまだ布設されてない地域もござ

います。そういう市域全体的に見ると、や

っぱり今まで設置されてきた世帯等との

公平性というところも私たち無視できな

いところがございます。 

 あと、それだけの公費を投入するわけで

すので、やっぱり費用対効果というところ

の検証も非常に必要になってくるといい

ますのは、今現在、し尿の地域の中で未接

続の世帯なんかを見ますと、高齢の世帯で

あったり、独居の老人の方とか、いろいろ

条件的にも厳しいような世帯もございま

す。その中で、どれだけの費用を投資する

といけるのかというところが若干見えて

こないところもございますので、今現在で

は助成金については、まず公平性というと
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ころを考えて、しばらく継続させていただ

きたいと思っております。 

 以上です。 

○野原修委員長 藤浦委員。 

○藤浦雅彦委員 さきの水洗化を進める

という話は使用料の話だけではなくて、先

ほども豊能町と茨木市との話し合いの約

束を守るということもありますし、非常に

数がだんだん減ると一件一件の単価が高

くなっていくということにもなります。乱

暴ですけど先ほど、実際にこれだけ費用が

かかってるんだというのは一つの根拠に

もなると思うんです。だから、一度それは

ぜひ検討もしていただきたいと思います。 

 全体的に残ってる水洗化率を上げたと

しても、恐らくそんなに劇的な改善ができ

るような状況にはないと思うんですね、数

年の使用料等の推移を見てますと。どちら

かというと減っていく傾向にある。実は、

この２６年の４月から新しい大型マンシ

ョン入居が始まって口数としては多分増

えてると思うにもかかわらず減ってると

いうのは、それだけ節水されてる傾向は強

くなってるということだと思うんです。 

 以前に２６年の２月に今後の公債費計

画をということでペーパー出してもらい

ました。これによると、公債費がずっと高

いというのが非常に圧迫をされていくん

ですよね。これで見ると、３２年まで４０

億円台が続くんです。３３年になると３９

億円とちょっと下がるんですけども、これ

とて２７年以降の事業については入れて

ないということですから、実は、これは正

確なものではないわけですね。 

 そういったものを一般会計とかについ

ては付け足しで見通しをつくられて、毎年

変更されていますけど、その時点ではこう

いう事業があるということがわかるよう

になってますけど、なかなか下水はそれが

わからないということで、下水道の中期財

政見通しをつくられたらどうですかとい

うことを随分言ってきたんですが、以前の

答弁では、今それぞれの整備についての計

画ができてないと。実際にどういう年次計

画をするかまでできてないから、そういう

ものができたら中期財政見通し的なもの

をつくりたいというふうな答弁をいただ

いておりましたけど、先ほどもいよいよ公

会計制度を入れて水道と合併するという

準備に入っていく段階で、そういったもの

も見通しながら、少し中長期的に会計を見

ていくことが必要やと思うんですけども、

見たらびっくりするようなことになって

るかもしれません、ひょっとしたら。非常

に厳しいということになるかもわかれへ

んけども、それはそれで明かしていかなあ

かんと思いますが、そのことについての考

えを最後にお聞きしたいと思います。 

○野原修委員長 野村参事。 

○野村土木下水道部参事 それでは、２回

目のご質問にお答えさせていただきます。 

 下水道会計の今後の財政見通し、とりわ

け中期的な財政見通しということでのご

質問でございます。 

 確かに、使用料の考え方等も含めて、こ

れからの下水道会計の健全化というとこ

ろを考えていきますと、やっぱり中長期的

な見通しを立てるというのは大変必要な

ことかなと考えております。 

 その中で、先ほどのご質問の中にもあり

ましたとおり、これからの工事であったり

維持補修費等、とりわけ国庫の補助金の関

係とかで非常に見通しが立ちにくい状況

というのがこの数年かなと。ここから先に

ついても非常に厳しいというのも先ほど

樫本下水道事業課長のほうからの答弁も
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ありましたように、なかなか目先の計画も

立てづらいというような状況ではござい

ますけども、今、地方公営企業の法適化の

準備ということで取り組んでいる真っ最

中でございます。 

 実は、その中で、国のほうからも公営企

業化を進めた後には経営戦略と申しまし

ょうか、公営企業になるわけですので、そ

の辺を含めた経営戦略というのも立てな

さいというような通達も出ておりますの

で、今の公営企業化の事務を進める中で、

次の段階として委員からご指摘のありま

したとおり、その中長期的なものを見通す

そういう材料を策定していかなければな

らないと考えております。よろしくお願い

します。 

○野原修委員長 藤浦委員 

○藤浦雅彦委員 このことはもうちょっ

と前から申し上げておりますので、いろん

な作業があって大変だと思いますけど、ぜ

ひ早い段階でそういう整理をしていただ

いて、やっぱり計画性を持った事業展開が

できるようにお願いしたいと思います。 

 それから、先ほど言い忘れましたが、雨

水幹線もいつ入るかようわからんような

ことになっていますが、できるだけ早い時

期に入れていただくように、これも期待を

しています。やっぱり待ったなしなんです

よね、これ。集中豪雨これだけ多いし、一

つの切り札的に以南については災害対策

ということでやっていきますので、ぜひこ

れはそういう緊張感を持って取り組んで

いただきたいということをお願いをして

質問を終わります。 

○野原修委員長 以上で質疑を終わりま

す。 

 暫時休憩します。 

（午後４時３分 休憩） 

（午後４時５分 再開） 

○野原修委員長 再開します。 

 認定第２号及び議案第５６号の審査を

行います。 

 補足説明を求めます。 

 渡辺水道部長。 

○渡辺水道部長 今回、平成２６年度水道

事業会計決算認定とともに議案第５６号

の審査をお願いするわけでございますが、

議案第５６号につきましては、地方公営企

業の会計基準の見直しに伴う上程となっ

ておりますので、決算認定の補足説明に先

立ちまして、会計基準の見直し内容の説明

をさせていただきます。 

 今回、改正となりました地方公営企業の

新会計基準は、現行の民間企業の会計原則

の考え方を最大限取り入れ、他の企業との

比較を容易にするとともに、地方公営企業

の特性を勘案し、財務状況の透明性の向上

を図る目的となっております。平成２６年

度から本市水道事業にも新会計基準を適

用いたしております。 

 また、財務諸表への影響につきましては、

摂津市監査委員からの平成２６年度水道

事業会計決算審査意見書の２ページに簡

潔に掲載をいただいておりますのでご参

照いただきたいと思います。 

 それでは、本市決算内容にかかわります

制度改正を項目ごとに説明をさせていた

だきます。全部で８項目ございます。 

 まず、１項目め、借入資本金制度の廃止

でございます。 

 見直し前の基準では、企業債は借入資本

金として貸借対照表の資本の部として計

上しておりましたが、見直しにより民間企

業と同様に負債に計上することとなりま

した。 

 ２項目めでございます。補助金等によっ
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て取得した固定資産の償却制度の改正で

ございます。 

 補助金等により固定資産を取得した場

合は、その取得価格から補助金等の額を差

し引いて減価償却することができました。

これをみなし償却制度と呼んでおりまし

たが、今回の見直しにより廃止となりまし

た。 

 しかし、摂津市水道事業会計ではみなし

償却制度は採用していなかったため、追加

で減価償却を行わなければならなくなる

ような影響はございません。 

 ３項目め、引当金計上の義務化でござい

ます。 

 会計制度の見直しによりまして、退職給

付引当金、賞与引当金、修繕引当金、特別

修繕引当金、貸倒引当金の計上が義務づけ

られました。 

 ４項目め、キャッシュ・フロー計算書作

成の義務化でございます。 

 キャッシュ・フロー計算書は企業内の資

金の動きを示す財務諸表の一種で、従来の

資金計画書に代わって作成が義務づけら

れました。 

 ５項目め、注記の義務化でございます。 

 会計処理や財務諸表に関する方針の説

明を記載した注記を添付することが義務

づけられました。 

 ６項目め、組入資本金制度の廃止でござ

います。 

 見直し前においては、減債積立金や建設

改良積立金を使用した場合は、その額を自

己資本金に組み入れることとなっていま

した。この制度が廃止されたため、使用し

た積立金相当額は未処分利益剰余金に振

り替えられることとなり、この振り替えら

れた未処分利益剰余金は議会の議決を経

て資本金に組み入れることとなりました。 

 ７項目めは、資本剰余金制度の廃止でご

ざいます。 

 資本剰余金制度が廃止され、長期前受金

及び長期前受金収益化累計額が負債の部

の繰延収益として計上されたことにより、

平成２６年度当初の会計制度見直し時点

の長期前受金収益化累計額に相当する額

が未処分利益剰余金に計上されることと

なりました。 

 この未処分利益剰余金につきましては、

平成２６年度のみの処理として議会の議

決を経て資本金に組み入れることができ

ます。 

 最後、８項目め、財務諸表への影響でご

ざいます。 

 損益計算書におきましては、長期前受金

戻入により収入が増加し、その他特別損失

により費用が増加しております。 

 また、当年度未処分利益剰余金は、その

他未処分利益剰余金変動額が増加したこ

とにより増加しております。 

 次に、貸借対照表におきましては、資本

の部の借入資本金が企業債として負債に

移動し、同じく資本の部の資本剰余金が繰

延収益として負債の部に移動したため資

本が減少し、負債が増加しております。 

 簡単ではございますが、以上、会計基準

の見直し内容の説明とさせていただきま

す。 

 続きまして、認定第２号、平成２６年度

摂津市水道事業会計決算認定の件につき

まして、決算書に基づき、目を追って主な

ものについて補足説明をさせていただき

ます。 

 決算書の１４ページをお開き願います。 

 平成２６年度摂津市水道事業報告書、１、

概況で、平成２６年度の年間総配水量は１，

０４６万６，３２０立方メートル、前年度
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に比べ２４万７，１７０立方メートルの減

少となっております。 

 また、年間総給水量は９７０万９３１立

方メートルで、前年度に比べ１６万７，３

８３立方メートルの減少となっておりま

す。これは、節水意識の定着や節水器具の

普及などによるものでございます。 

 総配水量の水源別内訳につきましては、

別表１、年間総配水量に記載のとおり、自

己水が３４６万８００立方メートルで構

成比は３３．１％、大阪広域水道企業団が

７００万５，５２０立方メートルで構成比

は６６．９％となり、自己水の構成比が前

年度に比べ０．５ポイント上昇しておりま

す。 

 次に、給水原価でございますが、１５ペ

ージの別表２、給水原価・供給単価の推移

に２段書きで記載いたしております。 

 これは会計制度の見直しに伴い、給水原

価の算式が変更されたことから、変更前の

算式による原価を上段に括弧書きし、変更

後の算式による原価を下段に記載したも

のでございます。 

 変更前の給水原価は１８２円３７銭で

前年度に比べ９銭の減となっております。

変更後の給水原価は１７９円２０銭で、変

更前に比べ３円１７銭下回っております

が、これは給水原価の算出に当たり総費用

から新たに長期前受金戻入額を差し引い

たことによるものでございます。供給単価

は１９５円２２銭で、前年度に比べ１．

１％、２円１３銭の減額となっております。 

 ２４ページをお開き願います。 

 収益費用明細書についてご説明申し上

げます。 

 まず、収益でございますが、款１水道事

業収益、項１営業収益、目１給水収益は１

８億９，３８０万９，７４８円で、前年度

に比べ２．８％、５，３７２万６，７０４

円の減額となっております。これは、節水

などに伴う水需要の減少によるものでご

ざいます。 

 目２受託工事収益は１９７万４，２６１

円で、前年度に比べ８９．６％、１，７０

６万２，７６２円の減額となっております。

これは、公共下水道工事に伴う水道管移設

受託工事の減少等によるものでございま

す。 

 目２受託事業収益は２，９８５万７，４

０７円で、前年度に比べ１０．６％、３５

４万３，５４５円の減額となっております。

これは、料金徴収経費の減少に伴い、下水

道使用料徴収受託料を減額したことによ

るものでございます。 

 目４他会計負担金は２５０万７，４２７

円で、前年度に比べ１０９．６％、１３１

万１，３１５円の増額となっております。

これは、消火栓の修繕費の増加などにより

一般会計負担金が増加したものでござい

ます。 

 目５その他営業収益は８０９万２，６４

６円で、前年度に比べ１２．２％、１１２

万５０６円の減額となっております。これ

は、集合住宅の新築戸数の減少に伴い、設

計審査及び工事検査にかかる手数料が減

少したことなどによるものでございます。 

 項２営業外収益、目１受取利息及び配当

金は２４２万４，４３１円で、前年度に比

べ１４．８％、３１万１，９０４円の増額

となっております。これは、預金利息が増

加したものでございます。 

 目２土地物件収益は３４７万２，７５０

円で、前年度に比べ３．０％、１０万円の

増額となっております。これは、旧鳥飼送

水所跡地の使用期間が８か月から１２か

月となったため土地使用料が増加したも
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のでございます。 

 目３納付金は５，０１２万８３３円で、

前年度に比べ６０．１％、７，６７０万４，

１６７円の減額となっております。これは、

集合住宅の新築戸数の減少などによるも

のでございます。 

 目４他会計負担金は４９３万１，１９９

円で、前年度に比べ３２．９％、２４１万

７，３１９円の減額となっております。こ

れは、児童手当の減少などに伴い、一般会

計負担金が減少したものでございます。 

 目５長期前受金戻入は３，０７６万９，

５５２円で、前年度に比べ皆増となってお

ります。これは、みなし償却制度の廃止に

伴い、資産償却にかかる補助金などを長期

前受金として負債計上した上で減債償却

見合いを収益化することになったもので

ございます。 

 目６雑収益は１７２万６，０６９円で、

前年度に比べ９４．２％、８３万７，４２

３円の増額となっております。これは、互

助会補給金にかかる不当利得返還金が生

じたことなどによるものでございます。 

 続きまして、２５ページ、費用でござい

ます。 

 款１水道事業費用、項１営業費用、目１

原水浄水及び送水費は８億５，９５３万９，

７１７円で、前年度に比べ２．０％、１，

７７９万３，２８７円の減額となっており

ます。これは、大阪広域水道企業団からの

受水にかかる費用が減少したことなどに

よるものでございます。 

 ２５ページから２６ページにかけまし

て、目２配水・給水費は１億８，４２２万

２，３２５円で、前年度に比べ０．３％、

４６万５，５６３円の減額となっておりま

す。これは、給配水管にかかる修繕費の減

少などによるものでございます。 

 目３受託工事費は１，０１９万３５９円

で、前年度に比べ５９．６％、１，５０１

万３８８円の減額となっております。これ

は、公共下水道工事に伴う水道管移設受託

工事にかかる工事請負費の減少などによ

るものでございます。 

 目４業務費は９，５５７万６，８２５円

で、前年度に比べ３．５％、３２５万５，

８１７円の増額となっております これ

は、人件費の増加などによるものでござい

ます。 

 続きまして、２７ページ、目５総係費は

１億７，９３５万４，３５５円で、前年度

に比べ８万６，７８４円の減額となってお

ります。これは、工事請負費の減少などに

よるものでございます。 

 目６減価償却費は３億４，８３１万８，

０６８円で、前年度に比べ５．９％、２，

１６６万８，９９２円の減額となっており

ます。これは、機械及び装置などの減価償

却費が減少したものでございます。 

 ２８ページ、目７資産減耗費は２，３８

１万４，１０４円で、前年度に比べ１５８．

２％、１，４５８万９，３７１円の増額と

なっております。これは、鳥飼送水所の受

変電設備更新に当たり旧設備を処分した

ことから、固定資産除却費が増加したもの

でございます。 

 項２営業外費用、目１支払利息及び企業

債取扱諸費は７，６０９万８，４８１円で、

前年度に比べ１０．７％、９０８万１，４

６０円の減額となっております。これは、

企業債利息が減少したものでございます。 

 目２雑支出は２２２万５，７１４円で、

前年度に比べ７．３％、１７万６，１７２

円の減額となっております。これは、水道

料金の過年度還付金の減少などによるも

のでございます。 
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 項３特別損失、目１その他特別損失は７，

１２３万７，０００円で、前年度に比べ１，

２６８．７％、６，６０３万２，４５８円

の増額となっております。これは、賞与引

当金及び貸倒引当金の計上が義務化され

たことに伴い、引当不足額を計上したもの

でございます。 

 続きまして、同じく２８ページ、２、資

本的収入支出明細書についてご説明申し

上げます。 

 款１資本的収入、項１、目１企業債は３，

０００万円で前年度と同額でございます。 

 項２、目１工事負担金は３０万円で、前

年度より５０％、３０万円の減額となって

おります。これは、消火栓設置数の減少に

伴い、一般会計負担金が減少したものでご

ざいます。 

 項３補助金、目１国庫補助金は３８０万

円で、前年度に比べ皆増となっております。

これは、国庫補助事業の実施に伴うもので

ございます。 

 次に、支出でございますが、款１資本的

支出、項１建設改良費、目１施設改修費は

３億４，４５６万４，９９２円で、前年度

に比べ２９０．０％、２億５，６２１万７，

９９２円の増額となっております。これは、

施設整備計画に基づき鳥飼送水所の受変

電設備更新工事などを実施したものでご

ざいます。 

 目２固定資産取得費は、２，９３１万７

４０円で、前年度に比べ８．０％、２１８

万３，７０７円の増額となっております。

これは、加圧式小型給水車を購入したこと

などによるものでございます。 

 ２９ページ、目３配水管整備事業費は、

２億１，０３６万５，８４４円で、前年度

比べ１５．５％、２，８１９万２,１４２

円の増額となっております。これは、工事

請負費が増加したものでございます。 

 項２、目１企業債償還金は、２億５，９

８２万１，２１２円で、前年度に比べ２％、

５３１万５，１８４円の減額となっており

ます。 

 以上、平成２６年度摂津市水道事業会計

決算内容の補足説明とさせていただきま

す。よろしくお願いいたします。 

○野原修委員長 説明は終わり、質疑に入

ります。 

 中川委員。 

○中川嘉彦委員 認定第２号でよろしく

お願いします。 

 それでは、質問させていただきます。 

 水道事業会計、今お聞きしました。はっ

きり言って厳しい内容なのかなというふ

うに捉えています。その中で営業収益、今

ご説明にもありましたように、節水意識の

向上や節水器の普及で水需要が減ってる

という、水需要の中の一番根幹の部分が、

収益が揺らいでるのかなと。その中で営業

収益、ことしは１９億円ぐらいということ

ですけれども、前年度７，４００万円減っ

てます。その場合、２４年度から２５年度

で約２，０００万円減ってると。だんだん

だんだん２，０００万円、ことしは７，０

００万円、こういう状況が続いていくのか

なという中で、いろいろ対策はあると思い

ますけれども、その基幹事業として、根幹

のその水道事業の収益部分の何か対策と

か、何かあればお教えいただければと思い

ます。 

 それによって、企業債の話ですけれども、

２５年度年度末には３１億５，０００万円

ぐらいあったのが、今年度２９億２，００

０万円足らず、約２億３，０００万円ぐら

いはお返しになってると。そういう姿勢と、

収益は余り入ってこない。借金はちゃんと
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こつこつ返していく。どこかにひずみとか

何かが出てくるんじゃないかなというふ

うに思って。この企業債の返済契約につい

てもお教えいただきたいと思います。 

 そして、先ほど下水のほうでもお話しし

たんですけれども、水道管の更新時期、い

ろいろ多額の費用がかかると、過去にいろ

いろお聞きしたことがあります。今どうい

うふうな状況で、どういうふうにこれから

当然手当引き当てをしていかなきゃいけ

ないと思いますけれども、事業計画、どう

いう老朽管がどれぐらいあって、これから

どういうスパンで入れ替えしていくのか、

簡単にご説明いただければと思います。 

 そういう中で、一番心配するのは、水道

料金の値上げについてです。今よく私の耳

には水道料金が摂津市は高いという中で、

その水道料金にこういうふうな事業収入

の状況をもとに、どういうふうにお考えに

なるのか、転嫁されるのか、その辺を教え

ていただければと思います。 

 以上です。 

○野原修委員長 答弁を求めます。 

 末永課長。 

○末永水道施設課長 中川委員さんの１

回目のご質問にお答えさせていただきま

す 

 ３番目にご質問いただきました水道管

の老朽化の状況でございます。老朽化につ

きましては、今までも耐用年数云々で、配

水管整備事業で布設替えをやらせていた

だいてきたところでございますが、水道管

自身、耐用年数は４０年という耐用年数を

持っております。その中で年代的に見ます

と、昭和４９年以前に埋設した管が現在の

市内全体で２３５キロの管路の中で、老朽

管が８０キロと、概ね３４％という状況で、

に残っております。そのうち老朽管に対し

ては、今までやっておりまして、幾らかの

老朽管も減ってきたかと思いますが、前回

の予算でご説明させていただきましたと

おり、平成２７年度よりは水道ビジョンに

のっとりまして、基幹管路の更新という形

で、大きな災害とかに備えまして、２７年

以降は更新計画、基幹管路を中心にやって

いきたいという計画となっております。 

 以上でございます。 

○野原修委員長 小明課長。 

○小明営業課長 それでは、中川委員のま

ず最初のご質問なんですが、年々営業収益

のほうが減ってきているという中で、給水

収益だけ見ましても年々減ってきている

状況でございます。これはいつ下げどまる

のかなということで見ているんですが、大

体毎年、前年度と比べると減ってきており

まして、ことしの決算でも御存じのように、

約５，４００万円という形で減ってきてお

ります。内容といたしましては、やはり各

ご家庭、いわゆる１３ミリ、２０ミリとい

ったメーターをお使いのところでも、前年

度に比べると約１％ぐらい減少しており

ます。 

 それとまた、事業所関係でも、過去より

今まで統計のとってる、かなりお使いのあ

る３万トン以上ぐらい、過去使われた企業

さんの集計で、約１．６％ぐらいの減少を

しておりまして、それから中小規模の事業

所さんでも大体９．２％ぐらい。それから

大きな集合住宅を見ましても、大体平均で

１．６％ぐらいの減少になってきておりま

して、毎年これが同じような形で減ってき

ているということで、先ほど来出ている、

やはり節水器具の普及だとか、やっぱり節

水意識が強く根づいているのかなという

結果で、一番営業収益の中でも大きなもの

を占める給水収益、これがだんだん減少し
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ていって、営業収益自体が減少してきてい

るのかなと考えております。 

○野原修委員長 石川次長。 

○石川水道部次長 企業債の返還の考え

方というご質問があったかと思うんです

けども、企業債については今後更新計画等、

整備を行っていけば、当然そういったもの

の財源として起債を発行していかなけれ

ばならないと考えております。幸い、今時

点では低率ということで、比較的借りやす

い環境なのかなとは思っています。当然、

企業債を発行していけば、起債の元利償還、

それから物ができれば減価償却費も増え

ていくということで、経営としては大変厳

しくなっていくと考えております。 

 こういった中で、料金改定の考え方とい

うことでございますけども、当然、公共料

金ということで、能率的な経営をしていく

中で、どうしても給水原価が料金で回収で

きないということになれば、これは料金改

定をお願いしていかざるを得ないという

ふうに考えております。 

 以上でございます。 

○野原修委員長 小明課長。 

○小明営業課長 先ほど１点抜けており

まして、申しわけございません。 

 今後の水需要の減少に伴う何か対策等

は考えておられるんですかというご質問

だったと思うんですが、今年度から市が行

うイベントに参加をして、直近では１１月

の環境フェスティバルとかいろいろござ

いますんで、そういうところに一部ブース

をお借りをして、きき水をしたり、つくり

ましたＤＶＤを流したり、パネルを掲示し

たりということでＰＲをしていきたいと

考えております。 

 それとまた、各小学校、まだ設置はして

おりませんけど、直圧の水道をつけさせて

いただいて、子どもたちにも安全で安心な

水、直接飲める水ということをＰＲをして

いこうというふうなことを考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○野原修委員長 中川委員。 

○中川嘉彦委員 ご答弁ありがとうござ

います。 

 まず、先ほどの基幹収益の水の問題です

けれども、これは同じ形で減る減少傾向、

右肩下がりですか、そういうのが続くとい

う、今ご認識だったと思うんですけども、

そうするととまらない、もちろん人口減少

もあります。だからこの基幹の営業収益を

どうやってとめるか。今いろいろ啓発する。

そういうのも大事なことだと思うんです

けど、もっと抜本的なことが対策が求めら

れてるんじゃないかなと思います。かとい

って、すぐに大きなウルトラＣ的な解決策

なんていうのはないかもわからないんで

すけれども、もうちょっとここを焦点に

近々に検討を進めていっていただければ

なと。逆にここが改善されなければ、この

水道事業のこの企業会計がよくなったと

しても、企業会計そのものが意味ないもの

になってくると思いますので、しっかりと

その、基幹の営業収益の部分の減少対策を

講じていただきたいと思います。 

 そして次に、管路の話ですけれども、い

ろいろ基幹管路の事業が２７年度から進

められるというふうになっております。基

幹事業でこういうふうに管路を進めてい

くことによって、かなりお金がかかってく

ると思います。第４次総合計画の中でも、

たしか１リットルに大体２００円前後ぐ

らいの費用がかかると。それを平成３２年

はある程度の数字が出てたと思うんです

けれども、こういうふうな形でいくと、そ
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のお金の部分、１リットル幾らというのが、

今のこの財政見通しと、そういうふうな管

路の整備とかことを考えれば厳しいんじ

ゃないかなと思うんですけれども、その辺

の認識をもう一度お聞かせ願います。 

 あと、その企業債の残高については、い

ろいろバランスがあると思いますので、こ

の企業債から発展して、先ほどその管路の

整備、入れ替えに関してもそうですけれど

も、一番その水道料金に転嫁する部分なく

進めていっていただきたいと。今、地方で

は、私が知る限りには、新聞やテレビでは

水道料金の値上げがなかなか今の現状だ

ったらやっていけないというのをいろん

なところで聞いたり見たりします。ぜひ、

摂津市は、現状維持、最低でも現状維持を

目標に頑張っていただきたいと思います。 

 以上です。 

○野原修委員長 答弁を求めます。 

 末永課長。 

○末永水道施設課長 中川委員さんの２

回目のご質問にお答えさせていただきま

す。 

 先ほどお話にもありました管路の更新、

費用がかかるというお話なんですが、以前、

計画を変更する前、平成３４年までの計画

は以前からもお示しさせていただいてた

かと思うんですが、金額的に更新費用、増

えるというか、管路の更新自身、もともと

平成３４年までに８億円ほどの予算で計

画しておったんですが、確かに委員おっし

ゃられるとおり、費用は増加いたします。

それが１リットル当たり幾らかというふ

うな資料を、手持ちで持っておらないんで

すが、できるだけこの２７年度、２６年度

から補助金も、今まで頂いていなかった補

助金を、国庫補助金を頂きながら、起債の

部分につきましても幾らかの増額という

内容で、できるだけ経営のほうを安定とい

うか負担をかけないように計画してるん

ですが、確かに事業費につきましては今ま

で以上のものにはなっていくかと思いま

す。 

 以上でございます。 

○野原修委員長 ほかに。 

 弘委員。 

○弘豊委員 そうしましたら、私のほうか

らはもう１点に絞って、お聞きしておきた

いと思います。 

 この水道会計の予算審査のときにもお

聞かせいただいた分なんですけれども、今

年度やっぱり消費税の納税分５％から

８％へ、その影響についてということが、

市民の暮らしにとっても大きかったと思

いますし、この水道会計の中にもやっぱり

あらわれてきている部分があるんじゃな

いかなと思うわけであります。 

 今、中川委員から指摘があった、使用料

収入が減ってるということでありますけ

れども、どうして減っているのか、節水意

識の問題でということでおっしゃられて

いますけれども、節水、節水というような

こと、それだけかなということもね、また

節水しようと思うのはやっぱり暮らしが

大変で、家計が厳しくて、また事業所の中

でもやりくりをどうにかせないかんとい

うことで、どこか消えるのかみたいなこと

の中でやってきてるんだと思います。そう

いった関係では、事務報告書を見たときに、

あらっと思ったのが、業種別件数及び有収

水量という中で、公衆浴場はこれまでも摂

津市内は、もう残っているところは少ない

というようなことの中で、６件あったとこ

ろが、この２６年度、４、５月のところで

６件あるのが、６、７月のところではもう

５件になって、８、９月のところでは４件
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にということで、もう事業が続けられなく

なってという形でなくなってしまってい

るように、この数字からも見受けられます。

もちろん跡取りがいないとか、今後の施設

の老朽化等々もあってのことだと思いま

すけれども、でもやっぱりこのタイミング

で閉じなければならないみたいなことが

起きてるんじゃないのかなと思うわけで

あります。 

 そんな中で、対策といいますか、対応の

ところは、さっき小明営業課長のほうから

何とかということで、今頑張ってるという

こともおっしゃられましたけれども、やっ

ぱりこの現状の料金の値上げっていうよ

うなところを、やっぱりここで市も頑張っ

て、歯を食いしばって食いとめていかない

といけないんじゃないかっていうことを

思うわけです。 

 同時に、また言われているように、営業

収益ということですから、水を買ってもら

う、その営業活動みたいなことで、広報的

なキャンペーンもやっていくということ

で、この間やられてきているということで

ありますけれども、そこらあたりの努力っ

ていうのも工夫がまだまだできるところ

があるのかなということを感じます。 

 ことし、建設常任委員会の視察で、岩手

の盛岡まで行って来ましたけれども、そこ

で水道の広報戦略ということで、見聞きし

てきました。なかなか行く前は、広報、ど

ういった取り組みをするのかなというこ

とで見てきたんですけれども、やっぱりそ

れなりにそういったことも摂津の中で参

考にしていける部分があるのかなと考え

たところであります。 

 そういった点で、この水道料の使用料収

入、それからそこから見えてくる市内の事

業者や暮らしの実態、答弁であったところ

だと思うんですけれども、やっぱりもう一

度そういったところの認識ですね、部長の

ほうからできたら聞かせてもらいたいと

思っておりますし、また、今後の対応では、

これ以上やっぱり料金引き上げるという

ことが逆にマイナスになることもあり得

るということで、そこら辺りのところはぜ

ひ認識を持っていただきたいというふう

につけ加えておきたいと思います。 

 私のほうからは以上です。 

○野原修委員長 渡辺部長。 

○渡辺水道部長 いろいろとご意見を頂

戴しましたが、私も常々言っておるんです

が、水道事業自体が、全国的な話で非常に

経営が厳しくなってきている。御存じのと

おり、都市開発が進む中での水道施設、こ

れの要は改築更新時期がもうそろそろ迫

ってきている。今言っている給水収益が非

常に伸び悩んできている。まず、収益の伸

び悩みというのは、節水器具、これの普及

がやっぱり一番大きいのかなと考えてい

ます。 

 それともう１点、先ほど小明営業課長が

答弁させていただきましたように、ＰＲ活

動で、子どもさんたちに直接水道の蛇口か

ら水を飲んでいただきたい。といいますの

は、その親御さんたちがやはり昔の水道水、

カルキのにおいのする水道水、このイメー

ジをお持ちなんですね。そんな状況の中で、

どうしても子どもさんに水を持たせると

きに、ミネラルウオーターを持たせてしま

ってるというのが現実あります。ですから

今、小学校でそういう形でＰＲをさせてい

ただくことによりまして、１０年後、その

お子さんたちが成人されたら、直接水道の

水を飲んでいただけるんじゃないかなと

いう、ちょっとロングスパンの内容での取

り組みにはなってるんですけども。 
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 それとあと、料金値上げの話です。まさ

に水道事業自体はやはり給水収益を原資

として経営を行っておりますので、どうし

てもその経費と収益、この辺りがうまくバ

ランスをとれないと、これ経営回ってまい

りません。先ほどの消費税の値上げじゃご

ざいませんけどね、やはり経費面において

も、やはり消費税はやっぱり痛手となって

おります。 

 そんな状況の中で、我々もやはりその経

費を削減する努力をしながら進める中で、

今のバランスで、赤字に陥ってくるという

ような状況になるようであれば、やはり値

上げということも考えていかざるを得な

いのかな。今、経営計画立てさせていただ

いている段階では、近々に値上げというこ

とにはならないという状況ではおります。

１０年ぐらいまでは何とか今の資本を取

り崩してでもやっていけるのかなという

ような、今思いではおるんですけれども、

いずれはやはりそういうことを考えてい

かざるを得ないのかなというふうな思い

でおります。その分、我々も努力させてい

ただいて、経費の削減には十分努めさせて

いただきたいと思っておりますので、よろ

しくお願いしたいと思います。 

○野原修委員長 ほかに。 

 藤浦委員。 

○藤浦雅彦委員 １点だけ、職員さんの件、

聞いておきたいと思います。 

 今、３７名体制でやられていますね。だ

んだんだんだん減ってきまして、太中浄水

場の夜間管理も今外注にして、どんどん減

らしてこられてると思うんですけどね。技

術の継承とか、現状、継続をこれからして

いくという観点から、人員体制については

どのようなことになっているのか。いっと

きは多くの方が退職されるから、その辺の

技術の移管大丈夫かと、非常に心配をした

面もありました。継承されているのか。い

っときその方たちはしばらく再任用で来

られてたということもありましたね。今、

２６年現在ではどういう体制で職務され

てるのかということだけ教えてください。 

○野原修委員長 末永課長。 

○末永水道施設課長 藤浦委員さんの１

回目のご質問にお答えさせていただきま

す。 

 技術の継承で、水道部はどういうふうな

形で考えているかでございますが、この平

成２７年度、４月から太中浄水場の土日の

昼間と夜間という形のものから昼間の委

託の拡大という形をとらせていただきま

した。それに伴いまして、元の浄水課とこ

ちらにあります元の工務課を組織統合し

まして、技術の流通というか、伝承という

か、人事的にもどちらもできるような状態

という形と、あと懸念されるところなんで

すが、浄水場を委託しますと、中の方の技

術を忘れてしまうという、繋げていけない

という状態もございますので、浄水場にも、

もともと監視業務をしてた人間を、委託業

者に対しての指導も含めまして技術を繋

げながら、またこちらの、元の工務課にお

る人間と人事の交流をしながら、後世とい

うか、次世代に繋げていきたいと考えてお

ります。 

 以上でございます。 

○野原修委員長 人数に対する考え方。末

永課長。 

○末永水道施設課長 水道部の人数、全体

で３７名で、技術系、もともと工務課と浄

水課、合わせまして、平成２６年度は２６

名でございました。その中で平成２７年度

に組織を統合し、部分的に浄水場を委託と

いうような形で、委託の部分だけで言いま
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すと２名分ですか、２４名体制で今やって

おるんですが、出来る限りこのメンバー、

出来ましたらどんどんどんどんと摂津市

水道事業いつまでも続きますので、伝承で

きる形、人数面も含めまして、今の現状で

は２４名いってるということです。 

 以上でございます。 

○野原修委員長 藤浦委員。 

○藤浦雅彦委員 非常に懸念をしている

ところでもありますしね、今いろいろと議

論をされている中で、今後の水道企業とし

てのやっぱり継続的な展開というのは非

常に大事になりますしね。今、大阪府の企

業団のほうでは、一部ですけども、もう末

端までの部も企業団に統合するというよ

うな動きも出てきてます。それはその市の

事情があると思うんですけどね。本市にお

いては安全・安心な水を健全な経営をもと

に、しかもその企業努力をしていただいて、

水道料金に安易に値上げに頼るのではな

くて、やっぱりそういう意味ではしっかり

計画的な運営をしていただきたいという

ことをお願いをして質問を終わります。 

○野原修委員長 以上で、質疑を終わりま

す。 

 暫時休憩します。 

（午後４時５２分 休憩） 

（午後４時５４分 再開） 

○野原修委員長 再開します。 

 討論に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○野原修委員長 討論なしと認め、採決し

ます。 

 認定第１号所管分について、認定するこ

とに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○野原修委員長 賛成多数。 

よって本件は認定すべきものと決定い

たしました。 

 認定第２号について、認定することに賛

成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○野原修委員長 賛成多数。 

よって本件は認定すべきものと決定し

ました。 

 認定第５号について、認定することに賛

成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○野原修委員長 賛成多数。 

よって本件は認定すべきものと決定し

ました。 

 議案第５６号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○野原修委員長 全員賛成。 

よって本件は可決すべきものと決定し

ました。 

 これで、本委員会を閉会します。 

（午後４時５５分 閉会） 
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